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サマリー 
  ミレニアム生態系評価、TEEB 報告書、WAVES プロジェクト、およびダスグプタ・レビューなどに

代表されるように、生態系の価値を生態系サービスの観点から評価する研究が世界的に進み、2010 年

に COP10 で合意された愛知目標で生態系の価値を経済勘定として可視化し、意思決定に利用すること

が目指されている。こうした研究および政策的背景を踏まえて、本研究では、日本における生態系勘

定の開発と利用について研究を行うことを目的とする。本研究では、ストック勘定だけでなく、生態

系サービスの供給から使用にいたる流れを記述するフロー勘定も揃えることにより、環境経済統合勘

定－実験的生態系勘定（SEEA-EEA）のような世界的に標準とされている生態系勘定枠組みを踏まえ

つつ、日本における政策適用に利用しやすい勘定表を提示する。特に、プラネタリー・バウンダリー

に関わる大規模で不可逆的な生態系劣化を評価対象とし代替不可能性を想定すべきときに利用できる

物量データと、比較的小規模な変化を評価対象とし代替可能性が認められる際に利用できる貨幣評価

データの双方を揃える。貨幣評価データには、国民経済計算に接続しやすい交換価値（市場価値）に

もとづく評価と、社会的費用便益分析に利用できる厚生価値（社会的価値）による評価の二種を用意

する。そのために、第一に、生態系の量的な把握だけでなく、多様な生態系サービスごとの評価、生

態系の状況の評価、生態系サービスの供給源と需要者の分布などの分配面の評価を合わせて行う。第

二に、生態系勘定に基づいて国や地方公共団体における事例ベースの生態系保全政策について分析す

る。具体的には、豊富な生態系サービスの供給源を有する県・地域に焦点を当て、再生可能資源の利

用や再生可能エネルギーの転換といった自然共生型の環境政策による生態系保全政策の可能性や有効

性を定量的・実証的に分析する。これらにより、生態系勘定の構築を通じて生態系サービスの可視化

と主流化に対応する。 

本研究では、環境や生態系を経済勘定に取り入れる試みとして、(1) SEEA-EEA を踏まえつつ、日本

の環境、生態系、および社会経済状況に鑑みて適切な生態系勘定に必要な枠組みの開発を行うサブテ

ーマ 1、 (2)生態系の経済評価について、環境経済理論に基づきながら、適切なシャドウ・プライス推

定に必要な理論的ならびに実証的な研究を行うサブテーマ２、(3)生態系勘定を国・地方公共団体にお

ける政策利用・政策評価を行うサブテーマ 3 という構成で研究を行った。 

今年度サブテーマ 1 では、SEEA-EEA などの先行する生態系勘定体系を踏まえて、生態系及び生態

系サービスの評価における課題点と検討状況をまとめ、厚生価値と交換価値の概念の違いとそれぞれ

に整合的な評価手法の検討、生態系からのサービスと便益の区分、生態系の評価における割引率の設

定など、具体的な課題を明らかにした。その上で、北海道、岩手県、神戸市の 3 地域の森林生態系サ

ービスを事例として、生態系勘定の主要構成要素の一つである供給使用表のフレームワークの検討及

び実際の数値の計上を行った。 

  サブテーマ 2 では、生態系資源のシャドウ・プライス推定を精緻化させるため、近年注目され研究

が増えつつある環境評価における時間軸での割引率に関する先行研究を取りまとめ、空間割引率と時

間割引率を統一的な方法で定式化した。実証研究ではそれらの割引率の推定に取り組みつつ、空間割

引率と時間割引率の相互作用に関する検証を行った。その結果，生態系サービスの性質が持つ利他性

などの性質がそれぞれの割引率に影響することを示し、スピルオーバーを考慮するフロー勘定を時点

間で比較する際に考慮する必要性を指摘した。また三年間のまとめとして、生態系サービスの車道プ

ライスの推定における理論枠組みの整理と、実証的研究の方法的整理と成果の整理を行い、生態系勘
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定との連動について取りまとめた。 

サブテーマ 3 では、太陽光発電所と自然生態系の包括的評価に関する検討を行った。太陽光発電シ

ステムの設置に関する決定は、環境および経済の観点から国および地方の戦略をもとに実施されてい

る。地域の自然生態系の保全は、住民にとって大きな関心事である。太陽光発電所の設置にかかる計

画は、多くの場合、民間の事業会社によって開発および運営されているが、自然生態系の改変を伴う

計画を許可する権限を持っているのは地方自治体である。地方自治体の意思決定者が、自然生態系の

改変を伴う太陽光発電所の評価を可能な限り客観的かつ定量的に評価できる評価方法を提案した。こ

こでは、LCA 等を用いてポジティブな効果とネガティブな効果の各評価項目を定量化するとともに、

これらの評価項目を包括的に評価できるようにした。また、ポジティブな効果とネガティブな効果の

どちらが大きいかを判別できる指標を作成した。 

以上のサブテーマの研究から、日本における生態系勘定、特にフロー勘定の枠組みの開発、生態系

価値の推定のアプローチ、生態系勘定の政策応用が議論され、3年間の研究の成果と政策的含意がまと

められた。 

 

 

英訳 Summary 

Studies assessing the value of ecosystems from the viewpoint of ecosystem services have been 
progressing worldwide, as represented by the Millennium Ecosystem Assessment, the Economics of 
Ecosystems and Biodiversity (TEEB) reports, the Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem 
Services (WAVES), and the Dasgupta Review. Meanwhile, Aichi Biodiversity Targets, which were adopted 
at the 10th meeting of the Conference of the Parties (COP10) in 2010, call for visualization of the value of 
ecosystems as part of economic accounting for use in decision-making. Based on these studies and policy 
backgrounds, this particular study aims to address the development and use of ecosystem accounting in 
Japan. The study deals with the flow of the provision and use of ecosystem services, as well as the stock, to 
propose an account table that can be applied to policymaking in Japan, in step with ecosystem accounting 
frameworks that are regarded as global benchmarks, such as the System of Environmental-Economic 
Accounting–Experimental Ecosystem Accounting (SEEA-EEA). In particular, the study provides physical 
quantity data that can be used in evaluating large-scale and irreversible ecosystem degradation involving 
planetary boundaries when the irreplaceability of the ecosystem should be assumed. The study also provides 
monetary value data that can be used in evaluating relatively small changes when substitutability is 
recognized. The monetary value data include evaluation based on exchange value (market value) that can 
be connected to the system of national accounts with relative ease, as well as evaluation based on welfare 
value (social value) that can be applied to social cost-benefit analysis. For this purpose, this study, in 
addition to quantifying ecosystems, first evaluates delivery aspects, such as each of the various ecosystem 
services, ecosystem conditions, and the distribution of the suppliers and the users. Second, the study 
analyzes ecosystem conservation policies at the national and local government levels based on ecosystem 
accounting by examining case examples. Specifically, prefectures/regions that possess abundant resources 
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for ecosystem services are spotlighted to quantitatively and empirically analyze the feasibility and the 
effectiveness of ecosystem conservation policies driven by environmental policies involving the coexistence 
of people and nature, such as the use of renewable resources and the conversion to renewable energy. 
Through these measures, the study establishes ecosystem accounting for the visualization and the 
mainstreaming of ecosystem services. 

This study, which is an attempt to incorporate the environment and ecosystems into national accounts, 
comprises three parts: 1) Under Sub-theme 1, a necessary framework was developed for ecosystem 
accounting that is appropriate for Japan in step with the SEEA-EEA, in light of the nation’s environment, 
ecosystems, and socio-economic conditions; 2) Under Sub-theme 2, theoretical and empirical studies 
necessary for determining appropriate shadow prices were conducted based on environmental economics 
principles regarding the economic value of ecosystems; and 3) Sub-theme 3 addressed the use and evaluation 
of policies on ecosystem accounting at the national and local government levels.  

Sub-theme 1, the issues and discussions regarding the evaluation of ecosystems and ecosystem services 
were summarized in keeping with the existing ecosystem accounting mechanisms such as the SEEA-EEA. 
Specific issues were clarified, such as the difference between welfare value and economic value, the 
evaluation methods consistent with each value, classification of services and benefits provided by 
ecosystems, and the establishment of discount rates in the evaluation of ecosystems. Subsequently, the forest 
ecosystem services in Hokkaido, Iwate Prefecture, and Kobe City were cited as examples for the 
examination of the framework of the supply-use table, which is a major component of ecosystem accounting, 
while actual figures were tabulated.  

Under Sub-theme 2, the goal was to refine the estimation of shadow prices for ecosystem resources. 
For this purpose, prior studies regarding the discount rates involving environmental evaluation along the 
time axis—an issue that has been attracting attention in recent years and on which research is increasing—
were summarized, and the space discount rate and time discount rate were formulated in a unified manner. 
In the empirical study, the space discount rate and the time discount rate were estimated, and the interaction 
between the two was examined. The results demonstrated that the characteristics of ecosystem services, 
such as their altruistic nature, influence their respective discount rates. This influence should be considered 
when flows that include spillover effects are compared between different time points. In addition, as a 
capstone for three years of research, a theoretical framework for estimating shadow prices of ecosystem 
services was reviewed, and the methodology and the results of empirical research were reexamined, to 
explain their linkage with ecosystem accounting. 

Under Sub-theme 3, an examination was conducted with respect to comprehensive evaluations of solar 
power plants and ecosystems. Decisions regarding the installation of solar power systems are based on the 
strategy of national and local governments from environmental and economic perspectives. The 
conservation of local ecosystems is of great concern to area residents. In many cases, power stations are 
developed and operated by private-sector power companies. However, it is the local government that has 
the authority to approve plans that would impact ecosystems. This study proposes a method that allows 
decision makers at local governments to evaluate solar power stations that would impact ecosystems 
objectively and quantitatively to the extent possible. Under this method, individual evaluation items 
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regarding the positive effects and the negative effects can be quantified and comprehensively evaluated 
through life-cycle assessment (LCA). In addition, an indicator was developed for determining whether 
positive effects outweigh negative effects, or vice versa.  

Research under the sub-themes mentioned above led to discussions regarding the development of a 
framework for ecosystem accounting—particularly the framework for flow accounting—in Japan, which is 
an approach to estimate the value of ecosystems, and the policy application of ecosystem accounting. In this 
manner, the results of three years of research and its policy implications were compiled. 
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1. 研究の背景と目的 

ミレニアム生態系評価、TEEB 報告書、WAVES プロジェクトなどに代表されるように、生態系を適

切に保全していくために、生態系の価値を生態系サービスの観点から評価する研究が世界的に進んで

いる。また、2010 年に COP10 で合意された愛知目標においては、生態系の価値を経済勘定として可

視化し、政策的意思決定等において意思決定に利用する形で主流化する動きが進んでいる。こうした

背景に基づき、日本においてこれまでの研究では生態系勘定枠組みのうちストック勘定が構築されて

きたが、生態系サービスの供給から使用にいたる流れを記述するフローに関する勘定についても構築

しなければ勘定体系として不十分である。さらに、日本における生態系サービス評価を実施し、生態

系勘定枠組みに物量データと価値データを完備させ、適切な生態系保全のための公共政策について、

生態系勘定を用いた具体的な政策形成に関する研究が求められている。 

  本研究は、日本における生態系勘定枠組みを開発し、国や地方公共団体を単位とした生態系勘定を

構築することを第一の目的とする。ここではストック勘定だけでなくフロー勘定も揃えて、生態系の

量的な把握だけでなく、多様な生態系サービスごとの評価、生態系の状況の評価、生態系サービスの

供給源と需要者の分布などの分配面の評価を合わせて行う。そして第二の目的として、生態系勘定に

基づいて国や地方公共団体における事例ベースの生態系保全政策について分析する。具体的には、豊

富な生態系サービスの供給源を有する県・地域に焦点を当て、再生可能資源の利用や再生可能エネル

ギーの転換といった自然共生型の環境政策による生態系保全政策の可能性や有効性を定量的・実証的

に分析する。この 2 つの目的により、生態系勘定の構築を通じて生態系サービスの可視化と主流化と

いう世界的な共通課題に対応する。 

 

2. 3 年間の研究計画及び実施方法 

研究全体の構成は以下のフローチャートに集約される。 

 
図 1  研究の構成 

国・地方公共団体における
生態系勘定の構築

SEEA-EEAに基づくフローストック勘定
供給・需要の空間分布の表現枠組みの

構築および数値導入

サブテーマ(3)
生態系サービス勘定に基づく公共政策評価

に関する研究

サブテーマ(2)
日本における生態系サービス評価に関

する研究

サブテーマ(1)
環境経済統合勘定-実験的生態系勘定(SEEA-EEA)
を踏まえた生態系サービス勘定枠組みの開発

令
和
2
年
度

平
成
31
年
度

平
成
30
年
度

評価結果の導入 勘定表の政策利用

SEEA-EEAに基づくフローストック勘定
状態変化・多様な生態系サービスの表

現枠組みの構築および数値導入

国・地方公共団体における
生態系勘定の政策利用

生態系サービス評価
供給・需要の便益分布の評価

手法および定量評価研究

公共政策評価
再生可能資源利用等の関連施策の

選定、勘定表による定量分析

公共政策評価
勘定表とシミュレーションによる

事例分析

生態系サービス評価
供給・需要の空間分布の表現

SEEA-EEAに基づくフローストック勘定
ストック勘定とフロー勘定の統合的な

枠組みの構築

生態系サービス評価
空間的分布・人口動態を考慮

した定量評価

公共政策評価
勘定表を用いた事例ベースの生態

系保全政策
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(1) 環境経済統合勘定-実験的生態系勘定(SEEA-EEA)を踏まえた生態系サービス勘定枠組みの開発 
    [研究体制：農林水産政策研究所、小樽商科大学] 

これまでの生態系勘定の研究によって、生態系ストック勘定の構築が行われ、どの都道府県にどの

くらいの生態系が賦存し、その価値がどのくらいになるのかについては明らかになった。しかしなが

ら、どのような経済主体がどの生態系サービスをどれだけ供給または需要しているのかといった生態

系フロー（生態系サービス）に関するデータを計上する生態系フロー勘定の構築までは未だ至ってい

ない。そこで本研究では、これまでの生態系勘定の研究成果を踏まえ、日本における生態系勘定枠組

み、特にフロー勘定を開発し、国全体とともに地方公共団体を単位とした生態系勘定を構築する。 
平成 30 年度は、生態系フローとして、供給者と需要者を表現できる生態系フロー枠組みの構築を行

い、統計データから数値を導入する。その際、サブテーマ(2)の成果を流用し、物量データと価値デー

タの両方を、さらに価値データについては厚生価値と交換価値の双方を計上できる都道府県単位の生

態系フロー勘定を構築する。さらに、一部の都道府県を対象に、これまでの都道府県単位の勘定表か

ら、市町村単位の勘定表へと拡張し、供給者と需要者の空間分布をより細かく反映させられるフロー

勘定とする。 
平成 31 年度は、平成 30 年度で構築した勘定表をさらに拡張し、生態系の状態や多様な生態系サー

ビスのうち、実際に供給ができる生態系サービスを抽出して評価するなど、より厳密・詳細な物量や

価値を反映できる勘定表の枠組みを構築する。さらに、温室効果ガス等、生態系勘定から導かれる各

種指標とその政策的な利用法についても言及し、サブテーマ(3)へと繋げる。 
令和 2 年度は、これまでの研究で推計された生態系ストックおよび生態系サービスの評価額を平成

31 年度までに構築した生態系勘定の中に導入し、ストックとフロー両方を把握できる生態系勘定体系

を構築し、政策利用への活用を図る。 
本サブテーマは、林岳及び國井大輔（農林水産政策研究所）と山本充（小樽商科大学）が担当する。 

 
(2) 日本における生態系サービス評価に関する研究 
    [研究体制：神戸大学] 
  生態系サービスの経済評価には、これまでは仮想評価法や選択型実験といった表明選好法と呼ばれ

る経済評価手法により非市場価値を計測することが重視されてきた。しかしながら、SEEA-EEA では、

交換価値による計測が重視されてきた。これは、国民経済計算体系（SNA）に接続させる際の整合性

を確保するためである。しかしながら生態系価値の本質は交換価値では評価しきれない非市場的価値

に属する部分が大きいことは多くの環境経済研究が明らかにしてきたところである。そこで本研究で

は、生態系勘定に導入する際の価値データについて、交換価値評価と厚生価値の双方による日利用価

値の評価を行い、ストック勘定と同様にフロー勘定においても評価単位による差異を可視化する。 
特にフロー勘定として、平成 30 年度において便益の空間分布に焦点を当てる。この際には、直接的

に利用しない受益者についても検討する必要が生じる。このとき、交換価値による評価と厚生価値に

よる評価の際は顕著に現れることが予想されるが、そうしたケースでの経済学的分析を行い、定量的

な実証研究を通じてフロー勘定に導入される生態系の価値評価を行う。 
  平成 31 年度においては、こうした分析を生態系サービスの多様性について当てはめ、供給サービス

のような物的消費を基本とする生態系サービスの評価だけでなく、調整サービスや文化的サービスの

ような交換価値として評価しにくいサービスについて、厚生価値によって評価し、既存の SEEA-EEA
が提供する情報に加えて、独自の生態系サービス評価を行う。 
令和 2 年においては、厚生価値による測定でクリティカルな要因である人口動態について研究する。
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交換価値は基本的に市場における交換主体に便益が限定されるが、厚生価値は幅広く受益主体が存在

する。その際に、受益者数が評価結果に大きな影響を与える。受益者数の変動が生態系勘定における

評価値にどのように影響するかを明らかにする。また、時間の経過とともに生じる価値情報の自律的

変化についての研究を行い、研究期間終了後の勘定表更新について検討する。 
本サブテーマは、佐藤真行（神戸大学）と山口臨太郎（国立環境研究所）が担当する。栗山浩一（京

都大学）が適宜協力する。 
 
(3) 生態系サービス勘定に基づく公共政策評価に関する研究 
    [研究体制：神戸大学] 
  本サブテーマでは、作成された勘定表を利用して政策事例の分析を行う。特に、固定価格買取制度

(FIT 制度)などといった比較的新しい施策実施による再生可能エネルギー利用の拡大に着目し、次の 2
つの検討を通じて、森林資源に与える正負の社会・経済的影響を分析する。本サブテーマで対象とす

る地域は、兵庫県、岩手県、北海道など、これまでに生態系勘定に必要なデータ蓄積が進んでいる地

域から選択する。 
  1つ目の検討では、森林資源をエネルギー利用することによる、環境的・経済的影響を分析する。先

ず、国土数値情報(土地利用、標高・傾斜角度など)、植生分布情報などのデータを用いて、木質バイオ

マス(間伐材・タケ等)の利活用ポテンシャルを推計し、GIS を用いて空間情報として可視化する。これ

を発電・熱利用することによる環境負荷削減効果、経済効果を、ライフサイクルアセスメント(LCA)、
ライフサイクルコスト(LCC)手法を用いて明らかにする。続いて、木質バイオマスから生産した電力・

熱を利用する事業を想定し、住民を対象として事業に対する関心等をアンケートにより調査し、事業

の社会的有用性を分析する。事例対象の都道府県内で計画および稼働している木質バイオマスを利用

した発電所および熱利用施設での情報収集を通じて、木質バイオマスの利活用ポテンシャルと現状で

の利用量とのギャップを調査し、環境的・経済的側面からみた森林資源の持続的な利用方法を提案す

る。 
  2 つ目の検討では、太陽光発電所の建設工事に伴う森林資源の減少が、地域の自然生態系や地域の

魅力に与える影響を分析する。ここでは、衛星データ、国土数値情報(土地利用、標高・傾斜角度など)
を使って、兵庫県における太陽光発電所の建設前後の森林面積の減少度合いを分析する。また、実地

調査や兵庫県民を対象として太陽光発電所が建設されることによる景観や地域の魅力の変化などをア

ンケートにより調査し、社会的影響を分析する。LCA手法を利用して、太陽光発電によるエネルギー

生産量と生物多様性の減少に関する費用対効果分析を行うことで、自然生態系の保全に資する太陽光

発電所の設置基準を提案する。本サブテーマは、田畑智博（神戸大学）と、研究協力者として國井大

輔（農林水産政策研究所）が担当する。 
  以上の 3 つのサブテーマを通じて、国・地方公共団体における生態系勘定の構築と導入、および政

策利用が達成される。 

 

3. 3 年間の研究実施体制 

［研究代表者］ 

佐藤 真行 神戸大学大学院  人間発達環境学研究科 教授 

 

［研究参画者］ 
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山本 充  小樽商科大学  大学院商学研究科 教授 

田畑 智博 神戸大学大学院  人間発達環境学研究科 准教授 

林 岳  農林水産政策研究所 企画広報室企画科長 

 

［研究協力者］ 

栗山  浩一  京都大学大学院  農学研究科  教授 

國井  大輔  農林水産政策研究所 主任研究官 

山口 臨太郎  国立環境研究所  主任研究員 

 

4. 本研究で目指す成果 

本研究によって、生態系勘定におけるストック表とフロー表が揃うことにより、実質的な世界的標

準である国連 SEEA-EEA と同等の情報を有する生態系勘定が開発される。さらに生態系サービスの供

給源と需要者の分布を測定する際に、受益者数を考慮することで、交換価値と厚生価値という異なる

２つの測定単位における整合性の問題について分析を深め、既存の生態系勘定の経済学的妥当性を検

証し、国や地方公共団体における政策立案や政策評価について有効な意思決定を促進することができ

る。具体的には、これまでに生態系勘定の開発に関連するデータ蓄積が進んでいる兵庫県、岩手県、

北海道などを対象により詳細なデータを記載可能な生態系勘定表を構築し、それを用いて再生可能資

源利用に関する環境政策の影響をシミュレーションし、その政策がもつ生態系保全効果と政策の便益

の帰着先を定量的に評価し、経済学的な観点からその政策の有効性を評価することができる。 

 

5. 研究成果による環境政策への貢献 

  第一に、国際的な標準規格で要求される情報を含んだ生態系勘定が開発される。このことは、愛知

目標に掲げられている生態系サービスの国家勘定へ組み込むという政策ニーズに応えるものである。

特に、生態系勘定で森林や湿地など日本における重要な生態系がカバーされるため、国際規格に則り

つつ、日本の特徴的な生態系の評価が可能な生態系勘定を国際的に提示することができる。第二

に、こうした生態系勘定の開発により、国や地方公共団体の環境保全政策の生態系保全効果が定量的

に示されることになるため、さまざまな政策シナリオのシミュレーションを通じて証拠に基づく政策

立案（EBPM）が可能になる。生態系勘定には生態系サービスの供給源と需要者の分布など詳細な情報

も記載されるため、今後想定される各地域の人口変動を考慮して需要者を特定するなど、より適切な

環境保全政策が検討できる。こうしたことは SDGs などの長期的な環境政策目標にも関連するため、

持続可能な発展のような長期的かつ総合的な政策目標においても生態系勘定の利用方法を示すことが

できる。 
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Ⅱ 令和２年度の研究計画及び研究状況と成果 
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1. 令和２年度の研究計画 

 本研究では、環境や生態系を経済勘定に取り入れる試みとして、(1)国際的な標準となりつつある環境経

済統合勘定−実験的生態系勘定(SEEA-EEA)を踏まえつつ、日本の環境、生態系、および社会経済状況に鑑

みて適切な生態系勘定に必要な枠組みの開発を行うサブテーマ 1、 (2)生態系の経済評価について、環境

経済理論に基づきながら、適切なシャドウ・プライス推定に必要な理論的ならびに実証的な研究を行うサ

ブテーマ２、(3)生態系勘定を国・地方公共団体における政策利用・政策評価について研究を行うサブテ

ーマ 3 という構成で研究を行う。 

  本年度の各サブテーマは図 1 のようにまとめられ、担当者は表 1 のとおりである。 
 
 

 
図１ 研究サブテーマと相互関係 

 

 

表1 各サブテーマの担当者 

氏 名 所属 主な担当 

佐藤 真行 神戸大学（研究代表者） サブテーマ２ 

林 岳 農林水産政策研究所 サブテーマ１ 

田畑 智博 神戸大学 サブテーマ３ 

栗山 浩一 京都大学 研究協力者 

山口 臨太郎 国立環境研究所 研究協力者 

國井 大輔 農林水産政策研究所 研究協力者 
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サブテーマ(1) 環境経済統合勘定-実験的生態系勘定(SEEA-EEA)を踏まえた生態系サービス勘定枠組み

の開発 

[研究実施機関：農林水産政策研究所・小樽商科大学] 

令和 2 年度は、前年度までに得た研究成果や推計値を勘定表に計上し、理論的な評価に基づきつつ、よ

り実情に近い評価へシフトさせ、最終的な生態系勘定の構築を目指す。まず、サブテーマ(2)で得た時間

割引率と空間割引率を用いて、これまでに揃えた生態系ストック及び生態系サービスの価値を再評価し、

生態系勘定に計上する。また、平成 31 年度に推計した北海道の森林生態系レクリエーションサービスの

域外移出額の推計結果と空間割引率を組み合わせ、空間割引を行った移出額を推計して生態系サービス

勘定に計上する。事例ベースの詳細な勘定表については、岩手県の特定地区を対象に、森林生態系が位置

する標高等によって生態系サービスの受益者数が異なることを示し、森林生態系からの洪水防止および

水資源涵養サービスの受益者数を推計する。その上で、標高や位置などの空間情報と受益者数を反映させ

た生態系サービスの価値評価を行い、生態系サービス勘定に値を計上する。最後に、これらの生態系勘定

に計上した評価額を、サブテーマ(3)で推計した太陽光パネル設置による森林喪失面積と組み合わせ、太

陽光パネル設置による森林喪失によって失われる生態系サービスの価値評価を行い、生態系勘定の政策

利用の一つの事例を提示する。そのために、兵庫県を対象とした政策評価のための事例調査を行う。 

本サブテーマは林岳（農林水産政策研究所）が主に担当し、研究協力者として國井大輔（農林水産政策

研究所）、山本充（小樽商科大学）と共同で進める。 
 

サブテーマ(2) 日本における生態系サービス評価に関する研究 

[実施研究機関：神戸大学・国立環境研究所] 

令和 2 年度では、社会的厚生価値（総価値）の算出に重要となる要素を検討するとともに、こうした割

引率を実際の勘定表に適用していく際のプロセスや注意点について検証する。まず、厚生価値の測定でク

リティカルな要因である人口動態について研究する。交換価値は基本的に市場における交換主体に便益

が限定されるが、余剰価値は幅広く受益主体が存在する。従来の評価手法では、受益者数が評価結果に大

きな影響を与えるのは明らかであるが、今後の人口変動に鑑み受益者数の変動が生態系勘定における評

価値にどのように影響するかを明らかにする必要がある。生態系サービス勘定では、自然資本と生態系サ

ービスの総価値が対象とされるため、その評価の前提となる生態系サービスの裨益人口をどう設定する

かという問題に取り組む。この点について、行政人口と経済人口とを比較した既存研究を踏まえたうえ

で、これまでに得られた空間割引率の理論と実証データを使い、様々なパラメータに基づいた空間割引率

を使った割引価値がゼロとなるところまでの人口を裨益人口として総価値を算出する。その他の人口の

設定パターンも、適宜検討する。その際、サブテーマ 1 で生態系サービス別にアクセシビリティが考慮さ

れたのと同様に、サービス別に割引率を適用する。これらを比較考量し、勘定表にまとめられた生態系サ

ービス価値を検証する。 

また、空間的要因を勘定表において考慮するために、混雑現象の発生による森林生態系資源評価の調整

や、人口分布状況と森林までの距離の計測に基づく評価値の調整について検討する。これまで、レクリエ

ーションサービスを念頭に施設の稼働状況から混雑状況を評価したが、他の生態系サービスにおける混

雑現象について検証し、生態系サービスのシャドウ・プライスをストック勘定表およびフロー勘定表に適

用する。さらに、空間的割引と時間的割引を独立して適用することの妥当性について検証する。時間割引

と区間割引の実証的推定値に関連がないかを調査し、双方の要因を適切に勘定表へと反映させることを
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目指す。 令和 2 年度が研究最終年度にあたることを踏まえて、シャドウ・プライスの定式化と推定にお

ける生態系の負の価値（生態系ディスサービス）の取り扱いについても考察し、生態系勘定の役割と限界

を明確にする。 

本サブテーマは、佐藤真行（神戸大学）が主に担当し、研究協力者として栗山浩一（京都大学）と山口臨

太郎（国立環境研究所）と共同で進める。 
 

サブテーマ(3) 生態系サービス勘定に基づく公共政策評価に関する研究 

[実施研究機関：神戸大学] 

令和 2 年度では、第一に、平成 31 年度に提案した太陽光発電の設置と自然生態系の保全との関係に係

る評価手法に基づきつつ、兵庫県と北海道において森林を改変してメガソーラー発電所を設置した事例

を取り上げ、太陽光発電所の設置による CO2削減の効果と森林伐採による CO2吸収源の減少の影響との

関係性を評価する。これを実施するために、平成 31 年度の兵庫県に加えて、令和 2 年度では北海道のメ

ガソーラー発電所のリストを作成するとともに、森林や荒れ地を改変して設置された事例を検索して、こ

れらの喪失面積を算出する。本研究で作成された生態系勘定表をもちいた政策効果の評価を通じて、自然

生態系の保全を優先しつつ、太陽光発電の推進も合わせて行うための課題や方策を考察する。 

また、これまでにまとめた木質バイオマスの発電・熱利用に伴う環境・経済・社会の各側面での評価方

法、および兵庫県の木質バイオマスのエネルギー利用ポテンシャルに関する推計結果を用いて、同県内で

未利用の木質バイオマスをエネルギー利用することによる環境・経済・社会の各側面での効果を明らかに

する。これにより、森林資源の利用効率を向上させることの効果とその必要性を論じるとともに、現状の

利用量との乖離度合いを分析する。これを踏まえて、特に現在の国・地方公共団体の法制度や事業体の運

営などの観点から、森林資源のエネルギーとしての利用効率を向上させるための課題や方策を考察する。 

本サブテーマは、田畑智博（神戸大学）が主に担当し、生態系勘定の適用について林岳（農林水産政策

研究所）、國井大輔（農林水産政策研究所）と共同で進める。 
 

  以上 3 つのサブテーマによって国・地方公共団体における生態系勘定の導入に向けた研究が達成でき

るよう、研究代表者と分担者の間で随時確認しあうとともに、環境省担当者と政策ニーズのすり合わせを

行う。令和２年度の研究工程は、次のようにまとめられる。 
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令和２年度 工程表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

達成される成果 1Qt 2Qt 3Qt 4Qt

(1)環境経済統合勘定-実験的生態系勘定(SEEA-EEA)を踏まえた生態系サー

ビス勘定枠組みの開発

(1)-1:SEEA-EEAにおけるフロー勘定の精査

供給ー需要分布の勘定表

生態系サービスごとの勘定表

具体的地域事例

(1)-2: 日本における生態系フロー勘定の枠組みの開発

(1)-3: 数値導入と可視化

余剰価値と交換価値の勘定表

都道府県単位の勘定表

市町村単位の勘定表

(1)-4: 勘定体系の開発

ストック勘定とフロー勘定の接続

関連する政策指標への接続

(2)日本における生態系サービス評価に関する研究

(2)-1:フロー勘定のための生態系サービスごとの経済評価手法の研究

空間的分布についての研究

余剰価値と交換価値の差異についての研究

(2)-2: フロー勘定のための生態系サービス評価

余剰価値による評価

交換価値による評価

(2)-3: 人口動態・社会動態の生態系サービス評価への反映

空間的分布

価値情報の更新についての研究

(3) 生態系サービス勘定に基づく公共政策評価に関する研究

(3)-1: 生態系サービス厳に関連する政策事例の精査

再生可能エネルギー政策

バイオマス利用政策

(3)-2: 事例研究

地理情報の収集

政策効果の評価

政策シミュレーション

生態系保全効果の実証と生態系利用の提案

※　→は結果のインプット（アウトプット）の流れを示す。

平成32年（2020)
備考
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2-(1). 令和２年度の研究状況および成果（概要） 

令和２年度は各サブテーマにおいて以下のような研究を実施した。 

 
2-(1).1 環境経済統合勘定-実験的生態系勘定(SEEA-EEA)を踏まえた生態系サービス勘定枠組み

の開発（サブテーマ 1） 
本サブテーマでは、欧州委員会（EC）、経済協力開発機構（OECD）、国連（UN）、世界銀行などによっ

て開発が進んでいる環境経済統合勘定－生態系勘定（SEEA-EEA）などの先行する生態系勘定体系を踏ま

えて、環境経済の政策研究（第Ⅲ期）で構築した日本版の生態系勘定のフレームワークをもとに、さらな

る精緻化とサブ勘定表の構築を行った。 

これまでに、海外における SEEA-EEA の適用を目的とした研究を中心に、生態系及び生態系サービス

の評価に関する最新の既存研究をまとめた。この中では、環境勘定の専門家グループにおける議論及び生

態系及び生態系サービスの専門家の間での議論を紹介し、各国における生態系勘定を用いた生態系及び

生態系サービスの評価事例を整理した。また、アクセス性や距離、居住地などの情報及びデータを活用し、

生態系と受益者の位置関係を考慮しつつ生態系サービスの供給者・受益者を特定した。以上の国際的な議

論動向やこれまでの研究成果を踏まえ、今年度は、生態系勘定表の主要構成物の 1 つであるフロー勘定

（供給使用表）の作成に取り組んだ。 

作成した供給使用表は全部で 4つである。1つは、昨年度取り組んだ北海道の森林生態系レクリエーシ

ョンサービスの受益者を特定した研究成果を活用し、北海道森林生態系レクリエーションサービスの供

給使用表である。受益者（使用者）の特定は昨年度に終えていることから、今年度は供給使用表の供給者

を特定することから行った。既存研究などを参考に供給者はその森林の所有者と仮定し、森林所有者（国、

地方公共団体、民間部門）の割合を用いて、レクリエーションサービスの按分を行った。2つ目の供給使

用表は岩手県における森林生態系の洪水防止サービス、水資源涵養サービスの供給使用表である。これに

ついては、岩手県釜石市の甲子川を事例に昨年度行った事例分析の結果を利用し、今年度は、供給表を拡

張して地目ごとにその利用目的を特定し、それぞれ該当する使用者として按分することで供給使用表を

完成させた。そして 3 つ目の供給使用表は、同じく岩手県の一関市の砂鉄川流域の森林生態系供給使用

表である。こちらも甲子川流域における分析と同様、洪水防止サービスと水資源涵養サービスを評価対象

としている。最後の 4つ目は、神戸市における森林生態系のレクリエーションサービスのものである。こ

ちらについては、都市生態系を想定し、都市区域の森林および緑地の利用者の居住地域を特定すること

で、ある特定の森林・緑地がどのような地域の人に利用されているのかについて評価を行い、そのデータ

に基づいて供給使用表の作成を行った。これにより生態系サービスへの支払い制度の設計や人口構造の

変化などに起因する生態系サービス評価への影響把握に応用される。 

 

2. -(1)2 日本における生態系サービス評価に関する研究（サブテーマ 2） 
令和 2 年度は、これまでのまとめとして、本研究で進めてきた生態系資源のシャドウ・プライス推定に

関する厚生価値（経済余剰）の観点からの研究の精緻化とその意義について、近年注目され研究が増えつ

つある環境評価における時間軸での割引率に関する先行研究のサーベイを行い、本研究の位置づけをよ

り明確にするとともに、具体的な方法論の比較を行った。また発生源からの距離と生態系サービス水準減

衰の関係から空間割引率を社会的割引率として定式化した。1990 年代後半から、生態系サービスや環境
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の評価における割引率は、主に表明選好法を使って研究されてきた。先行研究をとりまとめると、最終的

な割引率は 0 以上だが、範囲はまちまちと言わざるを得ない。中には数百パーセントになるという結果

も複数ある。他にも、心理学の文献においても、環境の価値の時間割引を扱った先行研究がある。そうし

た研究を参考に、本研究においては利他性という観点に焦点を当てた実証研究を行った。また、時間軸と

空間軸を意識した割引率について、理論的に同等の定式化を行った。 

実証研究においては、空間割引率と時間割引率の同時推定を試みた。選択型実験を応用し、属性に時間

選好パラメータと空間選好パラメータを導入することで、以下のような効用関数を推定した。 

𝑉!" = 𝑐 + 𝑓(𝛽#!$%)𝑋#!$% + 𝑔(𝛽&!'#(")%)𝑋&!'#(")% + ∑ 𝛽!𝑋!$
!*+                    

ここで f(βtime)は確率変数 βtimeの正規分布を表し、平均と分散で規定される。同様に、g(βdistance)は確率変数

βdistanceの正規分布を表し、平均と分散で規定される。RPL を用いることでそれぞれの分布形を規定する平

均と分散を推定し、すべての係数を有意に推定することに成功した。時間選好と空間選好の同時分布には

相関が見られた。続いてベイズの反転公式を適用し、個人別に空間割引率と時間割引率を推定したのち、

次の各生態系サービスとの関係を分析した。その結果、生態系サービスのうち便益の享受者が回答者自身

であり、短期かつ直接に関わるものについては高い割引率が、公共性が高く利他的な便益であると考えら

れるサービスに対しては低い割引率が観察された。地球温暖化の文脈で、スターンレビュー（Stern、 2010)

では世代間衡平に鑑みて低い割引率が適用されたが、生態系サービス評価の文脈でも公共性が高いサー

ビス評価に対しては相対的に低い割引率が適用されうることが、こうした主観的割引率の研究結果から

示唆される。また、空間割引と時間割引の推定により、スピルオーバを伴う異時点のフロー表を解釈する

際の利用可能性について示唆された。 

 

2-(1).3 生態系勘定に基づく公共政策評価（サブテーマ３） 
  令和 2 年度は太陽光発電所と自然生態系の政策を事例に包括的評価に関する検討を行った。太陽光発

電システムの設置に関する決定は、環境および経済の観点から国および地方の戦略をもとに実施されて

いる。地域の自然生態系の保全は、住民にとって大きな関心事である。太陽光発電所の設置にかかる計画

は、多くの場合、民間の事業会社によって開発および運営されているが、自然生態系の改変を伴う計画を

許可する権限を持っているのは地方自治体である。地方自治体の意思決定者が、自然生態系の改変を伴う

太陽光発電所の評価を可能な限り客観的かつ定量的に評価できる評価方法を提案した。ここでは、LCA

等を用いてポジティブな効果とネガティブな効果の各評価項目を定量化するとともに、これらの評価項

目を包括的に評価できるようにした。また、ポジティブな効果とネガティブな効果のどちらが大きいかを

判別できる指標を作成した。 

気候変動の緩和と経済的利益をポジティブな効果の評価項目、炭素吸収源と生物多様性の喪失、災害

リスク増加をネガティブな効果の評価項目として取り扱う。これら評価項目は、森林生態系を改変して

太陽光発電所を設置するという事例において、政府および地方自治体が考慮すべき要素である。これらの

評価項目について、LCA手法の環境影響評価手法を用いて、外部費用として貨幣単位で統合化する。ま

た、LCA 手法において経済的利益と外部費用をフルコストとして合算することができることを踏まえ、

ポジティブな効果として見積もられた金銭的価値を、ネガティブな効果として見積もられた金銭的価値

で割ることで得られた比率(P/N 比)を定義する。P/N 比を用いることで、自然生態系の改変を伴うメガソ

ーラー発電所の設置する場合に、ポジティブな効果とネガティブな効果のどちらが大きいかどうかを判

断することができる。 
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本手法を、岩手県のメガソーラー発電所の設置事例に適用する。岩手県の 93 施設のうち、自然生態系

を改変して設置された施設数は 10 施設であった。自然生態系の減少面積は、衛星画像の情報から

3,874,800m2 となった。これらの情報を用いて評価を行った結果、岩手県では、気候変動の緩和と経済的

利益によるポジティブな効果は年間 8,920百万円、炭素吸収源と生物多様性の喪失、災害リスク増加によ

るネガティブな効果は 1,566百万円と算出された。P/N比は 5.70 となり、太陽光発電所の設置のポジティ

ブな効果が自然生態系の損失というネガティブな効果を上回る結果となった。 

以上の結果を踏まえ、サブテーマ 1 で作成した岩手県一関市砂鉄川流域における森林生態系サービス

の供給使用表を用いた、太陽光発電所と森林生態系に関する政策評価を行う。政策評価は、(1)太陽光発

電所と森林生態系の包括的評価と(2)受益者負担の観点から実施した。先ず(1)について、供給使用表をも

とに詳細な分析を行ったところ、砂鉄川流域に設置されているメガソーラー発電所は 4 施設、発電所設

置に伴う森林等の減少面積は 142,000m2と計算された。これをもとに、ポジティブな効果とネガティブな

効果を算出した結果、ポジティブな効果は 289 百万円、ネガティブな効果は 102 万円となり、P/N 比は

2.82 となった。このことから、森林減少によるネガティブな効果よりも、太陽光発電によるポジティブな

効果のほうが上回るという結果が得られた。続いて(2)について、地理情報システム(GIS)を用いて、森林

減少の影響を受ける世帯数と影響は 2 の森林面積を算出した。その結果、砂鉄川流域全体で 4 施設のメ

ガソーラー発電所設置による調整サービス減少の影響を受けるのは、流域全体の面積 37,952haの 10.8％、

居住している 7,244 世帯の 21.1％に値することがわかった。 

また、構築した生態系勘定の政策利用に際し、これまで行われてきた生態系サービス評価がどのように

政策に活用されているのかを、国内外の文献レビューにより明らかにした。既存研究では、生態系サービ

スの経済評価事例について、海外でもこれまで多数行われてきたものの、その結果・成果を政策に活用し

たことが明記されている学術論文は多くないことが示されている。本分析では生態系勘定を含めた生態

系サービスの経済評価事例を対象とし、政策への活用の経緯や政策への影響など明らかにした。 

 

2-(2). ３年間の研究を通じて得られた成果成果（概要） 

３年間の本研究を通じて、各サブテーマにおいて以下のような研究を実施した。 

 

2-(2).1 環境経済統合勘定-実験的生態系勘定(SEEA-EEA)を踏まえた生態系サービス勘定枠組み

の開発（サブテーマ 1） 
本サブテーマでは、海外における SEEA-EEA に関する議論を中心に、生態系及び生態系サービスの評

価における課題点と検討状況をまとめた。この中では、厚生価値と交換価値の概念の違いとそれぞれに整

合的な評価手法の検討、生態系からのサービスと便益の区分、生態系の評価における割引率の設定など、

具体的な課題を明らかにした。以上の国際的な議論動向やこれまでの概念的な整理を踏まえ、SEEA との

整合性や使い勝手なども考慮も考慮し、これまでに作成した生態系ストック勘定を改良し、平成 30 年度

は、より小さな単位での生態系ストック勘定の構築を検討した。この課題では、生態系ストック勘定の地

域適用として、岩手県を事例に市町村版の森林生態系ストック勘定を構築した。推計の結果、岩手県版で

推計した生態ストック評価額と市町村版で推計した生態系ストック評価額を全市町村で集計した値には、

大きな乖離が生じることが明らかになった。このような乖離が生じる原因の 1 つとして、県全体の森林

生態系ストックを評価する岩手県版では、生態系量（ここでは森林面積）と受益者数双方が増加し、両者
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を乗じることで算出されるストック評価額が漸増することが挙げられた。このことから、乖離を縮小させ

るためには、受益者をより厳密に定義する必要があることが示された。 

このことから、平成 31 年度は、より現実に即しかつより厳密な生態系評価を行うため、生態系サービ

スの供給者・受益者の特定を行った。具体的には、以下の 2つの評価を行い、受益者の特定をより厳密に

行った上で、その結果を生態系勘定の供給使用表の作成に活用した。第一に岩手県釜石市の甲子川流域を

事例に、河川流域により森林生態系の洪水防止サービス、水資源涵養サービスの受益範囲を設定し、洪水

防止サービスと水資源涵養サービスの評価を行った。この評価では、両サービスを経済評価し、さらにそ

のサービスの供給者を特定して生態系勘定の供給使用表を構築した。第 2 に、北海道の森林生態系のレ

クリエーションサービスを事例に生態系から供給される生態系サービス種を考慮した地域版生態系勘定

を構築した。インターネット調査により全国を対象として北海道の森林生態系の利用状況に関する情報

を収集し、北海道の森林生態系サービスの域内消費額、北海道外への移出額を推計した。 

そして、令和 2 年度は、生態系勘定表の主要構成物の 1つであるフロー勘定（供給使用表）の作成に取

り組んだ。作成した供給使用表は全部で 4つである。1つ目は、岩手県における森林生態系の洪水防止サ

ービス、水資源涵養サービスの供給使用表である。これについては、岩手県釜石市の甲子川を事例に昨年

度行った事例分析の結果を利用し、今年度は、昨年度構築した供給表を拡張して地目ごとにその利用目的

を特定し、それぞれ該当する使用者として按分することで供給使用表を完成させた。2つ目の供給使用表

は昨年度取り組んだ北海道の森林生態系レクリエーションサービスの受益者を特定した研究成果を活用

し、北海道森林生態系レクリエーションサービスの供給使用表である。受益者（使用者）の特定は昨年度

に終えていることから、今年度は供給使用表の供給者を特定することから行った。既存研究などを参考に

供給者はその森林の所有者と仮定し、森林所有者（国、地方公共団体、民間部門）の割合を用いて、レク

リエーションサービスの按分を行った。そして 3 つ目と 4 つ目の供給使用表は、令和 2 年度に新たに取

り組んだもので、一つは岩手県一関市砂鉄川流域における洪水防止サービスと水資源涵養サービスの供

給使用表、もう一つは神戸市における森林生態系のレクリエーションサービスのものである。前者は甲子

川流域の供給使用表とほぼ同じ内容の供給使用表であるが、地域ごとの差異を明らかにするために 2 つ

の類似する供給使用表を構築した。また後者の神戸市のものついては、都市生態系を想定し、都市区域の

森林および緑地の利用者の居住地域を特定することで、ある特定の森林・緑地がどのような地域の人に利

用されているのかについて評価を行い、そのデータに基づいて供給使用表の作成を行った。 

 
2-(2).2 日本における生態系サービス評価に関する研究（サブテーマ２） 

3 年間を通じて、生態系サービス評価に関する空間的要因と時間的要因について、理論的ならびに実証

的研究を行った。時間割引率と空間割引率について同様の理論的定式化を行い、時間割引率の推定、空間

割引率の推定、およびそれらの相互依存関係と規定要因についての分析を取りまとめた。 

第一に、空間的要因について、生態系サービスのもつ公共財的性質（非競合性および非排除性）に着目

した。 

表 生態系サービスの特徴 

私的財的なもの 準公共財的なもの 純粋公共財的なもの 

食料、木材、燃料などの供給 レクリエーション、アメニティなど 気候調整、生物多様性 

排他性・競合性がある ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ 排他性・競合性がない 
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  これを踏まえて、生態系サービスの空間分布について調査を行い便益の広がりと受益者数に注目した

評価を行った。GIS を利用した分析により受益者の数と分布を特定し、サービス源までの距離や混雑現象

の影響について定量的な分析を行った。そのうえで、空間割引を実施するにあたっての諸問題を整理した

後に、シミュレーション分析および社会調査の実施による空間割引率推定を行い、アクセス距離の 1km

増加に対し 0.5%に相当する価値減価が観察された。 
  また、時間割引率についても、全国を対象とした社会調査を行い、選択型実験を応用して森林生態系を

事例に割引率の推定を行い、1 年間の生態系サービス受益の 1 年間の遅れに対する不効用を推定し、そこ

から森林生態系サービスに関する時間割引率はおよそ 0.6%と推定された。また長期的で間接的な便益で

あるほど時間割引率が低下する傾向があることが示唆され、最終年度にあたる令和 2 年度の時間割引率

と空間割引率の同時推定に基づく規定要因の分析として完成した。 

 
2-(2).3 生態系勘定に基づく公共政策評価（サブテーマ３） 
再生可能エネルギー(木質バイオマス、太陽光発電)を事例として、再生可能エネルギーと自然生態系と

の関係性を整理した。また、木質バイオマスと太陽光発電を利用した再生可能エネルギーに焦点を当て、

これらに関する政策が経済や自然生態系に及ぼす影響を整理し、生態系勘定を利用したそれら影響の定

量評価に係る方法を提案した。 

 まず、再生可能エネルギー(木質バイオマス、太陽光発電)が森林資源にどのような効果を与えるかを整

理した。木質バイオマスについては、森林を再生可能エネルギーとして利用するための原料調達から流通

までのサプライチェーンを構築することで、関連産業の経済活動が活発化する。間伐の実施に伴い森林が

適切に維持管理されることで森林資源の利用効率が上昇するとともに、木質バイオマスが電力・熱として

地域に還元され、結果として地域住民の地域への満足度や愛着の向上に繋がることといったポジティブ

な効果がある。一方、バイオマス燃料を輸入することで地域の森林の適切な維持管理が十分に行われなく

なること、皆伐や違法伐採等木の成長速度を超える過剰な供給が行われるといったネガティブな効果が

ある。太陽光発電についても同様に、メガソーラー発電所の稼働は地球温暖化の緩和および全球的な地球

温暖化による自然生態系への被害の軽減に寄与するといったポジティブな効果がある。一方、設置場所が

森林の場合、森林が切り崩されることで森林資源が減少する。これにより現場の生態系バランスが崩れ、

森林資源の利用効率が低下するといったネガティブな効果がある。 
次に、木質バイオマスの直接燃焼発電や熱利用が、本質的に地域活性化に繋がっているかを検討した。

これを実施するため、木質バイオマスの直接燃焼発電、熱利用に伴う環境的・経済的・社会的評価を実施

するための方法や原単位を整理した。特に、直接燃焼発電の場合は電力供給に限定されるが、熱利用の場

合は供給用途が多岐にわたることを踏まえ、温浴施設を対象として熱利用に伴う環境的・経済的な側面を

評価するためのモデルを構築した。ここでは木質バイオマスを利用する場合と従来の化石燃料のみを使

用する場合とを想定し、環境面、経済面に係るデータを聞き取り調査やインターネット上での調査を通じ

て収集し、モデル化した。コンジョイント分析による WTP 推定に基づく LIMEモデルなどを利用し、ラ

イフサイクルアセスメント(LCA)手法等を用いて環境負荷やコストの定量化を行った。 
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3. 対外発表等の実施状況 

令和２年度の研究ミーティングや対外発表の実施状況は次のとおりである。 
 

＜ミーティング＞ 

l 令和 2 年 4月 30 日（木）サブテーマ２打ち合わせ（オンライン） 

l 令和 2 年 6月 8 日（月）サブテーマ２打ち合わせ（オンライン） 

l 令和 2 年 7月 1 日（水）全体（サブテーマ１〜３）打ち合わせ（オンライン） 

l 令和 2 年 7月 7 日（火）サブテーマ１打ち合わせ（オンライン） 

l 令和 2 年 7月 8 日（水）環境省との打ち合わせ オンライン 

l 令和 2 年 9月 2 日（水）サブテーマ 1打ち合わせ（Skype） 

l 令和 2 年 9月 9 日（水）サブテーマ２打ち合わせ（オンライン） 

l 令和 2 年 10月 6 日（火）サブテーマ 1打ち合わせ（Webex） 

l 令和 2 年 10月 8 日（木）サブテーマ 2打ち合わせ（Zoom）（調査票の作成） 

l 令和 2 年 10月 19 日（月）サブテーマ１、３打ち合わせ於：兵庫（神戸大学） 

l 令和 2 年 10月 20 日（月）サブテーマ１打ち合わせ於：兵庫（神戸大学） 

l 令和 2 年 11月 27 日（金）サブテーマ 1打ち合わせ（Webex） 

l 令和 2 年 12月 17 日（木）全体（サブテーマ１〜３）打ち合わせ（オンライン） 

l 令和 2 年 12月 23 日（水）サブテーマ２打ち合わせ（オンライン） 

l 令和 2 年 12月 25 日（金）環境省との打ち合わせ オンライン 
 

 

＜論文発表＞ 

l Sato, M., Aoshima, I. and Chang, Y. (2021) “Connectedness to Nature and the Conservation of the Urban 

Ecosystem: Perspectives from the Valuation of Urban Forests”, Forest Policy and Economics, forthcoming 

l 佐藤真行（2021）「自然資本の経済評価と持続可能な発展」，環境情報科学特集号，近刊 

l 佐藤真行（2021）「社会的費用の考慮と持続可能な発展」，日本繊維機械学会誌，近刊 

l Yamaguchi, R. (2020), “Available capital, utilized capital, and shadow prices in inclusive wealth accounting”, 

Ecological Economics, 169.  

l Yamaguchi, R., & Shah, P. (2020). Spatial discounting of ecosystem services. Resource and Energy Economics, 

62.  

l 田畑智博, 周 俊男, 大野朋子, 村山留美子, 井口克郎, 片桐恵子「SDGs のローカライゼーションに

関する考え方の提案：六甲山の森林管理と地域活性化を事例として」、日本森林学会誌, 採択. 

l Mori, K. and Tabata, T. “Comprehensive evaluation of photovoltaic solar plants vs. natural ecosystems in green 

conflict situations”, Energies, Vol.13, pp.6224, 2020. 

l Tabata, T., Zhou, J., Hoshikawa, J. “Discussion on woody biomass energy systems and natural ecosystem 

impacts: Case study in Japan”, Clean Technologies and Environmental Policy, 2020. 

 

 



 

 
 

23 

 

 

＜学会発表等＞ 

l 山口臨太郎（国立環境研究所）「生態系サービスの時間割引と空間割引」，環境経済・政策学会、於 
オンライン、2020 年 9月 26-27 日 

l 佐藤真行（神戸大学）「森林生態系サービスの時間割引率の推定」 ，環境経済・政策学会、於 オン
ライン、2020 年 9月 26-27 日 

l 林岳（農林水産政策研究所）「生態系サービス勘定の開発と政策利用」 ，環境経済・政策学会、於 
オンライン、2020 年 9月 26-27 日 

l 國井大輔（農林水産政策研究所）「地域生態系資源と生態系サービス勘定」 ，環境経済・政策学会、

於 オンライン、2020 年 9月 26-27 日 

l 田畑智博「生態系サービス勘定と太陽光発電の政策評価」、環境経済・政策学会、於 オンライン、

2020 年 9月 26-27 日 

l 田畑智博 「持続可能な都市の構築」、特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワーク(PV-Net）兵庫

地域交流会「自然エネルギーセミナー2020」、於神戸市、2020 年 9月 13 日 

l 山口臨太郎「国立環境研究所における SDGs 関連研究」、エコプロ 2020 国立研究開発法人協議会シ

ンポジウム「国研協による科学技術の連携で目指す SDGs」オンライン、2020 年 11月 27 日 

l Yamaguchi, R., & Shah, P. Spatial discounting of ecosystem services. EAERE online, June 2020. 

l Yamaguchi, R. “Discounting, inclusive wealth and sustainability”, WEAI, online, March 2021. 

 

＜海外のプロジェクトへの発信＞ 

l SEEA-EEA への発信（ロンドングループ会合） 

l IPBES への関与 

l ダスグプタ・レビューへの関与（エビデンス提供） 
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４. 令和２年度の研究状況と成果（詳細） 

次ページより詳細を記す。 
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第 1 章 生態系勘定フレームワークの構築 

1.1 供給使用表構築のための物量データの整備（令和 2 年度の成果） 

1.1.1. はじめに 

本節では、次節以降で作成する供給使用表を構成するための物量データの整備を行う。供給使用表に用

いられる物量データは市町村などの統計データが利用されるが、本研究では河川流域や緑地等、一般的に

統計データ等の整備が行われていない単位を対象としているため、地理情報システム（GIS）を利用して

サービスの供給者と使用者を特定する。特に本研究では、第一に森林生態系の洪水防止サービスと水資源

涵養サービス、第二に都市域の森林・緑地における森林生態系のレクリエーションサービスに注目し、面

的なスケールの異なる以下の２つ分析を行う。第一の分析では、河川流域の森林全体を対象とし、サービ

スの供給者である森林の面積及び所有者、サービス使用者（受益者）として流域内在住世帯数や各種産業

にかかる土地利用面積を算出する。第二の分析では、河川流域よりも小さなスケールである都市域の森林

や公園などの緑地に注目し、サービス供給者である緑地の面積及び所有者、サービス使用者として緑地へ

の来訪者数を算出する。 
 

1.1.2 砂鉄川流域のデータ整備 

1.1.2.1 利用データと分析方法  

本節では、岩手県一関市を流れる砂鉄川流域を対象として、流域内在住の世帯数、森林面積、土地利用

面積を算出する。利用データは表 1.1 に示すとおり、10m メッシュの標高データ（以下 DEM とする）、

250mメッシュの世帯数データ、国有林及び民有林の森林簿、100mメッシュの土地利用データ、用途地

域データとする。本研究において森林面積を求めるだけであれば、土地利用データのみで十分であるが、

本研究ではサービスの供給元として、森林の所有者に関する情報を整理する必要があるため、国有林及び

民有林の森林簿も併せて利用する。 
分析フレームワークを図 1.1示す。まず、DEM を利用して砂鉄川流域を特定し流域ポリゴンを作成す

る。次に、用途地域データの属性情報を土地利用データに結合することで、土地利用－用途結合データを

作成する。その後、世帯数データ、森林簿、土地利用－用途結合データのそれぞれを、流域ポリゴンで切

り抜き、各種データの属性ごとに集計を行う。なお、本分析では、流域分析には Arc GIS for Desktop10.6、
その他の GIS 分析には QGIS 3.6 を利用する。 

 

 

名称 データ種 年次 データ属性内容 入手元 備考

標高データ（ＤＥＭ） 10mメッシュ ー 標高（ｍ） 基盤地図情報ダウンロードサービス https://fgd.gsi.go.jp/dow nload/m enu.php

世帯数データ 250mメッシュ 2015年 世帯数（世帯） 2015年国勢調査（e-STAT） https://w w w .e-stat.go.jp/

森林簿 ポリゴン 2012年 樹種，林種，林齢，面積
国有林：林野庁から貸与

民有林：岩手県から貸与

土地利用データ 100mメッシュ 2016年 土地利用種別 国土数値情報ダウンロードサービス
https://nlftp.m lit.go.jp/ksj/gm l/datalist/

K sjTm plt-L03-b.htm l

用途地域データ ポリゴン 2019年 用途地域分類 国土数値情報ダウンロードサービス
https://nlftp.m lit.go.jp/ksj/gm l/datalist/

K sjTm plt-A 29-v2_1.htm l

表 1.1 砂鉄川流域分析の利用データ 
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1.1.2.2 分析結果  

 砂鉄川流域の森林及び土地利用の分

析のマッピング結果を図 1.2 に、集計

後の数値を表 1.2 に示す。砂鉄川流域

在住の世帯数は、7,244 世帯となり、一

関市の世帯数(43,046 世帯)の 17%が砂

鉄川流域に居住している。砂鉄川流域

の 66.5%が森林であり、そのうち針葉

樹と広葉樹はそれぞれ60%と40%とな

った。一方、森林簿と土地利用図にお

ける森林の面積に違いが生じている。

これは、森林簿が森林管理のための登

記情報等を基にした施業区を取りまと

めたポリゴン情報であるのに対して、

土地利用図が地形図と人工衛星の画像

をもとに 100m メッシュのデータとし

て取りまとめたものであり、２つのデ

ータの出所や性質の違いから生じたも

のである。本研究では流域内の森林以

外の農地や建物用地などの情報も必要

となるため、基本的には土地利用データの森林面積を用いつつ、所有や樹種の割合について森林簿の数値

を採用することが適切であると考えられる。 
 
 
 

標高#$%

流域

()*+

世帯数

#$%

流域

()*+

/世帯数0

流域分析

流域()*+3含567世帯

数#$%89:;<8重心点@

特定CD流域()*+3含56

EF79:;<8世帯数@集計I

凡例

#$%
作業

内容

土地利用T用途

結合#$%

流域()*+X森林簿/国

有林^民有林0@切a抜cD

森林簿8属性fg3集計I

森林面積

土地利用

#$%

用途地域

#$%

土地利用

面積

森林簿

/国有林^民有林0

流域()*+X利用T用

途結合@切a抜cD土地

利用8属性fg3集計I

空間結合3laD用途地

域#$%8属性情報@D

土地利用#$%3結合o

7I

図 1.1 分析スキーム 
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図 1.2 砂鉄川における分析結果 

a) 森林簿 b) 土地利用 

針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹

437 122 14,761 9,919

砂鉄川流域

面積(ha) 世帯数

3,1973,07629,8507,24437,952 36353515856717

森林簿(ha)

河川地

及び湖沼
荒地

その他の

用地
鉄道建物用地

その他の

農用地
田

土地利用データ(ha)

森林

559 24,680

25,239

国有林 民有林

表 1.2 砂鉄川流域における供給使用表データ 
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1.1.3. 神戸市のデータ整備 

1.1.3.1 利用データと分析方法 

東京都（2020）では、都内在住者が新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い身近な屋外の公園や緑地

の重要性を実感し始めていることが示されており、コロナ禍を契機に、身近な緑地がレクリエーションサ

ービス等の生態系サービス提供の場としての重要度が高まっていると予想される。このような緑地にお

ける生態系サービスの需給関係を把握するためには、当該緑地への訪問者数を把握する必要があるが、一

般的な公園や緑地は、テーマパーク等のように特定の入り口で入場料を支払ったりするわけではないた

め、訪問者数の特定は困難である。一方、近年スマートフォンの位置情報を活用した人口動態に関する研

究が急速に進んでおり、特に観光地や商業施設など、多くの来訪者が期待できる対象地についての研究が

盛んにおこなわれている（例えば、澤田ら、2017、大佛・早坂、2019、 新貝ら、2020, Jaung & Carrasco, 
2020）。けれども、森林や緑地、公園など（以下それらをまとめて緑地とする。）の商業施設と比較すると

来訪者が少ないと考えられる自然環境を対象と

する研究事例は少ない（例えば、Kubo et al., 
2020, Merrill et al., 2020）。そこで本研究では、

神戸市内の緑地からのレクリエーションサービ

ス受益者推定のため、神戸市およびその隣接市

の住民に対するアンケート調査で対象とした９

つの緑地（1.2.6 節表 1.12 参照）への訪問者数

について、スマートフォンの位置情報を活用し

分析を行った。利用データは、2018 年 9月から

2020年8月における神戸市及び芦屋市のモバイ

ル空間統計1の月単位の時間当たりの平均人口

データであり、空間解像度は 500m、属性データ

は、日付（月）、メッシュコード、滞在者居住市

町村、滞在者居住市町村ごとの滞在者数である。 
分析フローを図 1.3 に示した。まず、モバイル

空間統計データを、各メッシュの滞在者居住市

町村の情報を利用して、神戸市内在住者と神戸

市外在住者に分類した。そして、日中の滞在者の

データを抽出するために、9 時から 18 時までのデータを抽出し2メッシュごとに足し上げることで、各メ

ッシュにおける神戸市内在住者と市外在住者それぞれの滞在者数を算出した。そして、今回対象としてい

る９つの緑地について、緑地のホームページや Google maps の情報を参考にし、緑地のエリアを示すポ

リゴンを作成し、サイトポリゴンとした。その後、各メッシュの滞在者数を算出した処理後のデータとサ

 
1 モバイル空間統計とは、NTT docomo のスマートフォンや携帯電話の位置情報を利用して、全国の人

口を推計したデータである。なお、モバイル空間統計について、斧田ら(2020)やNTT docomo のウェブ

サイト（https://mobaku.jp）に詳しく記載されている。 
2 開園時間が決められている調査対象サイトの開園時間が９時から１８時の範囲内にあるため、日中の

訪問者数の分析を行うに当たっては、上記の時間帯を日中の時間帯として設定した。 

!"#$空間統計

)#*+,-.
処理後

234

567)#*89:;

一月当?@7平均訪問者数

神戸市内在住者M神戸市外在住者8分離

)#*+,-.M重RSTU;VWXY7抽出

)#*\M7滞在者数7集計

凡例

234

処理

内容

日中d9時f18時g7234h抽出

iM月7日中7平均滞在者数h算出

図 1.3 分析フロー 
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イトポリゴンを重ね合わせ、サイトポリゴンと重なっているメッシュのみを抽出し、サイトポリゴンと重

なるメッシュの滞在者数を緑地への訪問者数とした。 
 

1.1.3.2 分析結果 

まず、2019 年 9月から 2020 年 8月における神戸市内滞在者数前年度比率を市内在住者と市外在住者

に分けてマッピングした結果を図 1.5（次頁）に示す。2019 年 9月から 2020 年 2月までは、特定の傾向

は表れていないものの、2020 年 3月から神戸市外からの訪問者数が減少し（図中の青色のメッシュが増

加）、緊急事態宣言が発令された 4月と 5月では市外からの訪問者が減少する一方で市内在住者の訪問者

数が増加している（図中のオレンジ色のメッシュが増加）。また、緊急事態宣言が解除された 6月から 8
月にかけては徐々に訪問者数が前年度と同様の傾向に戻る傾向にあることが明らかとなった。 
次に、調査対象としている９つの緑地について、サイトポリゴンと重なるメッシュの訪問者数を集計し

前年度比を求めると、市内在住者については、3、4、5月に前年度よりも訪問者数が増加し、上に凸のグ

ラフとなるサイト（森林植物園、あいな里山公園、垂水健康公園、須磨浦公園）と、変化の少ないサイト

（大倉公園）及び、3、4、5月には前年度よりも訪問者が減少し下に凸のグラフになるサイト（神戸カン

ツリーハウス、六甲牧場、みなとのもり公園、東遊園地）の３種類に分類される（図 1.4）。これは、身近

な緑地においても緊急事態宣言下において、市民により好まれる緑地とそうでない緑地が存在すること

を示していると考えられる。また、市外からの訪問者については、きれいな傾向はみられないものの、ど

のサイトにおいても下に凸のグラフとなる傾向であり、緊急事態宣言下において居住市町村を越える移

動が制限されているために、市外からの訪問者が減少したことが示されている。 
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図 1.5 神戸市における 2019 年 9 月から 2020 年 8 月の訪問者の前年比 
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1.1.4 小括 

 本節では、供給使用表を構成するための物量データの整備することを目的として、一つは、河川流域の

森林からの調整サービスの需給関係に注目し、岩手県一関市の砂鉄川流域における土地利用面積と居住

世帯数を算出した。もう一つは、身近な緑地からのレクリエーションサービスに注目し、神戸市内におけ

る緑地への訪問者数を算出した。 
これまで、生態系サービスの使用者（受益者）については、市町村等の単位における統計データが用い

られることが多かったが、GIS を用いることで、サービス使用者をより厳密に特定することが可能とな

った。特に、これまで森林や公園等の緑地については、そこへの来訪者数の把握は困難であったが、今回

使用したモバイル空間統計を利用することで、推計値の算出が可能であることが示された。モバイル空間

統計のようなモバイル端末の位置情報に関するビッグデータは、近年活用が始まったばかりであり、清家

ら（2015）などでデータに関する課題がまとめられている。けれども、これまで把握することができな

かった、任意の緑地等における来訪者数の推計や、時系列での人口動態の分析が可能であり、大きな可能

性を持ったデータである。今後更なる研究利用が期待される。 
 本節では、供給使用表に活用する物量データを算出するところまでにとどまっているが、算出した物量

データの活用は 1.2 節で利用し、甲子川流域の分析については、サブテーマ３において応用的に利用す

る。 

 

1.2 森林生態系勘定フロー勘定（供給使用表）の構築（令和 2 年度の成果） 

1.2.1. はじめに 

本研究で構築する供給使用表は具体的には 3つある。1つは岩手県における森林生態系の洪水防止サー

ビス、水資源涵養サービスの供給使用表である。これについては、岩手県釜石市の甲子川を事例に昨年度

行った事例分析の結果を利用し、今年度は、昨年度構築した供給表を拡張して地目ごとにその利用目的を

特定し、それぞれ該当する使用者として按分することで供給使用表を完成させた。2つ目の供給使用表は、

昨年度取り組んだ北海道の森林生態系レクリエーションサービスの受益者を特定した研究成果を活用し

た北海道森林生態系レクリエーションサービスの供給使用表である。受益者（使用者）の特定は昨年度に

終えていることから、今年度は供給使用表の供給者を特定することから行った。既存研究などを参考に供

給者はその森林の所有者と仮定し、森林所有者（国、地方公共団体、民間部門）の割合を用いて、レクリ

エーションサービスの按分を行った。そして 3 つ目の供給使用表は、神戸市における森林生態系のレク

リエーションサービスのものである。こちらについては、都市生態系を想定し、都市区域の森林および緑

地の利用者の居住地域を特定することで、ある特定の森林・緑地がどのような地域の人に利用されている

のかについて評価を行い、そのデータに基づいて供給使用表の作成を行った。 

以下、それぞれの供給使用表について、その推計方法を解説する。 
 
 
 
 



 

 
 

32 

1.2.2. 岩手県における森林生態系洪水防止・水資源涵養サービス供給使用表 

1.2.2.1. 供給者の特定と供給表の構築 

本節で紹介する供給使用表は、岩手県釜石市甲子川流域における洪水防止サービス及び水資源涵養サ

ービスの供給使用表である。これは、昨年度に行った受益者特定の分析結果（1.3.1節）を活用し、甲子

川流域の森林生態系の洪水防止サービス、水資源涵養サービスについて、その供給者と使用者を特定する

ことで、供給使用表に計上する数値を推計するものである。 
本研究では、森林生態系の洪水防止サービス、水資源涵養サービスの評価額を生態系サービス供給使用

表に計上するため、まずは供給者の特定を行う。森林生態系サービスの供給者は、森林所有者とするとい

う仮定を置いているため、ここでは、国有林からの生態系サービスは国が供給者であるとし、民有林から

の生態系サービスについては地方自治体及び民間部門が生態系サービスの供給者とした。GIS の分析に

より算出された森林面積を基に、甲子川流域の森林による洪水防止サービス及び水資源涵養サービスに

ついて供給者への経済評価を行った。洪水防止サービスについては、交換価値及び厚生価値双方で、水資

源涵養サービスについては交換価値のみで評価額を推計した。交換価値については、三菱総合研究所

（2001）の森林の公益的機能評価で適用された代替法と同一の手法を適用し、データを岩手県内で甲子

川近隣のものに更新することで評価額を推計した。厚生価値については、著者らの第Ⅲ期研究の研究成果

から単価を引用し推計した。 
分析の結果であるが、国有林と民有林の面積によって、評価額を按分し供給表に評価額を計上したもの

が表 1.3 である。この供給表では統計上の森林区分の都合により、地方自治体と民間部門が統合された形

になっているが、森林簿から所有者を特定することで、分割も可能である。さらには企業や団体の所有林

なのか、個人の所有林なのかで区分することで、産業と家計の分割も可能である。本研究では一次的接近

として、供給表を作成したため、今後このような詳細な区分を行うことも検討したい。さらに、供給表は

供給者のみが特定された形の勘定表だが、今後洪水防止サービス、水資源涵養サービスの受益者を特定す

ることで、供給使用表に拡張することができる。 
 

表 1.3 甲子川流域の森林による洪水防止サービス・水資源涵養サービスの供給表 

 
 

1.2.2.2. 需要者の特定 

続いて、需要者の特定に関して、需要者は甲子川流域の森林生態系の洪水防止サービス、水資源涵養サ

ービスの受益区域にいる住民（世帯）、すなわち甲子川流域に居住するすべての世帯と仮定する。では、

甲子川流域の世帯数は 10,645 世帯と推計されており（1.5.1節参照）、この数は甲子川流域の洪水防止サ

ービス、水資源涵養サービスの受益世帯数と捉えることができる。生態系勘定の考え方に則ると、受益者

!百万円%
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水資源涵養
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を世帯だけで考えると、世帯住民すなわち経済部門でいう家計部門のみが受益者という形になり、すべて

の便益は家計部門に計上され、産業部門に計上される数値はゼロとなる。しかしながら、生態系サービス

の受益者は必ずしも世帯のみではなく、産業部門もそのサービスを享受していることに間違いはない。し

たがって、生態系サービスに関するより詳しい分析を行うためには、すべての価値を家計に計上するだけ

では不十分と考えられ、産業部門に按分することが求められるだろう。そこで、上記のようなすべての便

益が個人に帰属し、すべての生態系サービスの価値が家計に属するという供給使用表とともに、甲子川流

域の土地利用用途別の面積から、第一次産業、第二次産業、第三次産業の 3産業部門及び家計部門に生態

系サービス価値を按分した供給使用表も構築する。この供給使用表に計上する数値の計上には、甲子川流

域の土地面積を地目別に推計し、それぞれの用途ごとに産業分類別に割り振ることを行う。具体的には、

国土交通省が公表している土地利用図データと用途地域別分類を利用し、土地利用分類を田、その他農用

地、建物用地、鉄道用地、荒れ地、森林、河川地及び湖沼、その他の用地の 8 分類とし、さらに建物用地

は工業地用地、商業用地、住宅用地、その他の 4項目に分割し、合計 11 の土地利用に分類する。これら

の土地利用分類のうち、田とその他農用地は第一次産業、工業用地は第二次産業、商業用地と鉄道用地、

その他の用地は第三次産業、住宅地は家計に帰属すると仮定し、それぞれの地目の面積割合を算出して生

態系サービスの評価額を按分する。その他用地を第三次産業に分類したのは、その内容が運動競技場、空

港、競馬場・野球場など、主に第三次産業に関連する項目だからである。また、分類ができない建物用地

のうちのその他用地については分類不能の項目にまとめた。それぞれの地目の面積とその割合は表 1.4 に

まとめた。これらの地目のうち、森林・荒れ地については、住民が日常的に利用している土地ではないと

考え、森林生態系洪水防止・水資源涵養サービスの受益がない土地として、受益面積の推計からは除外し

た。 
 

表 1.4 甲子川流域の地目別面積 

 

 

1.2.2.3 供給使用表の構築と数値の計上 

昨年度の研究で推計した甲子川流域の森林生態系サービス価値評価額（1.5.1節）を、上記で推計した

産業分類 面積'()* 面積割合

第一次産業 0123 4205
第一次産業 6623 4275
8888 6092: 7245

工業用地 第二次産業 0:26 4205
商業用地 第三次産業 0326 4205
住宅用地 家計 0362E 02:5
FG他用地 分類不能 E:20 4265

第三次産業 7923 42:5
8888 302E 42K5
8888 90L4K723 30205
8888 94429 4215
第三次産業 9K127 9275
合計 9:L43729 944245

注NFG他G用地OPQ運動競技場Q空港Q競馬場Z野球場Z学校港湾

地区Z人工造成地G空d地等fghQ便宜上第三次産業l分類mno
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河川地及u湖沼
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総計

甲子川流域G土地用途
田
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建物用地
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受益面積の地目別割合により按分して供給額・使用額を推計した。なお、洪水防止サービスについては、

厚生価値評価は行っていないため、代替法で評価した交換価値のみを計上している。構築された供

給使用表は表 1.5、表 1.6 のとおりである。表 1.5 は生態系サービス価値をすべて家計に帰属させた

供給使用表、表 1.6 は土地利用用途別面積により、産業部門等にも按分した供給使用表である。供

給使用表は評価額の推計方法の違いにより、交換価値評価と厚生価値評価に分けられ、両者の数値

は背景となる概念が異なるため、合算することはできない。そのため、交換価値評価による供給使

用表と厚生価値評価による供給使用表が併記される形になっている。 
 
1.2.2.4 小括 
本節では昨年度の研究成果（1.5.1節）と合わせ、森林生態系の洪水防止サービス及び水資源涵養サー

ビスについて、河川流域及び流域内の人口（世帯数）の分布を考慮して、森林生態系サービスの供給者及

び受益者を特定し、サービスの評価を行った。その結果、甲子川流域における森林面積は 11,787ha であ

り、サービス供給者である国が所有者となる国有林は 7,373ha で全森林の 37%、地方自治体及び民間部

門が所有者となる民有林は 4,413ha、63％であり、甲子川流域の森林は釜石市全体の森林（39,459ha）
の 30%を占めている。また、サービスの受益者は流域全体で 10,645 世帯となり、釜石市全世帯（16,860
世帯）の 63%の世帯が享受する森林の洪水防止サービス及び水資源涵養サービスは、釜石市の 30%の森

林から供給されていると推察される。このことからは、釜石市の森林でも特に甲子川流域の森林は、市内

他地域の森林より多くの受益者が存在していることがわかる。 
これらの結果を基に生態系サービスの評価を行ったところ、交換価値による洪水防止サービス及び水

資源涵養サービスの価値は、それぞれ 4億 400万円/年、172億 1700万円/年であり、厚生価値による水

資源涵養サービスは 593 億 9700 万円/年と推計され、これらの評価額を森林の面積で按分し生態系サー

ビス供給表に計上した。本研究により、より詳細に受益者を特定した生態系勘定表の構築を行うことがで

きるとともに、洪水防止サービス及び水資源涵養サービス等の調整サービスの供給者を特定することが

でき、生態系サービスの供給と使用（受益）の関係がより明確になり、例えば森林管理の費用負担を住民

に求める際などの根拠資料としての活用も可能となる。また、本研究における受益者の特定分析からは、

受益者の多い森林と少ない森林という濃淡をつけることができ、これを森林生態系ストックの単価設定

に反映させることで、生態系サービスのより厳密な評価が可能となる。 
なお、本研究では流域全体の森林面積と流域内に居住する全世帯を対象とした分析を行ったが、本来居

住地の上流域に分布する森林からのみ洪水防止サービス及び水資源涵養サービスは享受すると考えられ

る。このようなさらに詳細な需給関係の分析については、今後の課題である。 
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表 1.5 甲子川流域森林生態系洪水防止・水資源涵養サービスの供給使用表 
（世帯帰属、上段：交換価値評価、下段：厚生価値評価） 

 
 

  

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 0 0 0 0 151.3 151.3

地方自治体及び民間部門 0 0 0 0 252.8 252.8

合計 0 0 0 0 404.1 404.1

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 0 0 0 0 6,446.7 6,446.7

地方自治体及び民間部門 0 0 0 0 10,770.2 10,770.2

合計 0 0 0 0 17,216.8 17,216.8

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 －－ －－ －－ －－ －－ －－

地方自治体及び民間部門 －－ －－ －－ －－ －－ －－

合計 －－ －－ －－ －－ －－ －－

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 0 0 0 0 22,240.7 22,240.7

地方自治体及び民間部門 0 0 0 0 37,156.6 37,156.6

合計 0 0 0 0 59,397.3 59,397.3

注：ーーは未計測項目

水資源涵養サービス

供

給

供

給

使　用

甲子川流域

世帯帰属

交換価値評価（百万円）

甲子川流域

世帯帰属

厚生価値評価（百万円）

洪水防止サービス

使　用

洪水防止サービス

水資源涵養サービス
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表 1.6 甲子川流域森林生態系洪水防止・水資源涵養サービスの供給使用表 
（土地利用用途按分、上段：交換価値評価、下段：厚生価値評価） 

 
 
 

1.2.3 岩手県一関市砂鉄川流域におけるにおける森林生態系サービスの供給使用表 

本節では、前節で作成した岩手県一関市砂鉄川流域のデータを用いて、森林生態系サービスの供給使用

表を構築する。これは、GIS による解析により、砂鉄川流域の総面積、森林面積、土地用途分類別面積、

世帯数を推計したものである。本節では、これらのデータを用いて森林生態系の生態系サービスの評価を

行う。1.2.2節の甲子川流域における評価との比較可能性を考慮して洪水防止サービスと水資源涵養サー

ビスを対象とするほか、新たな試みとして、既存の環境評価手法との統合を目指し、ライフサイクルアセ

スメントにおける経済評価手法として活用されている LIME による評価額を価値単価に適用する。ただ

し、LIME による評価対象は、これまで本研究で取り上げてきた生態系サービス種とは整合しておらず、

LIME単価による評価の対象とする生態系サービスは、炭素吸収サービス、生物多様性保全サービス、災

害リスク軽減サービスの 3つとする（表 1.7）。LIME による評価の詳細については、3.2節を参照された

い。 

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 17.9 5.0 52.7 62.4 13.3 151.3

地方自治体及び民間部門 29.9 8.3 88.1 104.2 22.3 252.8

合計 47.8 13.3 140.8 166.6 35.6 404.1

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 762.8 211.7 2,246.1 2,657.5 568.6 6,446.7

地方自治体及び民間部門 1,274.5 353.6 3,752.4 4,439.8 949.9 10,770.2

合計 2,037.3 565.3 5,998.5 7,097.3 1,518.4 17,216.8

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 －－ －－ －－ －－ －－ －－

地方自治体及び民間部門 －－ －－ －－ －－ －－ －－

合計 －－ －－ －－ －－ －－ －－

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 2,631.8 730.2 7,748.9 9,168.3 1,961.5 22,240.7

地方自治体及び民間部門 4,396.8 1,219.9 12,945.7 15,317.1 3,277.0 37,156.6

合計 7,028.6 1,950.1 20,694.6 24,485.5 5,238.5 59,397.3

注：ーーは未計測項目

甲子川流域

土地面積按分

交換価値評価（百万円）

使　用

洪水防止サービス

水資源涵養サービス供

給

甲子川流域

土地面積按分

厚生価値評価（百万円）

使　用

洪水防止サービス

水資源涵養サービス供

給
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表 1.7 砂鉄川流域の森林生態系サービス供給使用表の評価対象と評価方法 

 
 

供給使用表の構築について、まず供給者の特定方法は、甲子川流域の供給使用表と同様に、森林

の所有者による分類とし、国有林は国、民有林（都道府県林、市町村林、私有林）は地方自治体及び

民間部門の項目に、それぞれの森林面積の割合により評価額を按分して計上する。一方、使用者の

特定についても、供給使用表は、甲子川流域の供給使用表と同様に、全ての価値を家計に帰属させ

た供給使用表と土地利用分類により産業部門にも按分した供給使用表の 2 種類を用意する。土地用

途分類による按分を行った供給使用表については、1.2.2 節で推計した表 1.6 と同様の分類方法でと

土地利用によって使用者の特定を行った。構築した供給使用表は表 1.8、表 1.9 に示すとおりであ

る。 
 

1.2.4. 甲子川流域と砂鉄川流域の供給使用表の比較 

甲子川流域の供給使用表と砂鉄川流域の供給使用表について、土地利用面積で按分したもの（表

1.6 と表 1.9）と比較する。まず、交換価値による評価では両流域の洪水防止サービス、水資源涵養

サービスどちらも評価額に大きな差はない。ところが、厚生価値による水資源涵養サービスの評価

では、甲子川が砂鉄川の評価額を大きく下回る。これは、甲子川流域の森林面積が 11,787ha である

のに対し、砂鉄川流域では 25,239ha と 2 倍以上になっていることが大きい。代替法による評価で

は、流域貯留量に評価単価を乗じており、森林面積の影響は大きくない。このように、評価額の推計

の際に利用するデータによって、評価額は大きく影響を受けるのである。また、生態系サービスの

供給者を見ると、砂鉄川流域には国有林がほとんど存在しないことから、多くの生態系サービスは

地方自治体及び民間部門により供給されていることがわかる。 
これまで、生態系勘定を含む環境勘定においては、国単位、都道府県単位の評価を中心に行われ

てきたが、本研究における生態系勘定は、市町村単位、さらには流域単位といったより小さな単位

での構築を行った。このことによって、より地域の実情を反映させた生態系サービスの評価を行う

ことができるようになり、地域のミクロレベルでの生態系保全の取組にも活用可能な生態系勘定と

なることが、本研究の大きな意義となる。 
一方、砂鉄川流域の供給使用表にある LIME単価による評価は、評価対象となる生態系サービス

種が異なるため、交換価値評価、厚生価値評価との比較はできないが、災害リスク軽減サービスの

額が炭素吸収サービス及び生態系保全サービスを大きく上回ることがわかる。LIME 単価の供給使

用表は、第 3 章において、より具体的な政策利用の方策として、太陽光パネル設置による影響評価

を行う。 

交換価値評価 厚生価値評価

（代替法） （WTP）
洪水防止サービス ○

水資源涵養サービス ○ ○

炭素貯留サービス ○

生物多様性保全サービス ○

災害リスク軽減サービス ○

LIME評価
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表 1.8 砂鉄川流域森林生態系洪水防止・水資源涵養サービスの供給使用表 
（世帯帰属、上段：交換価値評価、中段：厚生価値評価、下段：LIME 評価） 

 

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 家計 合計

国 0 0 0 0 7.9 7.9

地方自治体及び民間部門 0 0 0 0 350.5 350.5

合計 0 0 0 0 358.4 358.4

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 家計 合計

国 0 0 0 0 348.2 348.2

地方自治体及び民間部門 0 0 0 0 15,376.9 15,376.9

合計 0 0 0 0 15,725.0 15,725.0

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 家計 合計

国 －－ －－ －－ －－ －－ －－

地方自治体及び民間部門 －－ －－ －－ －－ －－ －－

合計 －－ －－ －－ －－ －－ －－

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 家計 合計

国 0 0 0 0 2,158.9 2,158.9

地方自治体及び民間部門 0 0 0 0 95,344.2 95,344.2

合計 0 0 0 0 97,503.0 97,503.0

注：ーーは未計測項目

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 家計 合計

国 0 0 0 0 3.4 3.4

地方自治体及び民間部門 0 0 0 0 148.1 148.1

合計 0 0 0 0 151.4 151.4

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 家計 合計

国 0 0 0 0 2,073.3 2,073.3

地方自治体及び民間部門 0 0 0 0 91,563.2 91,563.2

合計 0 0 0 0 93,636.5 93,636.5

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 家計 合計

国 0 0 0 0 18,005.5 18,005.5

地方自治体及び民間部門 0 0 0 0 795,193.3 795,193.3

合計 0 0 0 0 813,198.8 813,198.8

災害リスク軽減サービス

供

給

砂鉄川流域

世帯帰属

LIME価値評価

使　用

炭素吸収サービス

生物多様性保全サービス

水資源涵養サービス

供

給

供

給

使　用

砂鉄川流域

世帯帰属

交換価値評価

砂鉄川流域

世帯帰属

厚生価値評価

洪水防止サービス

使　用

洪水防止サービス

水資源涵養サービス
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表 1.9 砂鉄川流域森林生態系洪水防止・水資源涵養サービスの供給使用表 
（土地利用用途按分、上段：交換価値評価、中段：厚生価値評価、下段：LIME 評価） 

 

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 6.9 0.0 0.2 0.1 0.7 7.9

地方自治体及び民間部門 305.2 2.1 11.0 2.3 29.9 350.5

合計 312.1 2.2 11.2 2.4 30.6 358.4

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 303.2 2.1 10.9 2.3 29.7 348.2

地方自治体及び民間部門 13,389.2 93.5 480.8 102.1 1,311.4 15,376.9

合計 13,692.3 95.6 491.7 104.4 1,341.1 15,725.0

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 －－ －－ －－ －－ －－ －－

地方自治体及び民間部門 －－ －－ －－ －－ －－ －－

合計 －－ －－ －－ －－ －－ －－

第一次産業 第二次産業 第三次産業 家計 分類不能 合計

国 1,879.8 13.1 67.5 14.3 184.1 2,158.9

地方自治体及び民間部門 83,019.4 579.4 2,981.1 633.0 8,131.2 95,344.2

合計 84,899.2 592.6 3,048.6 647.4 8,315.3 97,503.0

注：ーーは未計測項目

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 家計 合計

国 2.9 0.0 0.1 0.0 0.3 3.4

地方自治体及び民間部門 128.9 0.9 4.6 1.0 12.6 148.1

合計 131.9 0.9 4.7 1.0 12.9 151.4

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 家計 合計

国 1,805.3 12.6 64.8 13.8 176.8 2,073.3

地方自治体及び民間部門 79,727.2 556.5 2,862.8 607.9 7,808.8 91,563.2

合計 81,532.5 569.1 2,927.7 621.7 7,985.6 93,636.5

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 家計 合計

国 15,678.0 109.4 563.0 119.5 1,535.6 18,005.5

地方自治体及び民間部門 692,401.8 4,832.7 24,862.8 5,279.7 67,816.3 795,193.3

合計 708,079.8 4,942.2 25,425.8 5,399.2 69,351.9 813,198.8

砂鉄川流域

土地面積按分

LIME価値評価

使　用

炭素吸収サービス

供

給

生物多様性保全サービス

災害リスク軽減サービス

砂鉄川流域

土地面積按分

交換価値評価

使　用

洪水防止サービス

水資源涵養サービス供

給

砂鉄川流域

土地面積按分

厚生価値評価

使　用

洪水防止サービス

水資源涵養サービス供

給
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1.2.5. 北海道における森林レクリエーションサービス供給使用表 

昨年度に、北海道の森林生態系におけるレクリエーションサービスの域内消費額と移出額の推計を行

った。本節では、これらの数値を利用して北海道の森林生態系サービスのレクリエーションサービスにつ

いて、供給使用表を構築する。北海道の森林生態系サービスレクリエーションサービスの域内消費額及び

移出額の推計は、2000 年、2007 年、2012 年を対象として行っており、これらの年次は第Ⅲ期研究で行

った森林ストック勘定の推計年次と合わせている。今回の供給使用表はレクリエーションサービスを評

価対象としているので、産業部門によるサービスの利用は想定されず、全て家計すなわち個人による最終

消費に属するものと考えられる。そのため、産業部門への按分は行わず、どの地域の消費者が消費してい

るのかを示すことに重点を置くこととする。地域ごとのレクリエーションサービスの使用額は、昨年度に

推計した域内消費額、移出額（1.5.2節）をそのまま流用することができる。一方供給者については、こ

れまで紹介してきた他の供給使用表と同様に、森林所有者の情報により面積按分する。 
ここで論点になるのは、北海道内すべての森林がレクリエーションサービスを供給しているのかとい

うことである。昨年度はこのような論点を踏まえ、岩手県内において、アクセス性の有無によって森林を

分け、レクリエーションサービスはアクセス性のある森林のみから供給されるという仮定を置いて森林

ストック価値の再評価を行った。しかし、アクセス性の有無による森林の区分は GIS による詳細な解析

が必要であることから、昨年度はアクセス性の評価と並行して、より簡便な方法による供給される生態系

サービスの特定方法として、保安林指定目的からの生態系サービス種の特定を行った。この方法はマクロ

統計データから生態系サービス種の特定が可能であり、GIS を用いた方法よりも手間をかけずに行うこ

とができる。そのため、より広範囲を対象とする分析も可能となる。以上のことから、本節では、保安林

指定目的から供給される生態系サービス種を特定する試み（1.6節）を利用し、北海道内すべての森林が

レクリエーションサービスを供給するのではなく、保健保安林のみがレクリエーションサービスを供給

すると仮定する。このような仮定はレクリエーションサービスを供給する森林を大きく限定することに

なり、現実的な対応とは言えないかもしれない。一方で、昨年度のアクセス性を考慮した森林生態系の評

価結果からも、すべての森林がレクリエーションサービスを供給可能とするのも森林生態系の過大評価

の可能性があることが示唆されていることから、その課題への対応として上記のような仮定を設定した

上で森林生態系のレクリエーションサービスの評価を行う。具体的には、保健保安林に指定された森林の

所有形態（国有林、道有林、市町村有林、私有林）からレクリエーションサービスの供給者を特定する。

特に北海道においては、森林統計が他県よりも充実しており、森林面積については、指定目的別保安林の

面積が所有形態別に国有林、道有林、市町村有林、私有林の区分で利用可能である。そこで、生態系サー

ビスの供給者については、保健保保安林の国有林、道有林、市町村有林、私有林の割合に応じて、それぞ

れ国、北海道、市町村と民間部門の４部門に分割する。保健保安林の所有者別の森林面積は表 1.10 にま

とめたが、ここにある所有形態別森林面積割合を用いて、各供給者への按分を行う。なお、2007 年、2012
年についてはデータが得られなかったため、2012 年については、前年の 2011 年の値をそのまま使用し、

2007 年については、2000 年から 2011 年までの間、保安林面積が単調変化するものと仮定して 2007 年

の値を推計する。 
 

表 1.10 北海道内の森林所有形態別保健保安林面積 
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表 1.11 北海道の森林生態系レクリエーションサービスの供給使用表（厚生価値評価） 

 

 

 構築した供給使用表は表 1.11 に掲げた。ここで用いた評価単価は森林の厚生価値単価であるため、全

般的に評価額は大きくなっており、北海道の森林生態系によるレクリエーションサービスは 1400兆円か

ら 1500兆円にのぼることがわかる。また、北海道は国有林が全森林面積の 5 割以上を占める国有林が多

い都道府県であることから、北海道の森林生態系からのレクリエーションサービスの半分以上は国が供

給しているという結果になっている。さらに、道有林、市町村有林を加えると全森林面積のほとんどを占

めており、私有民間部門からのレクリエーションサービスはごくわずかである。このことからは、北海道

の森林生態系のほとんどは公的な主体から供給されていることがわかる。経年での変化を見ると、2000
年から 2012 年にかけて、評価額が徐々に減少しているのは、保健保安林面積が減少していることが影響

ha % ha % ha %
国有林 33,408 83% 29,101 85% 26,640 86%
道有林 5,590 14% 4,004 12% 3,098 10%

市町村有林 681 2% 728 2% 755 2%
415 1% 472 1% 504 2%

40,094 100% 34,305 100% 30,997 100%
注：2007年、2012年のデータは入手できなかった。このうち2012年については2011年のデータで代用し、

2007年のデータについては、2000年から2007年の間、単調変化するものと仮定して推計した。

出所：北海道林業統計H11，H23，H29年度版

合計

公有林

私有林

2000.4.1 2007.4.1 2011.4.1

2000年 （兆円）

東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄

国 102 51 599 109 203 75 17 113 ---- 1,269
北海道 17 9 100 18 34 13 3 19 ---- 212
市町村 2 1 12 2 4 2 0 2 ---- 26

1 1 7 1 3 1 0 1 ---- 16
122 61 719 130 243 90 21 136 ---- 1,523

注）----は推計していない項目を表す。

2007年 （兆円）

東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄

国 102 51 598 108 202 75 17 113 ---- 1,266
北海道 14 7 82 15 28 10 2 16 ---- 174
市町村 3 1 15 3 5 2 0 3 ---- 32

2 1 10 2 3 1 0 2 ---- 21
120 60 705 128 238 88 20 133 ---- 1,493

注）----は推計していない項目を表す。

2012年 （兆円）

東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄

国 100 50 585 106 198 73 17 110 ---- 1,238
北海道 12 6 68 12 23 9 2 13 ---- 145
市町村 2 1 14 3 5 2 0 3 ---- 31

2 1 11 2 4 1 0 2 ---- 24
116 58 679 123 229 85 19 128 ---- 1,437

注）----は推計していない項目を表す。

合計

民間部門

合計

2007年 域内消費
移出

公的部門

2000年 域内消費
移出

輸出

公的部門

民間部門

合計

合計

公的部門

民間部門

合計

2012年 域内消費
移出

輸出 合計

輸出
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しているものと思われる。 
 このような供給使用表を活用することで、森林生態系のレクリエーションサービスがどのように域外

の人々によって使用されているかが明らかになる。このことは、北海道の森林保全のために、国の資金を

活用することや、北海道外の人々にもその費用負担を求める際の根拠としても活用可能である。 

 

1.2.6. 神戸市における森林緑地生態系からのレクリエーションサービス供給使用表 

本節では、1.1.3節で準備した神戸市のデータを用いて、神戸市内の緑地生態系のレクリエーションサ

ービスの供給使用表を構築する。神戸市を対象としたのは、都市生態系の評価を行う上で、神戸市は市街

地と森林などの緑地が非常に接近しており、市民に身近な緑地や森林が多いこと、国内の都市の中でも人

口が多い大都市であることなどがその理由である。神戸市内にある緑地のうち、アンケート調査で回答者

が訪問したことがあると回答した緑地 9 カ所を特定し、ここを対象とした供給使用表とする。供給使用

表は 9カ所の緑地について個別に作成するのではなく、9カ所を集計する形で 1つの供給使用表とする。 
評価対象期間は、2019 年 3月から 5月までの 3ヶ月間と、2020 年 3月から 5月までの 3ヶ月間の 2
期間とし、それぞれ別の供給使用表とした。これは、後の分析のためにコロナウィルス感染症による緊急

事態宣言が発出された時期に合わせており、その比較のため前年 2019 年の同期間も対象とした。そのた

め、以下では 2020 年 3月から 5月までをコロナ期間と呼ぶ。本研究ではこれまで経済評価を行った供給

使用表を用いたが、今回は都市生態系のうち緑地を対象とした経済評価は本研究において行っておらず、

単価の設定ができないため、評価単位は物量の訪問者数とした。これまで、物量勘定表には森林面積や炭

素貯留量などの単位が用いられてきたが、本研究では訪問者数を物量評価の単位に設定した。これは、モ

バイル空間統計という新たなデータソースが活用可能になったことから設定できたものであり、今後の

新たなデータの活用方策を示す意味でも意義があるものと考える。 
数値の計上について、供給使用表の構築のため、まずは使用者の特定を行った。使用者は神戸市内（芦

屋市も含む）の住民かそれ以外の地域の住民かによって分類し、それぞれ市内住民と市外住民と定義し、

供給使用表の使用者の項目に用いた。一方の供給者の特定は、それぞれの緑地の所有者によって分類を行

う。表 1.12 には、今回の分析で対象とした 9カ所の緑地について面積と運営主体が記載されている。こ

のうち、あいな里山公園は国営公園なので、運営部門は国とし、六甲カンツリーハウスは民間企業による

運営なので、民間部門とした。残りの 7カ所については、すべて神戸市が所有・管理する緑地であること

から、神戸市を緑地生態系サービスの供給者とした。なお、須磨浦公園については、運営主体に神戸市と

民間企業の両方が含まれているが、これは神戸市が所有している公園内の施設や移動手段（ロープウェ

イ、リフト）を民間企業が運営していることから、土地所有者である神戸市が緑地生態系サービスを供給

していると仮定した。これら各施設の来訪者数を 1.1.3節の分析結果から引用し、運営部門ごとに集計し

て、供給者として国、県、市、民間部門の 4部門へ計上した。 
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表 1.12 対象とした神戸市内の緑地一覧 

 

作成した供給使用表は表 1.13 に示した。まず供給部門と市内外の利用者の関係を見ると、国が供給す

るあいな里山公園については、市内住民による使用のみで市外住民による利用はない。一方で神戸市が供

給している緑地には市外住民の来訪も多く、必ずしも市内住民だけが利用しているわけではないことが

わかる。また、コロナ期間の供給使用表を前年同期間のそれと比べてみると、コロナ期間は市内住民より

も市外住民の減少が大きいことがわかるが、これは移動制限などの措置が執られた影響が大きいと考え

られる。また、両期間の比較で差が大きいのは民間部門の市外利用者の減少である。民間企業が提供する

緑地は、公的機関が提供する緑地に比べてレジャー的要素が大きいことが考えられ、施設の休業や自粛要

請に対してレジャーを楽しむことが憚られるといった利用者心理の影響があったものと思われる。一方

で国が供給する緑地については、コロナ期間に逆に訪問者が増加している。国が共有する緑地は具体的に

はあいな里山公園であり、もともと外部からの来訪者が少ないということ、住宅地の中にあり、比較的身

近な緑地であり、自粛期間でも近所の緑地を散歩がてら訪問することが増えたものと考えられる。 
以上のようなことをより詳細に分析することで、構築した供給使用表をより有効に活用することがで

きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑地名 運営組織 運営部門
公表面積

（ha）

六甲カンツリーハウス 六甲山観光株式会社 民間 19

六甲山牧場 神戸市 市 125.8

神戸市立森林植物園 神戸市 市 142.6

あいな里山公園 国 国 330

垂水健康公園 神戸市公園緑化協会 市 10.9

須磨浦公園 神戸市公園緑化協会・山陽電気鉄道株式会社 市 103.8

大倉山公園 神戸市公園緑化協会 市 7.9

東遊園地 神戸市 市 2.7

みなとのもり公園 神戸市 市 5.6

注：六甲カンツリーハウスについては、公表面積が得られなかったので、GISで計測した値であ

る。
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表 1.13 神戸市の緑地生態系からのレクリエーションサービス供給使用表 

 
 

  

市内住⺠ 市外住⺠ 計
国 1,988 0 1,988
県 0 0 0
市 189,895 56,766 246,661
⺠間 2,716 607 3,323
計 194,598 251,972 446,571

市内住⺠ 市外住⺠ 計
国 2,120 0 2,120
県 0 0 0
市 168,808 29,180 197,988
⺠間 2,112 82 2,194
計 173,040 202,303 375,343

注：市内とは神⼾市および芦屋市内のことである。

緑
地
供
給

部
⾨

2019年3-5⽉
来訪者数（⼈）

緑地使⽤者

緑
地
供
給

部
⾨

2020年3-5⽉
来訪者数（⼈）

緑地使⽤者
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1.3 生態系勘定に関する国際的議論及び研究の動向（3 年間の成果） 

1.3.1. 生態系勘定とは 

生態系勘定とは、生態系や生態系サービスの賦存量や使用量、またそれらの価値を体系的に整理し、表

現する勘定系である。生態系サービスは生態系サービスの主流化に向け、政策や企業の意思決定に用いる

ためのツールとして使われる。欧州委員会（EC）、経済協力開発機構（OECD）、国連（UN）、世界銀行は

2013 年に『System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting』（『環境

経済統合勘定（SEEA）2012－実験的生態系勘定』）を共同で作成し、これまでこれが生態系勘定の基本的

な枠組みを示した唯一の報告書になっている。 

SEEA-EEA においては、生態系勘定は生態系ストック勘定、生態系フロー勘定の 2種類が含まれ、それ

ぞれについて物量データと貨幣データの双方が計上される3。SEEA-EEA における評価フローは図 1.6 に

示すとおりである。まず生態系ストックの量と価値をストック勘定において物量単位、貨幣単位双方評価

し、続いて生態系が生態系サービスを供給する能力を表す「状態」を状態勘定で把握する。この状態勘定

は基本的に物量による評価のみとなっている。続いて、生態系から発揮される生態系サービスの供給量を

物量及び貨幣単位で評価し、さらにそこから可能ならば人々が実際に受ける便益を区別して評価する。生

態系サービスの供給量と便益はフロー勘定で評価され、このフロー勘定は供給使用表とも言われる。この

ような SEEA-EEA の枠組みを用いて、ある国や地域にどれだけの生態系量があり、それがどのくらいの

価値を持つのか、またはある国や地域でどれだけの生態系サービスが利用され、それはどのくらいの価値

を持つのかを把握することができる。 

 

 
図 1.6 SEEA-EEA における評価フロー 

 

1.3.2.  環境経済統合勘定－実験的生態系勘定（SEEA-EEA）の改訂 

環境経済統合勘定（SEEA）とは、環境とマクロ経済活動の関係を記述する環境勘定の標準体系として、

国連などが公表している基準的枠組である。環境経済統合勘定実験的生態系勘定（SEEA-EEA：SEEA-
Experimental Ecosystem Accounting）は、SEEA の中で、生態系や生態系サービスと人間・経済活動の

関係を記述するために特化された勘定体系の枠組であり、2012 年に実験的勘定として、試行的要素も含

 
3生態系勘定における「フロー」の指す内容は、経済学における語法とやや異なり、ストックの変化分というより

も、どのようなサービスがどこで供給され、どこで需要されるかという流れを表す。経済学ではストックの価値は

将来得られるであろう便益（フロー）の割引現在価値として定義される場合があるが、ストックと生態系サービス

の間には生態系状態（質的な向上や劣化の評価）が関わるため、状態評価が必要となり、それぞれの生態系勘定表

から生態系の経済的価値が評価される。 
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めた形で公表された。現在国連統計局からの SEEA-EEA に関する刊行物としては、SEEA-EEAそのも

のに関するレポートと、勘定表に計上する数値の推計方法や勘定フレームワークの構築方法を解説した

技術的推奨レポート（EEA-TR）の 2 つが公表されている。SEEA-EEA は 2012 年の公表からすでに 7
年が経過し、2020 年のポスト愛知目標を見据え、SEEA-EEA の改訂作業が進められ、改定のあかつきに

は、「実験的”Experimental” 」な生態系勘定から正規の国際的基準となり、名称からも”Experimental”
が除かれ、SEEA-EA（SEEA-Ecosystem Accounting）となる予定である。 
主な改訂事項は、生態系勘定の中での生態系サービスの再定義、状態・程度（extent）の勘定の構築、

空間的単位の設定、経済評価の 4 分野で、改訂作業にあたり、それぞれの分野の中で優先的に議論すべき

事項を抽出するための議論がこれまで継続的に行われてきた。また、生態系及び生態系サービスに関する

世界的な動きとして、ポスト愛知目標の他、持続可能な開発目標（SDGs）などとの関連性を確保するこ

とも必要と認識されている。 
 

1.3.3. 生態系・生態系サービスの経済評価に関する国際的議論及び研究動向 

生態系勘定については、愛知目標における生態系サービスの可視化、主流化の目標のもと、WAVES プ

ロジェクトなどにより、途上国を含め、世界各国で SEEA-EEA をベースとして開発作業が進んでいる。

EU では生態系勘定の策定が各国に義務づけられているほか、カナダやオーストラリアでは政府の統計組

織などが生態系勘定の構築作業を進めている。また途上国では、欧米の先進国の支援のもと、特に独特な

生態系や保全すべき生態系について、地域的な生態系勘定を構築したり、国家全体での生態系勘定を構築

したりする事例が散見される。2017 年に国連統計局が各国の統計担当部局に対して、SEEA の策定状況

について 93 か国、22地域に質問票を送り調査を行った。その結果、109 か国・地域から回答があり、こ

のうち 69 か国・地域が SEEA を策定中、22 か国・地域が策定を計画していることが報告された。また、

関心の高い分野として各国が注目しているのは、エネルギー、水が多かった。本節では、最近の研究動向

として、平成 31 年度に本研究プロジェクトのメンバーが参加した環境勘定の専門家会合（ロンドングル

ープ会合）及び生態系サービスパートナーシップ国際会議（ESP10）において報告された生態系サービス

評価の研究事例を紹介する。ここで取り上げるのは、生態系サービスの物量評価、経済評価、そして政策

利用の 3 つの視点からの研究事例である。 

まず、物量での評価事例については、近年の ICT を活用したモデル分析などが多くなっている。例え

ば、Vardon et al. (2019)は、生態系モデルに関して、人工知能を用いたデータと生態系モデルの選定機能

（ARIES）、生態系サービスの地図化・評価モデル（InVEST）、生態系サービスの空間分布評価モデル

（ESTIMAP）などを紹介している他、Soulard et al. (2019)は、ビッグデータと SEEA の関連について、

ビッグデータを活用した生態系勘定の構築とデータ質の確保についての研究成果を紹介している。 
次に、生態系ストックおよび生態系サービスの経済評価に関しては、オランダとエストニアの研究事例

がある。まずオランダの事例について、Horlings et al. (2019)が網羅的に生態系サービスを複数の評価手

法で評価している。しかし、この研究で経済評価に適用された割引率 2%が妥当かという疑問が残されて

おり、割引率設定の難しさが改めて浮き彫りになった。Oras (2019)では、エストニアにおける生態系の

環境教育サービスについて経済評価している。この研究では、環境教育サービスを提供している森林の空

間的単位を特定できないという範囲の問題、就学児童の機会費用を、成人男性の賃金で計測することの妥

当性が指摘されていた。Matuszak (2019)は、米国における都市生態系勘定の評価を行っており、この評
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価では、2011 年に都市生態系によるエネルギー節約量が 3856GWh、金額にして 452万ドルになるとい

う結果が示された。 
 最後に政策利用については、SEEA-EEA と SEEA-CF、SNA 相互の関連づけに関する議論がある。

SEEA-EEA、SEEA-CF、SNA というフレームワークはそれぞれ相互に重複する対象分野を持ちながら、

独自の概念で取りまとめられており、それぞれが互いに関連性を持たせるには、新たなフレームワークが

必要であるという主張がある一方、これ以上新たなフレームワークを追加することは、SEEA 自体を複

雑化し、使い勝手の悪いものにしかねないという反対意見もある。Milligan (2019)は、海洋生態系を持続

可能な発展と関連付けて利用するための方法について紹介しており、その結果は国連アジア太平洋経済

社会委員会（UNESCAP）の議論にも貢献している。そして、英国の Harris (2019)は、英国における海

洋生態系勘定の策定について紹介しており、政策利用のためには海洋生態系の状態を測る指標と海洋生

態系サービスの指標についてどのような基準でどんな指標を選択すべきかという問題提起がなされてい

る。 
 このように、生態系や生態系サービスの経済評価に関しても、これまで先行していた英国のほかにも、

オランダやエストニア、米国といった国々で経済評価が行われるようになってきて、経済評価の研究も

徐々に進展してきたことがうかがえる。この中で経済評価にどのような課題があるのかを明らかにする

ことで、生態系勘定を用いた経済評価に関する議論もさらに進展することが予想される。 
 

1.4 生態系ストック勘定の精緻化（3 年間の成果） 

1.4.1. 市町村版生態系ストック勘定の構築 

第Ⅲ期研究では、生態系ストック勘定を全国及び都道府県レベルで構築したが、生態系は地域ごとに賦

存量が大きく異なり、都道府県単位では、より詳細な分析や個別の政策立案には評価単位が大きすぎて使

いにくいのが現状である。そのため、都道府県よりも小さな評価単位での生態系勘定の構築が求められ

る。そこで、本研究では、岩手県を事例に市町村版の森林ストック勘定を構築した。 

市町村版の生態家ストック勘定のフレームワークは、第Ⅲ期研究で構築した全国版及び都道府県版の

それと同一のものを用いる。市町村版の森林ストック勘定に計上する具体的な数値の推計方法について、

第Ⅲ期研究において都道府県単位で推定を行った森林生態系の WTPメタ関数を用い、地理情報システム

（GIS）による森林データの解析を通じて収集したデータを、WTPメタ関数に当てはめ、岩手県内 59あ

った合併前の旧市町村ごとに森林生態系ストックの価値評価を行った。 

第Ⅲ期研究では、回帰分析を用いて森林 1ha に対する家計あたり年間 WTP の規定要因を定量的に分析

した。その際推定された回帰式は、次のように表される。 

 

WTPForest = Constant + β1・Income + β2・Woman + β3・Age 

                       + β4・Natural Forest rate + β5・Broadleaf Forest rate+ β6・Forest Age + ε 

 

ここで Constantは定数項、Incomeは世帯あたり所得、Womanは女性の時に 1 をとるダミー変数、Ageは

年齢、Natural Forest rateは居住している県の天然林率、Broadleaf Forest rateは居住している県の広葉樹林

率、Forest Ageは居住している県の加重平均樹齢、εは誤差項を表す。本研究では、この WTPメタ関数に

岩手県の市町村別のデータを内挿し、市町村別の森林ストック価値を算出する。 
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 WTP メタ関数の変数のうち、森林のストックに関するものは県内の加重平均樹齢、天然林率及び広葉

樹林率の３つである。本研究では国有林の森林調査簿及び民有林の森林簿を用いてこれらの値を市町村

別に算出した。一方、社会属性に関するものは世帯あたり平均所得、女性比率、平均年齢の 3つである。

これらは既存統計から市町村別の値を引用または推計した。 

これらの数値を森林ストック価値の WTPメタ関数に内挿することで、市町村ごとの森林 WTP（円/ha/

世帯/年）を推計する。なお、この推定値は、WTP を被説明変数、森林面積、樹種、樹齢などの森林変数

や所得などの社会経済変数を説明変数にした回帰分析結果に基づいており、こうして推定された森林

WTP を森林ストック価値の原単位として、2012 年の市町村ごとの森林面積及び世帯数を乗じることで、

2005 年の合併前 59市町村別に森林ストック額を推計した。推計した市町村別森林ストック額は、第Ⅲ期

研究で推計した機能別ウェイトを用いて、さらに水資源涵養サービス、土砂災害防止サービス、温暖化防

止サービス、生態系保全サービス、木材生産サービス、レクレーションサービスの 6つのサービスの評価

額に按分した。以上は厚生価値による評価額となるが、交換価値による評価額も同時に推計した。ただし、

交換価値による森林生態系ストックの単価は、第Ⅲ期研究で推計した全国共通のものを用いており、市町

村別のものではない。また、交換価値による評価は資源レント法を用いているので、木材供給サービスの

評価のみとなり、評価額の全額を木材供給サービスとして生態系ストック勘定へ計上し、水資源涵養サー

ビスなどの他の機能の評価額はゼロとして計上した。 

推計結果について、森林ストックの総価値を図 1.7 で見ると、県庁所在地の盛岡市が最も高い価値とな

っているほか、花巻市、北上市、一関市といった東北新幹線沿線の主要都市、宮古市、釜石市といった三

陸沿岸の主要都市で軒並み総ストック価値が高くなっている。これは、主に森林生態系の受益者である住

民の数（世帯数）に比例しているとみることができる。一方で、雫石町、岩泉町、遠野市といった比較的

山間部の都市も単価は高い傾向にあり、これらの市町村では森林面積の多さが総ストック価値の高さに

反映されていると考えられる。以上の数値を生態系ストック勘定表に計上する。現時点では、市町村別の

森林データの推計に必要な森林簿データについて、2012 年版データしか入手できていないため、市町村

別の森林生態系ストックの単価及び総価値については、2012 年時点での数値のみが推計されており、勘

定表フレームワークの期首ストックもしくは期末ストックのいずれかにこれらの数値が計上されるのみ

である。勘定体系としての意味をもたせるためには、少なくとも期首ストックと期末ストックの双方に数

値が計上されることが望ましい。前述のとおり、社会属性データについては、2012 年の他、2000 年、2007

年の 2 時点でもデータを取得済みで、これに 2000 年及び 2007 年の森林簿データを入手して森林データ

を組み込めば、2000 年、2007 年の森林生態系ストックの単価及びそこから得られる森林ストック総価値

も計上できるようになっている。 
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図 1.7 森林ストックの総価値額の推計結果 

 

以上のような結果を第Ⅲ期研究で作成した岩手県版の森林ストック勘定に計上した数値と比較してみ

る。森林ストック総価値については、市町村合計値が 27兆 4090億円となっている一方、岩手県値は 1366

兆 7240 億円となっており、大きな差が生じている。市町村合計値の値は岩手県値のわずか 2%である。

このような大きな差が生じた要因として考えられるのは、受益者数と受益面積の大きさである。つまり、

「1000ha の森林から 1000 世帯が受益する地域が 2地域ある」のと、「2000ha の森林から 2000 世帯が受益

する地域が 1地域ある」のとでは、たとえ同じ森林面積と受益世帯数であっても、評価額は後者のほうが

高くなるのである。 
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本研究の評価においては、各市町村の森林はその市町村に住む住民のみが受益するという仮定を置い

ている。また、第Ⅲ期研究の都道府県での推計においても、各都道府県の森林はその都道府県に住む住民

のみが受益するという仮定を置いている。岩手県内の 59 の市町村を集計した都道府県版の場合、県内の

住民（世帯）全体が県内のすべての森林から受益すると考えるので、上記の例と同じく受益世帯×森林面

積双方が都道府県の集計値となり森林ストック総価値は漸増するのである。このような問題が生じてい

るため、各市町村の森林ストック総価値を合計した値と最初から都道府県値として推計した値には大き

な差が生じていると考えられる。このような問題のため、都道府県値（集計値）と市町村値の合計（個別

値の合計）の間に数値の不整合が生じ、都道府県版の勘定表と市町村版の勘定表で数値の比較ができない

という大きな問題が生じている。この問題への対応の 1 つとしては、より厳密に受益者を特定すること

があることが示唆された。 

 

1.4.2. 生態系ストック勘定の期中変化に関する数値の計上：都道府県単位での評価 

第Ⅲ期研究において、森林生態系と湿地生態系に関して、そのストック量と価値の推計を行い、森林生

態系に関しては、2000 年、2007 年、2012 年の 3 時点での評価を行った。これらのデータから、生態系

ストック勘定を作成し、森林ストック勘定は 2000－2007 年表、2007－2012 年表、2000－2012 年表の

3つの勘定表を構築した。勘定表に計上した数値は、期首ストックと期末ストック及びその差分である純

期中変化の 3 項目のみとなっており、勘定表ではストックの増減がどのような要因で生じたのかについ

ても計上する項目については、数値を計上せず空欄のままとしていた。ストックがどのような要因で増加

または減少したのかを明らかにすることで、生態系ストック勘定においても生態系保全のための情報を

より詳細に提供することができるようになる。そこで、本研究では、第Ⅲ期研究において構築した森林生

態系ストック勘定について、ストックの期中変化に関する各項目に数値を計上することを試みた。 
まず、計上するための第一段階として、森林ストックの変化の概念整理と期中変化の定義づけを行っ

た。森林ストック勘定で計上される物量データには蓄積量と森林面積があるので、森林ストックの変化は

蓄積量の変化と森林面積の変化の 2 要素に分解できる。 
そして、森林面積と蓄積量の関係は、 
 

蓄積量＝森林面積×密度 
 
という関係が成り立っている。この式からは、蓄積量は森林面積が変化せずとも密度が変化することで変

わることがわかる。すなわち、蓄積量と森林面積は必ずしも連動して変化するものではない。 
森林ストック勘定は森林ストックの期中変化を把握するのが目的であるため、勘定内の森林面積の変化

とは、「木が生えている土地の面積が変化すること」と定義されるべきである。同様に蓄積量の変化とは、

「森林の蓄積量が変化すること」と定義されるべきである。この定義に従うと、森林面積の変化をもたら

す要因として、①植林（何も木が植えられていなかった土地に木を植えること）、②伐採（木が植えられ

ていた土地の木を全て伐採すること）、③災害（自然災害で木が植えられていた土地の木が全て喪失する

こと）、④成長（植えられていた木が自然に成長して蓄積量が増加すること）の４つに分類される。蓄積

量の変化についても①～④の要因で引き起こされるが、②伐採については森林面積に影響を与えない間
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伐・択抜といった一部の木を伐採する行為（以下部分伐という）と、影響を与える主伐（皆伐）に分類さ

れるだろう。さらに、これらを、人為的なものなのかどうかと、森林面積や蓄積量といった物量の増加を

引き起こすものなのか、減少を引き起こすものなのかという 2つの視点から分類すると、表 1.14 のよう

になる。 
 
 

表 1.14 森林ストックをもたらす要因の整理 

 

 
これ以外の森林ストック変化の要因としては、地目変化による森林面積の変化がある。この場合、森林

が他の用途に変更されるということは、森林の伐採（皆伐）を伴うため、上記表 1.14 の伐採に分類され

るだろう。逆に、他の地目から森林への転換は上記表 1.14 の植林に分類されるべきである。 
表 1.15 には、生態系ストック勘定の行項目を掲げている。これまでは調整項目を含まない 14 項目を

行項目としていたが、実際の数値を計上する際に増加項目、減少項目の間に誤差が生じる。これは、それ

ぞれの項目の数値の推計に異なる統計データを用いたことで、全体的な整合性、すなわち、 
 

期末ストック－期首ストック＝増加項目合計－減少項目合計 
 
という等式が成り立たなくなるためである。そのために今回数値の計上にあたり、調整項目（行 12）を

行項目追加して勘定としての整合性を確保できるようにした。 
 期首ストック（行 1）、期末ストック（行 13）と純ストック変化（行 12）については、既に第Ⅲ期研究

で数値を計上しているので、本研究ではストックの増加（行 2～5）と減少（行 6～11）について、数値

を計上することを目指す。表 1.3 には森林ストック勘定の全体フレームワークを載せている。本研究で

は、既存の統計データの数値を引用してこの森林ストック勘定に期中変化の項目に実際の数値を計上す

る。前述のとおり勘定表は都道府県別で作成されているため、それぞれの項目に計上するデータも都道府

県ごとのものが必要となる。 
 
 
 
 
 
 

蓄積量 森林面積 貨幣価値

人為的要因 増加要因 2 3 42
主伐 人為的要因 減少要因 3 3 3
間伐 人為的要因 減少要因 3 : 3

自然的要因 減少要因 4 3 3
自然的要因 増加要因 3 : 4

3=影響@ABC統計FGHI取得可能
4=影響N@OPQ統計FGHP取RST
2=影響N@OPQBSA軽微W@O
:=影響SX

植林

伐採

災害

成長
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表 1.15 生態系ストック勘定の列項目 

 
 
以上のような、森林整体家ストックの期中変化の概念整理とストック変化の定義を行った上で、北海道

を事例に森林生態系ストック勘定の期中変化項目の具体的な数値計上を行った。北海道を事例としたの

は、森林面積が国内で最も大きい都道府県であることと、数値計上に必要な森林関係の統計データが充実

していることの 2つの理由からである。平成 31 年度の報告書にはその具体滝方法や期中変化の項目に数

値を計上した勘定表が記載されているので、参照願いたい。 
 なお、本研究では、森林生態系ストック勘定の期中変化項目の推計に際し、いくつかの課題を指摘した。

第一に数値を計上するために利用できる統計データの不足から来る、計上した数値の整合性の問題であ

る。第二に、経済価値による評価に関する価値単価の問題である。すなわち今回の推計では、厚生価値と

交換価値双方を用いて経済評価を行ったが、交換価値は材積量単位、厚生価値評価は森林面積単位となっ

ており、森林ストックの単価の単位が一致しておらず、蓄積量の変化と経済価値の変化が相関していない

という課題がある。 
 
 

1.5 生態系サービス受益者の詳細分析（3 年間の成果） 

1.5.1. 洪水防止サービス及び水資源涵養サービスにおける受益者の推計 

森林生態系のストック価値を以下の(1)式に基づいて評価する際、受益者数が評価額に大きな影響を与

えるため、受益者数を現実の数値により近い形で推計することが求められる。 
 
ESV ＝ P × A × N (1) 
 

ここで、ESVは生態系ストック価値、Pは生態系ストック単価、Aは森林面積、Nは受益者（世帯）数

である。一方、生態系サービスによっては生態系が存在する地区の地理的条件によって受益者が限定され

ることがあるため、生態系サービスごとに受益範囲の設定が必要であると考えられる。そこで本研究で

は、岩手県内の河川流域を対象として、森林生態系の洪水防止サービス及び水資源涵養サービスについ

期首#$%& 1
#$%&'増加 2

自然的要因/01再生 3
人為的要因/01再生 4
再分類 5

#$%&'減少 6
採取伐採/01減少 7
人間活動/01減少 8
人為的要因/01壊滅的喪失 9
自然的要因/01壊滅的喪失 10
再分類 11

調整項目 12
再評価 13
純#$%&変化 14
期末#$%& 15
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て、河川流域及び流域内の人口（世帯数）の分布を考慮して、森林生態系サービスの供給者及び受益者を

特定し、生態系サービスの評価を行うことを目的とする。 
本研究に当たっては、以下の 2つの仮定を置いた。第一に、森林の洪水防止サービス・水資源涵養サー

ビスの受益者は、森林のある流域内の居住者のみであるという仮定である。第二に、Remme et al. (2016)
などの既存研究にならい、森林の所有者が森林生態系サービスの供給者であるという仮定である。また、

本分析は、河川流域における森林や人口の分布に注目し試行的に行うものであり、できる限りシンプルな

分析を行うために、分析対象の選定にはいくつかの条件を考慮し、岩手県釜石市の甲子川（かつしがわ）

流域を対象とした（図 1.8）。甲子川は、釜石市の片羽山にその源を発し、釜石市の市街地を流下したの

ち、釜石湾に注ぐ流域面積 137.5km2、幹線流路延長 24.2km の二級河川である（岩手県HP）。釜石市は
三陸海岸沿いで太平洋に面する人口 36,802 人、世帯数 16,860 世帯の地方都市であり、市の面積は

440.34km2である（釜石市、2017）。 
 

図 1.8 釜石市及び甲子川の位置 
 

分析方法としては、GIS により、傾斜角度や傾斜方位を算出し、標高データ上に一様に降雨があった場

合を仮定して水の流路や流量を推計することで、河川の流域を推定する流域分析を行う。次に、この流域

分析により作成した流域ポリゴンと、人口のメッシュデータを重ね合わせることで、甲子川流域の世帯総

数を算出した。以上の方法で推計した世帯数と GIS の分析により算出された森林面積と 1.2.1 節で適用

した森林ストック価値単価の推計結果を上記(1)式に挿入することで、甲子川流域の森林による洪水防止

サービス及び水資源涵養サービスについて厚生価値による経済評価を行った。洪水防止サービスについ

ては、厚生価値評価の他、三菱総合研究所（2001）の森林の公益的機能評価で適用された代替法と同一

の手法を適用して交換価値による経済価値評価も行った。 
分析結果について、甲子川流域の森林生態系からの洪水防止サービス及び水資源涵養サービスの受益

世帯数は 10,645 世帯であり、これは釜石市全世帯数 16,860 世帯（2015 年国勢調査）の 63.1%となった。

また、甲子川流域における森林面積は 11,787ha であり、甲子川流域の国有林と民有林の面積の割合はそ
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れぞれ 37%と 63%となった。そして、釜石市全体の森林面積は 39,459ha となった。これらの推計結果

から、釜石市の全森林の約 30%が甲子川流域に分布しており、そこから供給される森林生態系の洪水防

止サービス、水資源涵養サービスを釜石市の全世帯の 63.1％が利用していると推察された。 
以上のように推計された受益者（世帯）数と森林面積を基に、生態系サービスの価値を推計したところ、

洪水防止サービスは交換価値による評価で 4億 400万円/年、水資源涵養サービスは交換価値評価で 172
億 1700万円/年となり、厚生価値による評価で 593億 9700万円/年と推計された。水資源涵養サービス

の交換価値と厚生価値を比較すると、厚生価値による評価額は交換価値による評価額の 3.4 倍となるこ

とが明らかとなった。 
 

1.5.2. 森林レクリエーションサービスの受益者の特定：サービス移出の考慮 

1.5.1節では、生態系サービスによっては受益者が空間的に限定される場合があることを指摘し、それ

に対応した受益者の推計方法を示し、実際の生態系サービス（洪水防止サービス、水資源涵養サービス）

の需要額を推計した。上記は限られた特定の空間に居住する者のみ受益者になるという特性を有する洪

水防止サービスと水資源涵養サービスについての評価であったが、一方で生態系サービスには、生態系が

存在する地域以外の者もその便益を享受することができるものがある。例えば、炭素貯留サービスは居住

地域に関係なく世界中あらゆる場所の森林から炭素貯留サービスを受けることができる。文化サービス

にも同様のことが言え、特にレクリエーションサービスについては、観光客やレジャー客など地域外から

の来訪者が生態系のレクリエーションサービスを利用する場合が多く、必ずしも地域内に居住する者が

生態系サービスの需要者となるわけではない。このように生態系サービスが域外の者に利用される場合

には、勘定表の上では移出または輸出として計上される。そのため、生態系サービスの供給使用表を構築

する場合には、生態系サービスの需要者を特定し移輸出の額を推計することが必要となる。 
そこで本研究では、北海道の森林生態系から供給されるレクリエーションサービスを事例に、北海道外

の日本国内他地域への移出額を推計する。なお、北海道には外国からも多くの観光客が来訪しており、こ

れらの人々も北海道の森林生態系のレクリエーションサービスを利用しているはずで、これらは森林生

態系レクリエーションサービスの輸出額に計上されることになる。しかしながら、現時点では外国からの

来訪者による森林生態系レクリエーションサービスの利用量を推計するためのデータが不足しているた

め、本研究では国内他地域への移出のみを対象とし、輸出については対象化から除外する。 
分析に利用する 2019 年 10 月から 11 月にかけて行ったウェブアンケート調査により得た。アンケー

ト調査では、「過去 3 年間に観光目的で北海道を訪問したことがあるか」を尋ねた。この問いに「訪問し

たことがある」と回答した者に対しては、「登山・山歩き、森林浴、山菜・キノコ採り、昆虫採集、ホー

ストレッキング、森林のエコツアーへの参加・自然鑑賞をしたか」を尋ね、本研究では、この問いに「一

つでもした」と回答した者を、森林生態系を利用した者と定義した。本研究では、この回答者群を対象と

して、回答者の居住地ごとに集計した。続いて、都道府県ごとに回答者数に占める北海道の森林生態系レ

クリエーションサービスを利用したと回答した人の割合を算出した。なお、回答者数は過去 3 年間の森

林生態系サービス利用者なので、森林生態系レクリエーションサービス利用者の割合を 3 で除して年間

の利用者割合に修正した。この回答者割合を各都道府県の世帯数に乗じることで、都道府県ごとの北海道

の森林生態系のレクリエーションサービスを利用した世帯数を算出した。そして、以下の式に数値を入れ

ることで、都道府県ごとの森林生態系レクリエーションサービス消費額を推計し、北海道の分を域内消
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費、それ以外の地域の分を移出とした。なお、消費額の推計は 2000 年、2007 年、2012 年の 3カ年につ

いて行った。 
 
（都道府県ごとの北海道の森林生態系レクリエーションサービス利用額） 
＝（森林レクリエーション単価） 
×（各都道府県の北海道生態系サービス利用世帯数） 
   ×（森林面積） 
 
レクリエーションサービスの単価は、第Ⅲ期研究で推計した森林生態系ストック価値推計に利用した厚

生価値単価に、同じく第Ⅲ期研究で推計したレクリエーションサービスのウェイトを乗じた値をそのま

ま適用した。ストックの評価に適用した単価をフロー（サービス）にも適用することについて、

Dasgupta(2014)には、包括的富（Inclusive Wealth：IW）及び包括的富指標（Inclusive Wealth Index：
IWI）について、下記のような説明がある。 
 
IW=Pk*K+Ph*H+Pn*N   (2) 
 （Inclusive Wealth= 人工資本の価値＋人的資本の価値＋自然資本の価値） 
IWI=dW=P*dK+P*dH+P*dN  (3) 
（包括的富指標=Inclusive Wealth の変化＝資本の物量変化をシャドウ・プライスで評価したもの） 
Pk、Ph、Pn：人工資本、人的資本、自然資本のシャドウ・プライス 
K、H、N：人工資本、人的資本、自然資本の物量 
d：時間微分 
 
このうち(2)式の IWはストックであり、(3)式の IWIはフローに相当するが、両式で適用しているシャド

ウ・プライスには同じ値が適用されている。さらに Dasgupta(2004)では、いくつかの課題を挙げつつも、

P の推定方法として WTPも挙げられていることから、本研究でもストック評価と同じ WTP をサービス

（フロー）評価にも適用できると考えられる。 
表 1.16 には、アンケート調査の回答者のうち、過去 3 年間に北海道の森林生態系レクリエーションサ

ービスを利用したことがあると回答した人の地域別人数及び地域別総世帯数とそれぞれの割合を示して

いる。数値は 3 年間での利用経験なので、これを 3 で除して 1 年間に北海道の森林生態系レクリエーシ

ョンサービスを利用した人に換算した。ただし、ここでは 1 人の回答者が 1 年間に複数利用することは

想定せず、1人が 1 年間に１回のみ利用したと仮定している。また、アンケート調査は同一世帯から複数

の回答者が出ることはないので、森林レクリエーションサービスの利用者数は利用世帯数と同じである

と見なす。 
これを見ると、北海道の森林生態系サービスの北海道内での利用者は 8.8％のみであり、残りの 90％
以上は北海道以外の居住者に利用されていることがわかる。また総世帯数の割合との比較をすると、森林

利用者割合が総世帯数割合よりも高い地域は北海道の他、関東と中部である。これらの地域は大都市圏で

あり、北海道への飛行機でのアクセスが比較的良好である地域である。このことから、レクリエーション

サービスの移出には域外からのアクセス性が影響を与えることが示唆される。なお近畿については、森林

利用者割合が総世帯数割合を下回っているが、兵庫県、大阪府では森林利用者の割合が総世帯数を上回っ
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ており、やはり大都市圏では森林利用者の割合が総世帯数の割合を上回る傾向にあることがわかる。 
表 1.16 などのデータから推計した森林生態系レクリエーションサービスの域内消費額と移出額は、表

17 のとおりである。これを見ると、北海道の森林生態系レクリエーションサービスの域内消費額は 2000
年で 122兆円にとどまり、残りの 1400兆円は北海道外に移出されていることがわかる。ただし前述のと

おり、今回の分析では森林利用者は年間 1回のみの利用と仮定している。そのため、北海道の居住者など

は年間に複数回利用している可能性が高く、域内消費額が過小評価されている可能性が残されているこ

とにも留意が必要である。 
 

表 1.16 森林生態系レクリエーションサービスの利用者と総世帯数の地域別割合 

 
 

表 1.17 森林生態系レクリエーションサービスの域内消費額と移出額（厚生価値評価） 

 
 

1.5.3. 人々の行動による生態系サービス受益の特定 

一般に、市場財の購入行動は、消費（使用）者に便益があるから財を購入すると考えられるため、市場

における購買行動から便益の発生を確認できる。一方、私的財的、公共財的双方の性質を有する生態系サ

ービスについては、市場財と同様に市場における購買行動から便益の発生を確認できる供給サービスの

ようなものとそうでない調整サービスなどのようなものがあると考えられる。特に後者については、人々

が意図せずに便益を享受していることもあり、受益者の特定は市場財に比べても困難である。本研究で

は、GIS による解析やアンケート調査などによって、このような受益者の特定が困難な生態系サービスの

受益者特定を行ってきた。このような中、一般的な市場経済における生産活動と同様に財・サービスの便

項目 地域
森林生態系
利用者割合

総世帯数割合

域内消費 北海道 9:9; <:=;
移出 東北 A:B; C:D;

関東 <9:F; <G:G;
中部 GF:J; =:=;
近畿 GD:G; GB:J;
中国 D:<; D:9;
四国 G:G; A:G;
九州Q沖縄 B:B; GG:D;

合計 全国 GFF:F; GFF:F;

!兆円$
地域名 ())) ())* ()+( 地域別割合

域内消費 北海道 +(( +() ++5 67)8
東北 5+ 5) :6 ;7)8
関東=甲信 5*( 5:@ 5A: ;;7(8
北陸=東海 +6( +*@ +*( +(7)8
近畿 (A6 (AA ((: +:758
中国 @) 66 6: :7@8
四国 (+ () +@ +7;8
九州=沖縄 +A5 +AA +(6 67@8

合計 全国計NOP +Q:(A +Q;@A +Q;A*
減少率 UU V(7)8 VA7*8

移出



 

 
 

57 

益に対する需要があるから生産（供給）が行われるという考え方を生態系サービスでも取り入れること

で、生態系サービスの受益者特定をより簡便に行うことができる可能性がある。そこで、以下では北海道

において活発に展開されている漁業関係者等による魚つき林植樹活動を取り上げ、生態系サービスとの

関係について考察を行う。 

「魚つき」とは魚が集まる場所を意味し、そのような効果を持つ森林を一般に魚つき林と呼んでいる。

水際の森林は、水面に日陰を形成することで魚が鳥などの外敵から身を守る空間を提供することや、樹上

から落下する昆虫などを捕食する摂餌機会を提供する機能を持つことから魚付き機能を有する。また、河

川水系を通じた栄養塩類の循環に対して森林が重要な役割を果たしていることも魚つき林の機能として

認識されており、漁業関係者が内陸での植樹活動を重視する背景となっている。これは漁業関係者が栄養

塩循環という生態系サービスの基盤サービスを意識していることを示唆している。北海道では、2000 年

頃から「北の魚つきの森」という植樹活動が漁業関係者を中心に拡大した。北海道庁では、道内各地の魚

つき林の植樹活動の拡大を受けて、その活動を支援するため 2002 年度から「北の魚つきの森」として森

林を認定する制度を導入している。さらに、北海道における魚つき林の植樹活動は全国でも先駆けであ

り、その中心的役割を担っているのが漁業協同組合の女性部である。1988 年に北海道漁協婦人部連絡協

議会（現女性部連絡協議会）が始めた「お魚殖やす植樹運動」は、現在では全道に広がっている。こうし

た森林の生態系サービスに注目した人々の行動をどのように捉えて生態系勘定に反映するのかを検討す

る必要があると考えられる。 

そこで、魚つき保安林の指定目的や吉武（2003）による森林の魚つき機能の整理から、魚つき林植樹活

動と生態系サービスの受益の関係を明らかにした。その結果、魚つき林の植樹活動は、森林生態系の調整

サービスと基盤サービスに対するニーズの現れであると考えられる（図 1.9）。しかしながら、生態系サー

ビスの基盤サービスは最も重要な生態系サービスであるが MEA において基盤サービスは人々によって

直接利用されないサービスとして定義されている。この漁業関係者による魚つき林植樹活動において栄

養塩循環という森林生態系の基盤サービスに対するニーズは、この基盤サービスが海洋生態系に投入さ

れて食糧として水産資源が供給されるというニーズであり、この海洋生態系の供給サービスが漁業関係

者の最終目的（最終需要）となる（図 1.9）。つまり、森林生態系の基盤サービスは森林生態系から海洋生

態系へのフローに過ぎない。現在の生態系勘定の勘定規則では、人間の直接的な便益享受となる生態系サ

ービスが計上対象となっており、基盤サービスや他生態系へのフローを計上する仕組みにはなっていな

い。 
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図 1.9 魚つき林植樹活動と生態系サービスのフロー 

 

このため、魚つき林植樹活動では森林に対する環境保護支出は発生するが、栄養塩循環という基盤サー

ビスの受益を最終目的とすると、森林生態系から人間へのリターンは一切発生しないものとなる。そのた

め、森林生態系勘定において、魚つき林植樹活動は森林生態系サービスのうち、供給・調整・文化的サー

ビスに対する需要行動と見なすことが必要であり。前述したように、これらの行動は森林生態系の調整サ

ービスに対するニーズの現れと見なすことができる。 

それでは、具体的に調整サービスどの項目へのニーズなのだろうか。日本学術会議（2001）によると、

森林の水源涵養機能には、洪水緩和・水資源貯留・水量調節・水質浄化という 4つの機能があると指摘さ

れているが、水源涵養機能、特に水量調節機能は土砂流出防止機能と密接に関係していると考えられる。

よって、魚つき林植樹活動は水源涵養機能と土砂災害防止機能の便益を期待した行動と考えることがで

きる。 

次に、こうした生態系サービスの使用は、一般に機能の発現により災害被害が回避あるいは軽減される

人工資産と下流域に居住地があることが便益発生（つまり生態系サービスの使用）を確実にする。しかし

ながら、そうした資産や人の居住が存在しない流域における魚つき林植樹活動は、森林生態系の調整サー

ビスに対する需要の現れと見ることができるが、調整サービスによる便益の使用がなされていると単純

に考えることが困難である。このため、一般的な森林生態系による調整サービス（水フロー調節、質量フ

ロー調節）と何ら差が無いものとなる。 

そこで、魚つき林植樹活動の参加者は調整サービスの使用者（受益者）であると考え、その特色を生態

系サービス勘定に反映させるには、人工資産や人の居住が存在しない流域においても森林生態系による

調整サービスの受益が生じていると仮定することが求められる。それには森林生態系による調整サービ

ス（水フロー調節、質量フロー調節）が機能することで下流域の河川水系や沿岸海域における水産資源の

減少（供給サービスの減少）というリスクの減少を便益とみなす、「みなし便益」が発生していると考え

ることが必要と思われる。すなわち、魚つき林植樹活動の参加者は河川生態系や海洋生態系における供給

サービスの低下を回避するための「みなし便益」として森林生態系による調整サービスを使用していると

考えることで、人工資産や人の居住が存在しない上流域の魚つき林による生態系サービスの供給がある

森林生態系 海洋生態系 

経済活動および 
人間活動 

経済活動および 
人間活動 

生態系プロセス 生態系プロセス 

生態系サービス 生態系サービス 

生態系間のフロー 

調整サービス 
フロー調節 

供給サービス 
水産資源 

基盤サービス（栄養塩循環） 

魚つき林 
植樹活動 
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と考えれば、フロー勘定表に計上できる可能性があると考えられる。この場合の調整サービスは水域にお

ける水産資源の生育個体数・生息域の維持という生物環境の調節に関する「みなし便益」と考えられる。 

ところで、北海道漁業協同組合連合会（略称、北海道ぎょれん）の「お魚殖やす植樹運動」の WEB サ

イト（http://sakana-fuyasu.jp/operation/2017/index.shtml）には、漁業関係者などの生産者以外に「小中学生

等」の参加者や「消費者団体」の参加者が見られる。魚つき林植樹活動への参加は、森林生態系の調整サ

ービスに対する需要として考えることが可能であると上述してきたが、「小中学生等」の参加者について

は、この活動が環境教育の役割を担っていることを示唆するものである。つまり、魚つき林植樹活動への

子供たちの参加は、森林生態系の調整サービスの需要と考えるよりは、教育的価値を有する文化的サービ

スという便益を享受していると考えることが望ましいと思われる。つまり、魚つき林植樹活動に参加する

子供たちは魚つき林を環境学習の場として利用することで森林生態系の文化的サービスの受益者として

考えられる。 

以上のことを整理すると、魚つき林植樹活動は次のような生態系サービスの使用に対する行動と考え

られ、魚つき林植樹エリアの森林生態系からの生態系サービスの供給が考えられることが示された。 

1. 森林生態系による調整サービス（水フロー調節、質量フロー調節） 

ただし、魚つき林の下流域における人工資産と居住地が存在する場合に限る。 

2. 森林生態系による調整サービス（生物環境の調節） 

ただし、魚つき林の下流域における人工資産と居住地が存在しない場合に限る。 

3. 森林生態系による文化的サービス（生態系の経験的利用） 

ただし、生態系サービスの使用者は小中学生等の若年層に限定される。 

 

1.6 森林生態系から発揮される生態系サービスの特定（3 年間の成果） 
一つの生態系からさまざまな生態系サービスが供給されていることは周知の通りである。また、前節ま

での分析で示したように、同一の生態系種でも、空間的分布や周辺の地理条件、受益者の特性などによっ

ても、供給される生態系サービスは異なってくる。このような多様な生態系サービスを生態系評価のたび

に逐一特定することは困難であり、ある生態系から供給される生態系サービスをいかに効率的に特定す

るかは大きな課題である。1.5.3節では北海道の魚つき林を事例とし、魚つき林の植樹活動がどのような

目的によって行われているのかを明らかにすることで、供給される生態系サービス及び受益者の特定化

方法を模索した。しかしながら、この方法も魚つき林の植樹活動を行っている現地において個別の情報を

収集する必要があり、国全体での生態系サービス評価のために、この方法を全国的に展開することは困難

である。そのため、既存の統計データを用いたより効率的な生態系サービスの特定化方法を検討する必要

がある。そこで、以下では北海道の森林を事例として、保安林に指定されている森林を取り上げ、保安林

の指定目的と生態系サービスとの関係について考察を行い、保安林の指定目的から当該森林生態系が供

給する生態系サービスを特定することを試みる。 
保安林の種類は 17種類あり、魚つき林も魚つき保安林として指定されている。森林の機能は複合的で

あるため、防風や防雪、魚つきなどの機能は、土砂流出防備や土砂崩壊防備の機能と併用されている場合

もあり、その場合は保安林としての種類が重複して指定（兼種指定）されている。北海道内の森林簿デー

タから魚つき保安林として森林の種類コード指定されている林小班区画を抽出し、兼種指定されている

保安林種を調べたところ、表 1.18 に示すように防霧保安林や暴風保安林、土砂崩壊防備保安林、土砂流
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出防備保安林などとの兼種指定が多い。 
 

表 1.18 道内で魚つき保安林と兼種指定されている保安林 
保安林種 林小班数 

水源涵養保安林 31 
土砂流出防備保安林 280 
土砂崩壊防備保安林 453 
飛砂防備保安林 55 
防風保安林 506 
水害防備保安林 0 
潮害防備保安林 5 
干害防備保安林 70 
防雪保安林 0 
防霧保安林 571 

なだれ防止保安林 0 
落石防止保安林 0 
防火保安林 0 
航行目標保安林 0 
保健保安林 120 
風致保安林 0 

 
2018 年版の『森林・林業統計要覧』によると、2016 年度の全国の保安林の実面積は、国有林が 692万

ha、民有林が 526万 ha の計 1,218万 ha となっている。前年度と比べると国有林は微減（-770ha）、民
有林は微増傾向（+15,010ha）にある。都道府県別では、北海道が圧倒的に多く全国の約 3 割の 377 万
ha である。特に国有林においては約 4 割強の 2,86万 ha、民有林では 91万 ha の約 17％を占めている。

魚つき保安林は、前年度よりもわずかに減少し全国で 59,927ha で、国有林が 8,406ha、民有林が 51,522ha
である。魚つき保安林でも、都道府県別では北海道が圧倒的に多く 35,731ha（国有林：3,890ha、民有
林：31,842ha）と全国の約 6 割を占めている。 
生態系サービス勘定の供給使用表においては、既存研究においても、森林生態系サービスの供給者は森

林所有者とすることが原則となっているため、森林所有者情報が必要となる。統計によっては市町村有林

と私有林を合わせて民有林と区分している場合があるが、勘定表の供給部門設定を公的部門と民間部門

に区分するならば、公有林（国有林・市町村有林・都道府県有林）と私有林の識別が必要である。北海道

林業統計では保安林について国有林、道有林、市町村有林および私有林等に区分された情報が整理されて

いる。 
表 1.19 は 2017 年度末における北海道の保安林種別実面積を示しており、ここには他の保安林種との

兼種指定されている面積は含まれない。これを見ると、保安林面積は北海道全体の森林面積（554 万 ha）
の 68.1％を占めている。このことは、保安林の指定目的に基づいて保安林種類と供給可能な生態系サー

ビスとの対応を関係づければ、北海道の森林生態系が供給可能な生態系サービスの約 7 割を保安林情報

から推計できることになる。そこで、生態系サービスの国際共通分類（CICES）生態系サービス分類と保

安林指定目的を照らし合わせて、各種保安林が供給可能な生態系サービスを検討した。検討結果は表 1.20
にまとめた。保安林の多くからは森林生態系による調整サービスの供給が期待できる。なお、防火保安林
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と航行目標保安林については、相当する生態系サービスが見当たらなかったため該当無しとしている。 
 

表 1.19 北海道の保安林実面積 
単位：ha 

森林法 
第 25条 
第 1項 

保安林種別 国有林 
民有林 

合計 
道有林 市町村有林 私有林等 

1号 水源涵養保安林 2,240,049 369,972 56,910 105,923 2,772,854 
2号 土砂流出防備保安林 521,740 184,672 39,635 55,302 801,349 
3号 土砂崩壊防備保安林 11,982 991 2,941 1,714 17,628 
4号 飛砂防備保安林 878 0 120 90 1,088 

5号 

防風保安林 17,892 213 21,302 2,372 41,779 
水害防備保安林 0 1 0 47 48 
潮害防備保安林 1,568 39 123 22 1,752 
干害防備保安林 27,823 3,403 3,357 3,121 37,704 
防雪保安林 0 0 0 31 31 
防霧保安林 8,740 18,123 8,477 26,165 61,505 

6号 
なだれ防止保安林 114 0 70 69 253 
落石防止保安林 181 45 3 0 229 

7号 防火保安林 0 0 37 31 68 
8号 魚つき保安林 977 2,108 590 203 3,878 
9号 航行目標保安林 16 0 4 0 20 
10号 保健保安林 26,655 3,113 660 515 30,943 
11号 風致保安林 1,731 21 183 691 2,626 

合計 2,860,346 582,701 134,412 196,296 3,773,755 
2018年 3月 31日現在 
出所：『平成 29年度北海道林業統計』より作成 

 
なお、保安林は既に述べたように異なる保安林種と重複して指定されている場合がある。このように兼

種指定されている保安林が供給する生態系サービスを特定するには、複数の生態系サービスの同時供給

が可能であるのか、あるいは単独の生態系サービスしか供給されないのかを判断する基準を設けること

が必要となる。 
表 1.21 は、表 1.20 の対応関係に基づいて森林生態系サービスを提供する保安林面積を物的供給表の

形式にまとめたものである。供給部門は私有林を民間部門に、国有林・道有林および市町村有林を公的部

門に割り当てている。この物量情報は、各種保安林の実面積に基づくものであるため、兼種指定されてい

る保安林面積は含まれていない。参考までに表 1.18 に示した魚つき保安林とともに兼種指定されている

代表的な保安林面積を森林簿データから抽出すると、水源涵養保安林305ha、土砂流出防備保安林1100ha、
土砂崩壊防備保安林 906ha、飛砂防備保安林 32.63ha、防風保安林 786ha、防霧保安林 2023ha となって

いる。ただし、実際には、こうした統計情報には含まれないが、土地所有者と植樹主体との間で分収林契

約が交わされている場合がある。たとえば著者の調査では、北海道の佐呂間漁協が植樹を行っている土地

は町有地であるが、植樹した木が木材として伐採できた場合、組合が 95％、町が 5％の割合で収入を分

ける分収林契約が交わされていることが明らかとなった。こうしたケースでは、植樹主体や森林育成主体

を生態系サービスの供給部門として割り当てる補正を行うことが適切であるように思われる。こうした
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補正は、市町村単位のような比較的情報が集約しやすい規模で可能と考えられる。 
 

表 1.20 保安林種と生態系サービス 
森林法第 25
条第 1項 保安林種別 

CICES生態系サービス分類 

区分 部門 グループ 
1号 水源涵養保安林 調整サービス フロー調節 水フロー調節 
2号 土砂流出防備保安林 調整サービス フロー調節 マスフロー調節 

3号 土砂崩壊防備保安林 調整サービス フロー調節 マスフロー調節 
4号 飛砂防備保安林 調整サービス フロー調節 空気フロー調節 

5号 

防風保安林 調整サービス フロー調節 空気フロー調節 

水害防備保安林 調整サービス フロー調節 水フロー調節 
潮害防備保安林 調整サービス フロー調節 水フロー調節 

干害防備保安林 調整サービス フロー調節 水フロー調節 
防雪保安林 調整サービス フロー調節 マスフロー調節 
防霧保安林 調整サービス 物理化学的環境の調節 大気調節 

6号 
なだれ防止保安林 調整サービス フロー調節 マスフロー調節 
落石防止保安林 調整サービス フロー調節 マスフロー調節 

7号 防火保安林 − − − 
8号 魚つき保安林 調整サービス 生物環境の調節 生息域の保護 

9号 航行目標保安林 − − − 
10号 保健保安林 文化的サービス 生態系の物理的/経験的利用 非抽出レクリエーション 
11号 風致保安林 文化的サービス 生態系の知的表象 精神的・象徴的 

 

表 1.21 保安林による生態系サービスの物的供給表 
単位：ha 

CICES生態系サービス 公的部門 民間部門 

調整サービス 
フロー調節 

水フロー調節 2,703,245 109,113 
マスフロー調節 762,374 57,116 
空気フロー調節 40,405 2,462 

物理化学的環境の調節 大気調節 35,340 26,165 
生物環境の調節 生息域の保護 3,675 203 

文化的サービス 
生態系の物理的 
または経験的利用 非抽出的レクリエーション 30,428 515 

生態系の知的表象 精神的・象徴的 1,935 691 

 
 
1.7 まとめ 
本サブテーマでは、欧州委員会（EC）、経済協力開発機構（OECD）、国連（UN）、世界銀行などによっ

て開発が進んでいる環境経済統合勘定－生態系勘定（SEEA-EEA）などの先行する生態系勘定体系を踏ま

えて、環境経済の政策研究（第Ⅲ期）で構築した日本版の生態系勘定のフレームワークをもとに、さらな

る精緻化とサブ勘定表の構築を行った。 

これまでに、海外における SEEA-EEA の適用を目的とした研究を中心に、生態系及び生態系サービス

の評価に関する最新の既存研究をまとめた。この中では、環境勘定の専門家グループにおける議論及び生
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態系及び生態系サービスの専門家の間での議論を紹介し、各国における生態系勘定を用いた生態系及び

生態系サービスの評価事例を整理した。また、アクセス性や距離、居住地などの情報及びデータを活用し、

生態系と受益者の位置関係を考慮しつつ生態系サービスの供給者・受益者を特定した。以上の国際的な議

論動向やこれまでの研究成果を踏まえ、今年度は、生態系勘定表の主要構成物の 1 つであるフロー勘定

（供給使用表）の作成に取り組んだ。 

作成した供給使用表は全部で 4つである。1つは、昨年度取り組んだ北海道の森林生態系レクリエーシ

ョンサービスの受益者を特定した研究成果を活用し、北海道森林生態系レクリエーションサービスの供

給使用表である。受益者（使用者）の特定は昨年度に終えていることから、今年度は供給使用表の供給者

を特定することから行った。既存研究などを参考に供給者はその森林の所有者と仮定し、森林所有者（国、

地方公共団体、民間部門）の割合を用いて、レクリエーションサービスの按分を行った。2つ目の供給使

用表は岩手県における森林生態系の洪水防止サービス、水資源涵養サービスの供給使用表である。これに

ついては、岩手県釜石市の甲子川を事例に昨年度行った事例分析の結果を利用し、今年度は、供給表を拡

張して地目ごとにその利用目的を特定し、それぞれ該当する使用者として按分することで供給使用表を

完成させた。そして 3 つ目の供給使用表は、同じく岩手県の一関市の砂鉄川流域の森林生態系供給使用

表である。こちらも甲子川流域における分析と同様、洪水防止サービスと水資源涵養サービスを評価対象

としている。最後の 4つ目は、神戸市における森林生態系のレクリエーションサービスのものである。こ

ちらについては、都市生態系を想定し、都市区域の森林および緑地の利用者の居住地域を特定すること

で、ある特定の森林・緑地がどのような地域の人に利用されているのかについて評価を行い、そのデータ

に基づいて供給使用表の作成を行った。 
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第 2 章  日本における生態系サービス評価に関する研究 

2.1 生態系サービスのシャドウ・プライス推定に関する整理（令和 2 年度の成果） 

2.1.1 環境評価における時間軸での割引率研究 

本節では、本研究で進めてきた生態系資源のシャドウ・プライス推定に関する研究の精緻化とその意義

をまとめるため、近年注目され研究が増えつつある環境評価における時間軸での割引率に関する先行研

究のサーベイを行い、本研究の位置づけをより明確にするとともに、具体的な方法論の比較を行う。 

 1990 年代後半から、生態系サービスや環境の評価における時間割引は、主に表明選好法を使って研究

されてきた。トラベルコスト法やヘドニック法では扱いにくいテーマと考えられる。表 2.1 に、主な論文

の概要をまとめた。 

まず「時間変化する対象」の列は、支払いスケジュール、生態系サービスの便益、のいずれかである。

経済学的には、支払い（コスト）であっても、便益であっても、同じ時点で発生して同じ価値尺度で表さ

れている限り、同じ割引率が使われるはずだが、心理学や行動経済学の文献では、コストと便益では異な

る割引率が使われるという研究もある（Hardisty and Weber, 2009）。行動経済学でも、利得と損失が効用に

与える影響は非対象であることが知られており、今後の研究では、主観的な割引率が費用と便益で異なる

ことを考慮すべきかもしれない。なお Egan et al. （2015）は、支払いと便益との発生時点を同じにするこ

とによって、こうした問題を避けられる可能性を示唆している。 

表 2.1 第 2列の SSは、スプリットサンプル、すなわち回答者をランダムにサブグループに振り分け、

異なる支払いスケジュールを提示し、サブグループ間の比較により割引率を算出するという方法である。

これにより、回答者が他の選択肢に引きずられるフレーミングやアンカリング効果を回避できる。一方

で、同じ回答者が一括支払いと数年間支払いとを比較する方法では、回答者の中での時間的一貫性が得ら

れる可能性もある。 

いずれにしても、支払いスケジュールで多いのは数年間、最大でも 15 年間程度である。一方で、永久

に毎年支払うという設定の調査もある。たとえば永久に P円を支払う場合、r を割引率として、寿命を無

視すれば割引現在価値は、コンソル債の価格と同じ P/r となるはずである。Brouwer et al. (2008)は、これ

が満たされなかったという結果になっている。 

この一例を除けば、最終的な割引率は 0以上だが、範囲はまちまちと言わざるを得ない。中には数百パ

ーセントになるという結果も複数ある。 

 

表 2.1 生態系サービスの評価における時間割引を扱った表明選好法の先行研究 

文献（時系列） 時間変化する対象 モデル 割引率 方法論 

Stevens et al. 1997 支払いスケジュール 

SS：一括 vs5年間 

 50–270%（一括 vs5年

間支払い） 

CV 

二択、オープン

エンド 

Stumborg et 

al. 2001 

支払いスケジュール 

SS：3年間 vs5年間 

Tobit 40%（3年間 vs5年間

支払い） 

CV 

支払いカード

（0～300ドル） 
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Brouwer et 

al. 2008 

支払いスケジュール 

回答者選択：一括、永久

月間、年間 

 マイナス（毎年の支払

い額が一括支払いより

顕著に高い） 

CV 

支払いカード 

Kovacs and 

Larson 2008 

支払いスケジュール 

回答者選択：1，4，7，10

年間の月間 

Probit 35%（1年間の月間支

払い vsその他） 

20–71%（1年間の月

間支払い vsその他を

個別） 

CV 

上限下限あり 

レファレンダム

式 DCE 

Viscusi et al. 

(2008) 

ベネフィット（水質改

善）：0, 2, 4, or 6年 

CondLogit 

MixedLogit 

60～70％程度 

（双曲割引） 

DCE 

Kim and 

Haab 2009 

プログラム完了 

SS：5，10年 

支払いスケジュール 

SS：一括、5年間または

10年間、永久年間（25％

割引） 

Probit 98%（一括 vs5年間） 

102–131%（一括 vs5・

10年間） 

20%（5年間 vs永久年

間）12–38%（5vs10年

間） 

CV 

レファレンダム

式 DCE 

Bond et al. 2009 支払いスケジュール 

SS：一括、5年間、15年

間 

Probit 一括と 5年間で違いな

し 

23%（一括と 5・15年

間）80%（一括と 15

年間） 

CV 

レファレンダム

式 DCE 

Alberini and 

Scasný, 2011 

ベネフィット（死亡リス

ク減少） 

CondLogit 0 DCE 

Meyer (2013a) ベネフィット（水質改

善） 

CondLogit 10％程度 DCE 

Meyer (2013b) ベネフィット（水質改

善） 

MixedLogit 11％程度 DCE 

Egan et al. 2015 支払いスケジュール 

SS：一括、10年間、永久

年間 

Turnbull 104%（一括と 10年

間）62%（一括と永久

年間）15%（10年間

と永久年間） 

CV 

レファレンダム

式 DCE 

Myers et al., 2017 支払いスケジュール 

SS：一括、年間 

Turnbull 

Probit 

837％ 

351％ 

レファレンダム

式 DCE 

Wang and He 2018 支払いスケジュール 

SS：一括、5年間の月間

支払い 

Probit 141–315% CV 

複数限度離散選

択  
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Lew 2018 支払いスケジュール 

SS：一括、5年間、10年

間 

MixedLogit 

一般化MNL 

121–285%（指数割引

と双曲割引で似た結

果） 

DCE 

Vasquez-Lavin et 

al. 2019 

支払いスケジュール 

SS：一括、5年間、10年

間 

Probit 69–372% CVM 

オープンエンド 

Grammatikopoulou 

et al. (2020) 

支払いスケジュール 

SS：一括、10年間（0，3，

6年遅れ） 

MixedLogit 13％（指数割引） 

9～56％（双曲割引） 

DCE 

Howard et al. 

(2021) 

支払いスケジュール 

SS：一括、5年、10年 

CondLogit 

MixedLogit 

他 

14.5-31% レファレンダム

式 DCE 

出所：Grammatikopoulou et al. (2020)、Howard et al.（2021）、その他各論文から作成 

注：SS：スプリットサンプル（サンプルをランダムに分けて別の質問をすること） 

CV: Contingent Valuation 仮想評価法 

  DCE: Discrete Choice Experiment 離散選択型実験 

  CondLogit: 条件付きロジットモデル 

  MixedLogit：ミックストロジットモデル 

 

 表 2.1 で示した他にも、心理学の文献においても、環境の価値の時間割引を扱った先行研究がある。た

とえば Hardisty and Weber（2009）は、お金、環境、健康に関して、今すぐ、1 年後、10 年後に利得と損失

が発生するときの時間割引を調べた。その結果、すべての分野に関して、利得は損失よりも割り引かれて

いた。お金、環境、健康という分野よりも、利得か損失かが割引率に影響しているのではないかという彼

らの結論は、消費か環境かの違いを想定している（そして純便益のみを評価しがちな）環境経済研究に対

して刺激的なものである。ただし、心理学や行動経済学の文献は人間行動の記述的な分析であることに注

意が必要である。 

 

2.1.2 先行研究を踏まえた本調査の位置づけ 
気候変動政策の評価において割引が重要となるのは、対策を講じることの便益が数百年、数千年、人類

が地球に存続する限り未来永劫にわたって発生すると考えられるのに対して、対策を講じることのコス

トは比較的すぐに発生するからである。このように気候変動政策評価における時間軸での割引と、環境評

価における時間軸での割引には重要な共通点があるものの、異なる点も多い。以下、時間軸、空間軸、記

述か規範か、価値の尺度、という観点から述べる。 

第一に、時間軸のスケールがかなり異なる。気候変動では数十年から数百年、もしくはそれ以上である

のに対し、環境評価では高々数十年である。 

第二に、気候変動の評価がマクロ経済モデルとの接合と、社会経済全体における炭素の社会的費用の算

出を念頭に置いているのに対し、環境評価は個人や社会のミクロ的評価である。これはとりもなおさず、

ミクロとマクロの乖離、具体的には個々の生態系サービスの評価を社会経済全体にスケールアップする

のが容易ではないことを示唆する。 
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第三に、気候変動の割引では、市場で観察される記述的な割引率と、倫理的にもっともらしいパラメー

タを使った規範的な割引率との緊張関係があり、論争が続いている（Nordhaus, 2008; Dasgupta, 2008）。ま

た近年では、規範的な割引率の一種として、経済学者や哲学者など「専門家」とされる人々が推奨する割

引率についての研究も盛んである（Weitzman, 2001; Drupp et al., 2018）。これに対して環境評価の割引では、

表明選好法を用いた、調査対象人口の中で観察される記述的な割引率を扱っている。これは表明選好され

た支払い意思額（WTP）を環境政策の費用便益分析のエビデンスとして使うという暗黙の了解があるた

めである。したがって環境評価の割引には、規範的な割引率は存在しないに等しい。 

第四に、表 2.1 の先行研究レビューで明らかになったように、割引率の規模が全く異なる。気候変動の

割引率についての論文を公表したことのある経済学者に対する調査を行った Drupp et al. (2018)によれば、

限界効用の弾力性の中央値は 1、最終的な消費割引率の中央値は 4％である。 

第五に、気候変動の被害は、GDP に占める割合として表現されるか、あるいは炭素の社会的費用とし

て現在のドルで表示されることが多い。すなわち、被害は消費もしくはお金の単位で表現される。ここ 15

年ほどは、消費財と環境との相対的な希少性の変化を考慮した分析も増えているが、最終的な価値尺度は

お金の単位である。これに対して環境評価においても、最終的な価値尺度はWTP を使ったお金の単位で

はあるものの、時間軸や空間軸において、消費財と環境との相対的な希少性が変化することは考慮されて

いない。そしてこの点こそが、本研究の独自な点となる。 

以上を踏まえて、本調査にて明らかになった時間割引率（0.6％程度）は、表 2.1 に示された表明選好に

よる生態系サービスの割引率のみならず、気候変動の割引率からしても極めて低い水準である。この背景

は、個人属性への回帰によってある程度把握することはできたものの、類似の調査を国内外で積み重ねる

ことによって、より頑健な結果を得ることが望まれる。 

また、2.4節でまとめているように、空間割引（距離減衰）についても研究は蓄積しているものの、本

調査が 3 年目に取り組んだ時間・空間の同時割引については、生態系サービスを対象にした研究がほと

んどない状況であることも明らかになった。ただし心理学の文献では、これらを統一的に論じた研究があ

り（たとえば Sargisson and Schöner 2020）、経済学でも理論的には同様の分析が行われ始めている（Berger 

and Emmerling 2020）。こうした知見も取り込んで、時間と空間でより整合性のある理論・実証分析を進め

る必要がある。 

 

 

2.2 生態系サービスに対する時間割引率と空間割引率の推定（令和 2 年度の成果） 
本年度は割引率推定のまとめとして、時間割引率と空間割引率の統合的な実証研究を行った。昨年度ま

での研究で、将来の生態系サービスに対する時間割引率は通常の公共事業で想定される率よりも低いこ

と、そしてその率は生態系サービスのタイプによって異なることが示唆された。Sato and Yamaguchi (2019)

では、土砂災害防止などの直接的な便益に関するサービスに対しては相対的に高い割引率に、生物多様性

の生息地としての機能といった間接的・長期的な便益に関するサービスに対しては相対的に低い割引率

になる傾向が示された。一方で、これまでの研究では、距離に関する便益の低減、つまり生態系資源に対

する空間的割引が観察された。このことは生態系資源の立地によって割引率が異なることを意味する。あ

わせて、次のような事実が示された。 

(1) 将来の森林生態系サービスは割り引かれる。 

(2) 遠方の森林生態系サービスは割り引かれる。 
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こうした事実を踏まえて、本年度は空間割引率と時間割引率の関係についての可能性を検証する（図 2.1）。

より具体的には、空間的に高く割り引かれる場合には時間的にも高く割り引かれる可能性について考え

る。昨年度の研究から示唆されたように、利他性が割引率を規定するとすれば、遠方の森林でも高く評価

されるケース（空間割引率が低い）では、利他的な価値が重視されており、その場合には時間的割引率も

低くなると考えられるからである。 

 

 
図 2.1 時間割引率と空間割引率 

 

 

  時間割引率と空間割引率を統合的に推定することは、第 1 章で作成したような空間的なスピルオーバ

を考慮した供給使用表（表 1.11）の解釈や時点間比較に当てはめることができる。生態系サービスは、時

間的および空間的に広がる性質をもつことを考えれば、それぞれの割引率を適切に推定することが望ま

しいが、2.1節を通じて厚生価値に関する割引率を統一的に求めることが可能であることが示されたため、

本研究は厚生価値の評価手法に基づいた、空間割引率と時間割引率の同時推定を試みる。 

そのために、全国の住民を対象として 2019 年 12月 11 日から 12月 15 日にかけて、株式会社日経リサ

ーチと共同でインターネットを用いた社会調査を実施した。各都道府県の性別と年齢の人口構成に沿う

ようにサンプル抽出を行い、調査票に対する回答を依頼した。その結果、5256 の回答が収集された。サ

ンプルの内訳は表 2.2 のようにまとめられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間割引

空間割引

⽣態系サービ
スのタイプ
（利他性）

相互関係
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表 2.2 社会調査データの集計状況 

 

 

男性 ⼥性 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上
北海道 296 131 165 37 38 62 77 66 16
青森県 38 24 14 9 8 4 9 6 2
岩手県 33 15 18 9 1 8 8 6 1
宮城県 99 47 52 14 17 27 22 12 7
秋田県 32 13 19 4 3 6 9 7 3
山形県 39 25 14 13 5 10 3 7 1
福島県 39 21 18 7 11 2 10 7 2
茨城県 57 36 21 11 14 16 9 5 2
栃木県 37 24 13 5 8 10 5 6 3
群馬県 35 23 12 8 7 7 7 3 3
埼玉県 255 145 110 44 62 53 49 34 13
千葉県 272 156 116 41 60 68 41 40 22
東京都 828 398 430 137 191 184 166 97 53
神奈川県 435 208 227 55 89 111 81 65 34
新潟県 69 34 35 11 14 24 8 9 3
富山県 40 29 11 5 7 11 9 7 1
石川県 40 22 18 6 10 6 7 7 4
福井県 23 14 9 7 3 6 3 2 2
山梨県 24 13 11 5 3 4 5 3 4
長野県 75 41 34 13 9 21 14 12 6
岐阜県 73 37 36 7 12 23 9 12 10
静岡県 140 70 70 14 23 39 32 19 13
愛知県 408 218 190 68 77 93 73 64 33
三重県 67 28 39 13 10 6 14 15 9
滋賀県 48 22 26 8 11 16 6 5 2
京都府 112 48 64 18 27 30 15 14 8
大阪府 353 164 189 65 63 80 57 55 33
兵庫県 226 113 113 30 43 62 47 31 13
奈良県 76 35 41 9 22 14 12 10 9
和歌山県 28 12 16 5 10 4 2 6 1
鳥取県 26 18 8 6 8 6 3 1 2
島根県 21 16 5 3 6 4 4 3 1
岡山県 98 48 50 8 13 32 20 16 9
広島県 129 69 60 19 24 40 20 17 9
山口県 40 19 21 3 6 12 5 11 3
徳島県 29 17 12 2 6 8 6 5 2
香川県 34 20 14 7 4 7 9 3 4
愛媛県 52 22 30 12 6 7 11 13 3
高知県 17 7 10 3 4 3 2 4 1
福岡県 267 112 155 56 35 55 55 43 23
佐賀県 29 14 15 2 4 6 8 7 2
長崎県 44 20 24 6 9 9 7 7 6
熊本県 47 21 26 5 8 13 8 10 3
大分県 31 17 14 5 6 7 8 3 2
宮崎県 25 18 7 3 3 4 11 3 1
鹿児島県 32 14 18 3 4 9 7 6 3
沖縄県 38 20 18 11 5 12 7 2 1
合計 5256 2638 2618 832 1009 1241 1000 786 388

回答者
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森林生態系サービスの時間割引率と空間割引率を推定するために、表明選好法のひとつである選択型

実験を利用する。選択型実験はランダム効用理論に基づいた定式化が可能であり、効用関数を規定するパ

ラメータを推定できることから、効用関数の形状を求めて時間割引とリスク選好を同時計測することに

も用いられている（Ida and Goto, 2009）。こうした特性は、効用関数を規定するパラメータの相互関係を

見るためにも応用可能であり、本研究ではこれを時間および空間に対する選好分析に当てはめ、次のよう

に定式化する。 

時間要因として受益のタイミング、空間要因としてアクセス（距離）を想定し、評価者はそれぞれに対

して選好を持ち、効用関数に反映されると考える。特に、時間要因については、生態系サービスの受益が

遅れるに対して不効用を受けると予想（時間選好）し、1 年間の遅れがどの程度の不効用をもたらすかを

推定する。また空間要因についてはアクセスがしにくいことに対して不効用を受けると予想（空間選好）

し、生態系サービスへのアクセスが 1km 離れることの不効用を推定する。それぞれの不効用の大きさか

ら、時間割引率と空間的割引率を測定する。 

ここでは次のような線形の効用関数を想定する。 

 

𝑉!" = 𝑐 + 𝛽#!$%𝑋#!$% + 𝛽&!'#(")%𝑋&!'#(")% +∑ 𝛽!𝑋!$
!*+                     (2.1) 

 

ここで、Xtimeは将来の生態系サービスを受益するタイミングを表し、大きいほど受益が遅れることを表

す。また Xdistanceは生態系サービス源への距離を表し、大きいほどアクセスが遠くなることを表す。また

その限界効果である βtimeは生態系サービスの受益タイミングが 1 年間遅れることの不効用、βdistanceは生

態系サービス源へのアクセスが 1km離れることの不効用を近似する。また Xiはそれ以外の森林生態系属

性であり、βはその係数、cは定数項である。 

βtimeと βdistanceを実証的に推定するために、調査票においては森林生態系属性として、以下を想定した。 

 

(1)評価対象までの距離（Xdistance）、 

(2)受益のタイミング（Xtime） 

(3)整備エリアの広さ（面積） 

(4)整備方法としての森林公園 

(5)負担費用（世帯あたり年間） 

 

それぞれの属性について想定した水準は、表 2.3 のようにまとめられる。 
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表 2.3 選択型実験において想定した属性および水準 

 
 

表 2.3 の属性および水準を組み合わせてプロファイル（選択肢）を作成するに当たり、効率よく選択肢

集合を作成する手法として直交計画法を採用した。実際の作成には統計ソフト R のパッケージの一つで

ある AlgDesign を使用した。その結果、25 の直交プロファイルが生成された。このプロファイルが含む

属性はそれぞれ直交しており、多重共線性の心配がないことにも注意されたい。 

同様に 25 の直交プロファイルを 3 セット生成し、選択肢 3 つからなる選択質問を 25 問用意した。回答

者の負担を考え、一人あたりに回答を求めるのは 5問とした結果、5つの質問バージョンを準備した。サ

ンプルの回答者には、5つのバージョンのうち一つがランダムに提示される。 

  調査票における選択型実験の質問にあたっては、図 2.2 のような導入文を用意した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属性 ⽔準１ ⽔準２ ⽔準３ ⽔準４ ⽔準５
サイズ 20ha 40ha 60ha 80ha 100ha

距離
⾃宅から 1 〜
5km圏内

⾃ 宅 か ら 5 〜
10km圏内

⾃ 宅 か ら
10~20km圏内

⾃ 宅 か ら
20~30km圏内

⾃宅から30km
以上

実施タイミング

１年後（2021
年）から2050
年まで（３0
年間）

６年後（2026
年）から2055
年まで（３0年
間）

１１年後
（2031年）か
ら2060年まで
（３0年間）

１６年後
（2036年）か
ら2065年まで
（30年間）

２１年後
（2041年）か
ら2070年まで
（３0年間）

森林公園の有無 ある なし

コスト負担（世帯
あたり，年間）

4000円 6000円 8000円 10000円 12000円
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図 2.3 選択型実験の導入文 

 

 

 

 

 

図2.2 選択型実験における質問に関するの説明文 

 

 

 

 

 

 

お住まいの都道府県で森林を整備するために、新たな事業を実施するとします。以下の説明文をよ

く読んで、質問にご回答ください。  

 

森林整備事業とは、お住まいの都道府県内における森林整備によって特定の森林エリアの保全を行

うとします。  

 

（整備面積） 

l 森林整備事業を行う面積を表します。参考までに、東京ドームの建物面積は 4.7haです。  

 

（整備場所） 

l この森林整備事業が行われる場所までの距離を表します。 

 

（事業効果が発現する期間） 

l ・事業の効果が発現するのはある時期から 30 年間のみとし､事業効果が 30 年間発現したら事

業は終了し、その後は事業効果もなくなるものとします。 

 

（森林公園の有無） 

l ・森林整備に伴って設置される森林公園の有無です。有れば，森林内だけのレクリエーション

でなく，公園でのレクリエーションも可能となります。 

 

（世帯あたり負担金） 

l 負担金は、事業効果が発生し始める年度にかかわらず来年度から世帯ごとに集められ、集まっ

たお金は、お住まいの都道府県内の森林整備事業のみに使われるとします。 

l 負担金は来年度（2021年度）から事業が終わるまで毎年度同じ額が集められます 

l ・負担金を支払うと、事業終了まで毎年その分だけ、あなたの世帯が自由に使えるお金が少な

くなることにご注意ください。 
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加えて、受益タイミングに関する理解のために図2.3を付した。 

 

 

 

 

 

 

図2.3 生態系サービスの受益タイミング 

 

回答者は提示された3つの整備案を比較して、もっとも望ましいものを回答することが求められる。そ

の際に、No-Choiceオプションとして「どれも選ばない」という回答も可能である。図2.4は選択質問の

一例を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ↓          ↓       ↓       ↓ 

どれか一つを選択        □          □         □      □ 

 

図2.4 選択型実験の質問例 

 

解析には(2.1)式の効用関数（確定項）に加えて観察できないランダム項εを加え、ランダム効用関数(2.2)

式想定する。 

 

                                      (2.2) 

 

ここで、Uinは個人 が選択肢 を選んだときの効用を表し、そのうち Vinは提示されたプロファイルの属

in in inU V e= +

n i

事業開始

（負担金発生）

来年度
（2021年度）

事業効果発現

事業効果が発現する期間

整備案により
・異なる整備面積
・異なる整備地点（自宅からの距離）
・異なる時期から事業効果が発現
・異なる負担金額

事業実施期間

事業年

事業終了

（負担金終了）毎年負担金支払い

事業の効果が出るまでは
一定の時間がかかります

30年間

事業案１ 事業案２ 事業案３
整備⾯積 20ha 80ha 100ha

整備場所
⾃宅から30km以
上

⾃宅から
20~30km圏内

⾃宅から
10~20km圏内

事業効果が発現
する期間

11年後（2031
年）から2060年
まで（３0年間）

１年後（2021
年）から2050
年まで（３0年
間）

11年後（2031
年）から2060
年まで（３0
年間）

森林公園 あり なし あり
負担⾦額（世帯
あたり，年間）

10,000円 10,000円 10,000円

どれも選ば
ない



 

 
 

74 

性から規定される部分となる。εが独立で同一の第 1 種極値分布（IIDEV1）に従うとすると、条件付き

ロジットモデルが得られるが、本研究では βtimeと βdistanceの関係に関心を当てているため、ランダムパラ

メータロジットモデル（RPL）を応用する。 

  RPLは、係数に確率分布を想定し、その確率分布を規定するパラメータを推定するものである。さまざ

まな分布形を想定することができるが、ここでは βtimeと βdistanceに正規分布を仮定すと、(2.1)式は次のよ

うになる。 

 

𝑉!" = 𝑐 + 𝑓(𝛽#!$%)𝑋#!$% + 𝑔(𝛽&!'#(")%)𝑋&!'#(")% +∑ 𝛽!𝑋!$
!*+                     (2.3) 

 

f(βtime)は確率変数 βtimeの正規分布を表し、平均と分散で規定される。同様に、g(βdistance)は確率変数 βdistance

の正規分布を表し、平均と分散で規定される。RPL ではそれぞれの分布形を規定する平均と分散を推定

することになる。なお、他の変数については固定係数を想定した。 

  まず、条件付きロジットモデルを用いて、属性プロファイルの係数を推定した結果、表 2.5 が得られた。 

 

 

表 2.5 RPL 推定結果 

 

Log likelihood function    -28931.98600 

Restricted log likelihood  -36319.52597 

McFadden Pseudo R-squared      .2034041 

 
 

すべての推定値が統計的有意に推定され、符号条件も整合的であった。注目していた生態系サービス源ま

でのアクセスは負の係数を取り、受益タイミングの遅れも負の係数を取っている。それぞれ正規分布はラ

ンダムパラメータの平均値と分散によって規定される。 

本研究で注目しているのは、距離とタイミングの相互関係である。RPL モデルから同時分布を求め

f(βtime)と g(βdistance)の同時分布を求めると、共分散は-.01370 と有意に推定された。また分布の相関は 0.84

と高い相関が観察された（図 2.5）。 

係数 標準誤差 t値 P値
ランダムパラメータ（平均値）

距離（X distance） -.07102*** 0.00246 -28.81 0.000
タイミング（X time） -.07363*** 0.00298 -24.74 0.000

固定パラメータ
整備⾯積 .00528*** 0.00038 13.92 0.000

緑地公園の有無 .50082*** 0.02278 21.98 0.000
負担⾦額 -.00021*** .4016D-05 -51.74 0.000

No Choice -1.69575*** 0.05094 -33.29 0.000
分散

距離（X distance） .10928*** 0.00281 38.83 0.000
タイミング（X time） .08105*** 0.0035 23.15 0.000
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図 2.5 空間割引と時間割引の相関（0.84） 

 

この結果は、空間割引率の高い場合には時間割引も高くなることを意味する。空間割引率と時間割引率の

関係性は、スピルオーバなどを反映した生態系勘定を通時的に解釈するときに考慮される。評価対象であ

る生態系の立地に応じて、適用される時間割引率、空間割引率が異なる。時間割引率の高低は生態系サー

ビスの種類、あるいは利他性に影響されうることが昨年度の研究で示唆されているが、次節で統合的なか

たちで再検討する。 

 
2.3 生態系サービスの時間割引率と空間割引率の規定要因（令和 2 年度の成果） 

RPL を用いた推定結果（表 2.5）と、原データから得られる各回答者の回答パターンからベイズの反転

公式を利用して個人別に割引率を計算できる（Revelt and Train 1998）。 

回答者の回答パターンを で表す。RPL においては、未知係数βの分布を規定する母数

をシミュレーション最尤法により推定する。その時の選択確率は、 

     (2.4)   

と表される。ここで、 は条件付きロジットモデルである4。 

 
4 条件付きロジットモデルは選択型実験で非常に頻繁に使われるため，方法論の整理として 2.5.4節に

記す。 
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(2.4)式から、ベイズ・ルールを使ってパラメータ分布関数を求める。すなわち、 
 

   

 右辺はすべてデータから入手できるので、左辺が計算できる。ここから、選択列 を選んだ人の平均

係数パラメータ は、 
   

    

 
となる。(2.6)式の積分はシミュレーション法を使って解く(Train 2003)。 
こうして、f(βtime)と g(βdistance)について、選択データをもとにした個人係数の特定ができる。(2.6)式の反

転後の係数分布は図 2.6（空間）と図 2.7（時間）のように得られた。 

 

 

 
図 2.6 空間係数の個人識別後の分布 
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図 2.7 時間係数の個人識別後の分布 

 

個人パラメータを特定できたら、回帰分析等を用いてどのような回答者が高い（低い）割引率を示して

いるかを調べる事ができる。ここでは表 2.6 に示すそれぞれの生態系サービスに対する評価の度合いに注

目する。なお、それぞれの生態系サービスについては添付資料２のような説明を行い、回答者の理解を統

一した上での評価としている。 

 

1. 水源涵養機能 

2. 土砂災害防止／土壌保全機能 

3. 地球環境保全機能 

4. 生物多様性保全機能 

5. 物質生産機能 

6. 保健・レクリエーション機能 

7. 文化機能 

8. 快適環境形成機能 

9. エコ DRR 

10. エコヘルス 

 

それぞれの個人別の空間割引率および時間割引率を被説名変数とし、上記 10種の生態系サービスに対

する評価の度合いを説明変数とした回帰分析を行った結果が表 2.6 である。 
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表 2.6 空間割引率と時間割引率の規定要因 

 
 

空間割引と時間割引の双方のモデルにおいて有意だった生態系サービスはおよそ共通している。土砂

災害防止/土壌保全機能、文化機能、エコヘルスを高く評価する回答者ほど、空間割引率も時間割引率も

有意に高くなることが示されている。また、地球環境保全機能を高く評価する回答者は、空間割引率も時

間割引率も有意に低くなることが示されている。前者の生態系サービス群は便益の享受者が自身に短期

かつ直接に関わるものであり、自己の便益が中心を占めることから、そのような利己的な便益をもたらす

生態系サービスに対しては高い割引率が示される傾向が示唆される。つまりそうしたサービスについて

は、受益タイミングの早さ、立地の近隣さが求められる。	

それに対して、地球環境保全機能というサービスは公共性が高く利他的な便益であると考えられる。こ

うしたサービスに対しては低い割引率が適用される。	

地球温暖化の文脈で、スターンレビュー（Stern, 2010)では世代間衡平に鑑みて低い割引率が適用された

が、生態系サービス評価の文脈でも公共性が高いサービス評価に対しては相対的に低い割引率が適用さ

れうることが、こうした主観的割引率の研究結果から示唆される。 

 

 

2.4 生態系サービスのシャドウ・プライスと空間割引（3 年間の成果） 
2.4.1 生態系サービス評価と空間割引 
生態系サービスは、空間によってその需要も供給も異なることが知られており、直感とも整合する。そ

のため応用研究においては、空間によって異なる環境評価を行っている文献もある。ところが空間割引率

そのものを主題として扱っている論文はほとんどないため、本研究においては、それに近い先行研究を参

照した。 

まず、空間割引の経済学としてほぼ唯一と言ってよい研究が Perrings and Hannon (2001)である。彼らは

生態系サービスではなく大気汚染を念頭に置いていたが、生態系サービスのような正の価値を持つ財に

も応用可能である。具体的には、汚染物質が大気中に拡散して濃度が減少していく状況を考え、空間全体

を集計した効用を最大化するという問題を設定した。このとき、汚染の発生源から遠くへ行くほど汚染の

濃度は減衰するので、それを物理的に割り引いて動学として表現する必要がある。すると、発生源近くに

おける消費 1 単位と遠く離れた地点における消費 1 単位とでは、重みづけが異なることになる。両者を

⽣態系サービス 係数 標準誤差 t値 P値 係数 標準誤差 t値 P値
⽔源涵養機能 0.0033 0.0021 -1.6 0.11 0.0043 0.0028 -1.54 0.124
⼟砂災害防⽌／⼟壌保全機能 0.0064 0.0022 -2.92 0.004 0.0096 0.0030 -3.19 0.001
地球環境保全機能 -0.0053 0.0023 2.26 0.024 -0.0058 0.0032 1.79 0.073
⽣物多様性保全機能 0.0014 0.0022 -0.64 0.523 0.0031 0.0030 -1.04 0.296
物質⽣産機能 0.0009 0.0019 -0.47 0.641 0.0012 0.0025 -0.45 0.65
保健・レクリエーション機能 0.0010 0.0021 0.45 0.656 -0.0018 0.0029 0.6 0.546
⽂化機能 0.0061 0.0022 -2.72 0.006 0.0073 0.0031 -2.4 0.016
快適環境形成機能 0.0028 0.0023 -1.26 0.209 0.0064 0.0031 -2.06 0.04
エコDRR 0.0009 0.0020 -0.47 0.638 -0.0001 0.0028 0.03 0.975
エコヘルス 0.0051 0.0020 -2.49 0.013 0.0047 0.0028 -1.66 0.097
定数項 -0.0126 0.0029 -4.37 0 -0.0079 0.0040 1.99 0.046

R-squared = 0.0953 R-squared = 0.0996
Adj R-squared = 0.0936 Adj R-squared = 0.0979
Number of Obs = 5,256 Number of Obs = 5,256

空間割引率 時間割引率



 

 
 

79 

等しくさせるような割引率を、彼らは「中立的割引率」と呼んだ。 

具体的に定式化しよう。前節の動学的最適化と類似して、 

 

max/ 𝑈1𝐶(𝑧), 𝑆(𝑧)6𝑒,-.𝑑𝑧
/

0
	s. t. 

dS
dz = 𝑓1𝐶(𝑧), 𝑆(𝑧)6, 𝐶(0), 𝑆(0)	𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛. 

 

と定式化できる。ここで𝑆(𝑧)は地点	𝑧における汚染濃度（ストック）である。空間的な効用割引率𝜓は、

動学的最適化のための必要条件から、 

 

𝜓 = 𝑓1 −
𝑈1
𝑈2
𝑓2 +

𝑑𝐶
𝑑𝑧 F

𝑈22
𝑈2

−
𝑓22
𝑓2
G 

 

と導出される。これは時間の最適化問題における純粋時間選好率に対応し、上式全体はラムゼー公式に対

応する。これを中立的割引率と呼べるのは、汚染が物理的に減衰するため、消費者の選好に基づけば、こ

の率であれば遠くにいる消費者の効用を割り引いてよいという意味合いを持つためである。𝑓1は汚染の限

界拡散率、
3!
3"
は消費と汚染との限界代替率、𝑓2は消費の限界汚染被害である。 

生態系サービスについては、全般に経済評価の研究が非常に多くなされているものの、空間的な割引に

関するものはごく一部である。たとえば Barbier (2009; 2012)は、生態系サービスの供給が距離とともに減

少していくことを、指数割引によりモデル化している。また Ando and Shah (2010)は、生態系サービスの

需要サイドに注目し、サービスの水準や支払い意思額が距離に応じて逓減する空間割引をモデル化した

うえで、保全サイトをどこに立地すべきかという問題に適用した。 

また時間割引において、行動経済学の分野では双曲割引が動物や人間の行動に観られることが指摘され

モデル化されている（Ainslee, 1992; Dasgupta and Maskin, 2005; Hepburn et al. 2010）。これは行動を記述す

る割引であり、「～すべき」という規範的な議論には使いにくいことに注意が必要である。そのため気候

変動への双曲割引の適用例も極めて限られている（Karp 2005）。Karp (2015)は、遠い空間が人の目にどう

見えるかという遠近法とのアナロジーから、双曲的な空間割引が妥当であると論じている。 

 こうした時間割引と空間割引の先行研究に基づいて、本研究における空間割引率に関しては、純粋空間

選好率、空間の不平等（不確実性）回避、空間的な消費分布、空間的な環境分布、一般的な財と環境との

代替可能性、人口密度などの構成要素が重要であると予想される時間割引とのアナロジーにより、これら

がどう空間割引に影響するか、気候変動や生態系サービスの政策にどう適用すべきか、もっともらしい率

はどの程度かといった議論が可能になる。 

将来的な研究課題として、時間割引と空間割引の両方を組み込んだ生態系サービスの経済評価や政策評

価につなげることも考えられる。これにより、国内における生態系サービス分布や格差など世代内の問題

と、将来世代への配慮という世代間の問題を同じ枠組みで議論できる。 

 

2.4.2 空間割引理論の構築 
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本小節では、空間割引の理論モデルを構築しよう（Yamaguchi and Shah 2020 を参考にしている）。これ

は、Perrings and Hannon (2001)をベースとしつつ、気候変動の時間割引のモデルの知見を取り入れたもの

である。 

 まず社会的福祉 

 

𝑤(0) = ∫ 𝑢1𝑐(𝑥), 𝑠(𝑥)6𝑔(𝑥)𝑒,-4𝑑𝑥	5
0    (2.1) 

 

を仮定する。ここで効用は、𝑥 ∈ [0, 𝑇]における一人当たり消費𝑐(𝑥) と一人当たり生態系サービス𝑠(𝑥)の

関数であり、それぞれについて二階微分可能とする。一人当たり生態系サービス𝑠(𝑥)は、アメニティの「濃

さ」を表しており、生態系サービスの発生源からの距離が増えるにつれて「薄く」なっていく。空間的人

口分布について、密度関数𝑔(𝑥), は∫ 𝑔/
0 (𝑢)𝑑𝑢	 = 1 を満たすものとする。効用割引率である純粋空間選

好率を ψ >0 とする5. 各個人は完全に同質の存在とする。 

次に、一人当たり生態系サービスの空間動学を 

 
&'
&4
= 𝑓(𝑠(𝑥), 𝑐(𝑥), 𝑔(𝑥))     (2.2) 

 

とする。Perrings and Hannon (2001)を拡張し、生態系サービス s、一人当たり消費 c、人口密度 g の 

関数となっている。ここで f の導関数の符号を一般化することはできないが、一般的に、ｆは生態系サー

ビスの増加関数（𝑓' > 0）、ただし考えられている生態系が豊富な場合は、減少関数になることもあると考

えられる（𝑓' < 0）。また、消費が環境に及ぼす外部性が無視できるときは、𝑓) = 0 と仮定できるが、都市

部における水供給サービスのように、消費が環境に及ぼす外部性がある場合は、𝑓) > 0 もしくは 𝑓) < 0 

となると予想される。生態系サービスが公共財である場合、一人当たり生態系サービス便益は対象となる

サービスの性質によって異なる。TEEB の分類による調整サービスや基盤サービスの場合、人口密度が生

態系サービスに与える影響はないと仮定できる。これに対して供給サービスの場合、fは人口密度の減少

関数と考えられる（𝑓6 < 0）。  

 

2.4.3 空間割引率の分解 
 次に、空間割引率として、空間消費割引率、空間生態系サービス割引率、空間 WTP 割引率について考

えたい。これらは、生態系サービスの文献においては、特に分け隔てなく使われがちであるため、異なる

価値尺度財による割引率を議論しておくことが有益である。 

 

(1) 空間消費割引率 
 消費を価値尺度財とした空間割引率を 𝑟) とする。ある地点 0 における消費を追加的に 1 単位減らし

て、別の地点 x における消費を何単位増やせば社会的福祉が保たれるかを考える。効用単位で、地点 0 に

おける消費が限界的に社会的福祉を増やす効果 𝜕𝑤(0)/𝜕𝑐(0) は地点 x における限界効果  𝜕𝑤(0)/

𝜕𝑐(𝑥)𝑒7#4 と等しくなるとすると、これを解いて 

 

 
5 Perrings and Hannon (2001)では、純粋空間選好率を一人当たり消費の関数と仮定している。 
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𝑟) =ψ− +
4
ln 8#()(4),'(4))6(4)

8#<)(0),'(0)=6(0)
	.      (2.3) 

 

を得る。消費の限界効用と人口密度の変化率が一定とすると、空間消費割引率 

 

𝑟) =ψ+ ,8##)
8#

)>
)
+ ,8#$'

8#

'>
'
− 6>

6
,      (2.4) 

 

を得る。ここで、消費、生態系サービス、人口密度それぞれのプライム（右上の添え字）は空間導関数を

表す（すなわち𝑐> = 𝑑𝑐/𝑑𝑥）。 

 （2.3）および（2.4）式の解釈は、時間消費割引率とほぼ同様だが、いくつか留意点がある。まず（2.4）

式右辺の第 1項 ψ は純粋空間選好率と呼べる。この呼び方は一般的ではないが、純粋時間選好率のアナ

ロジーであり、特定の地点の効用を割り引く率であるので、倫理的にはゼロが好ましいと考えられる。と

は言え、Ψが正になるいくつかの理由が考えられる。第一に、もし地点 0 に社会的計画者がおり、自らの

近隣の人の効用を気に掛け、遠隔地の人の効用をそれほど気に掛けないというケースでは、Ψがプラスに

なる。これは、Hannon (1994)がセンス・オブ・プレースと呼ぶ、土地固有の価値が社会的にも存在するケ

ースと言える。第二に、人類生存の可能性が土地によって異なり、ある土地ではとりわけリスクが高い場

合、その土地における効用が割り引かれるケースも考えられる。具体的には、そもそも居住をはじめとす

る人間活動に適さない土地、将来的に気候変動の影響を受けて人間活動が困難になると予想される土地

等である。この解釈の下では、𝑒,-4 は地点 x における生存率と見なすことができる。第三に、Perrings 

and Hannon (2001)の定式化で考えられていたように、地点 0 が発生源である生態系サービスが負のケース

である。彼らは、汚染物質が大気中に拡散して濃度が減少していく状況を考え、空間全体を集計した効用

を最大化するという問題を設定した。このとき、汚染の発生源から遠くへ行くほど汚染の濃度は減衰する

ので、発生源近くにおける消費 1 単位と遠く離れた地点における消費 1 単位とでは、社会的福祉から見

た重みづけが異なることになる。言い換えれば、地点 0 から遠くへ行くほど汚染濃度は薄まり、他の条件

を一定とすれば効用水準は高くなるため、地点 0 の効用を割り引くことが正当化されるのである。この

ため Perrings and Hannon (2001)はΨを「正当化される空間割引率」と呼んだ。 

（2.4）式右辺第 2 項は、時間消費割引率でもおなじみの消費の限界効用の弾力性と、消費の変化率と

の積である。不平等や不確実性に対する懸念が大きい社会ほど、消費の限界効用の弾力性は大きい。消費

の限界効用の弾力性は、気候変動の経済学では倫理的に決められるべきパラメータという考え方が根強

い(Dasgupta 2008; Heal 2009)。この考え方によれば、たとえばもっとも有名な費用便益型統合評価モデル

（Nordhaus 2008）では、対数効用関数すなわち消費の限界効用の弾力性が 1 となるため、不平等回避が

過度に低いことになる。一方、このパラメータを実証的にとらえる文献も続いており、たとえばWeitzman 

(2001)のガンマ割引の流れを受けた Drupp et al. (2018) は、200名以上の経済学者へのオンライン調査を行

い、限界効用の弾力性の平均を 1.35、メディアンを 1 と報告している（表 2.7 参照）。また Groom and 

Maddison (2019)は、顕示選好により 4つの方法論のメタ分析を行い、イギリスにおける消費の限界効用の

弾力性の中央値を 1.35 とし、しかも信頼区間に 1は含まれないとしている。また Layard et al. (2008)は所

得の限界効用の弾力性をパネルデータで調べ、一貫性を見出しており、中央値は 1.26 と報告している。 
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表 2.7 Drupp et al. (2018) の調査における、割引率を構成するパラメータの記述統計量 

 平均 標準偏差 メディア

ン 

モード 最小 最大 N 

一人当た

り実質成

長率 

1.70 0.91 1.60 2.00 -2.00 5.00 181 

社会的純

粋時間選

好率 

1.10 1.47 0.50 0 0 8.00 180 

限界効用

の弾力性 

1.35 0.85 1.00 1.00 0 5.00 173 

実質リス

クフリー

利子率 

2.38 1.32 2.00 2.00 0.00 6.00 176 

社会的割

引率 

2.27 1.62 2 2 0 10 181 

下限 1.12 1.37 1 0 -3 8 182 

上限 4.14 2.80 3.50 3 0 20 183 

 

（2.4）式右辺第 3 項は、消費と生態系サービスとの交叉弾力性と、生態系サービスの変化率との積にな

っている。生態系サービスが消費と補完性を持つか代替性を持つかは、想定するサービスによる。食料を

はじめとする供給サービスであれば代替性を持ち、基盤サービス、調整サービス、アメニティのような文

化サービスであれば補完性を持つであろう(Gerlagh and van der Zwaan 2002; Neumayer 2003; Traeger 2011)。

第 3 項は、地点 x において消費と生態系サービスとが補完的であり、しかも生態系サービスが増えてい

るのであれば、その地点における消費を割り引くという意味合いになる。なお Perrings and Hannon (2001)

では、交叉弾力性はゼロとされているようである（	𝑢)' = 0）。 

（2.4）式最終項は、人口密度が高いほど、一人当たり消費の割引率は低くなる。これは、当たり前のこ

とではあるが、時間消費割引率の文献でもほとんど無視されている項である。 

 

(2) 空間生態系サービス割引率 
 空間消費割引率の場合と同様に、生態系サービスを価値尺度財にして割引率を導出することができる。

すなわち、 

 

 𝑟' = 𝜓 + ,8$$'
8$

'>
'
+ ,8#$)

8$

)>
)
− 6%

6
= 𝜓 + 𝜂''

'>
'
+ 𝜂)'

)>
)
− 6%

6
   (2.5) 
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空間生態系サービス割引率は、純粋空間選好率、生態系サービスの変化、消費の変化、人口密度の変化で

構成される。（2.5）式第 2項の生態系サービスの限界効用の弾力性×生態系サービスの変化率は、特筆に

値する。ミレニアム生態系評価 MEA (2005)や TEEB(2010)の分類に基づくと、食料、水、繊維、商業用木

材や薪などの供給サービスについては、代替財が存在する可能性が高いため、限界効用の弾力性は、消費

の限界効用の弾力性に近い値をとるかもしれない。一方で、気候の調整サービスや栄養塩循環などの基盤

サービスについては、代替することが難しいため、限界効用の弾力性は消費の限界効用の弾力性よりも高

くなるであろう。また、レクリエーションや景観などの文化的サービスは、必需品というよりは奢侈品と

しての位置づけが適当かもしれない。 

 第 3 項は、交叉弾力性と消費の変化率の積𝜂')
)>
)
であり、生態系サービス割引率においても一般的な消

費水準を考慮に入れるべきことを示している。前節にて述べた通り、時間割引率の議論と同様、生態系サ

ービスと消費とは補完財である可能性が高いため、𝜂')は非負と考えてよいだろう。たとえば、レクリエ

ーション目的の釣り活動の産出は、一般的な消費材と生態系サービスとの共同生産物になっている(Boyd 

and Banzahf, 2007)。 

最終項は、人口密度の高い地点において、一人当たり生態系サービス割引率は低くなることを示してい

る。ただし、これは必ずしも自明ではない。第一に、特に奢侈財としての生態系サービスの場合、人口と

そのサービスの消費人口とは一致しないであろう。第二に、調整サービスや基盤サービスなどの公共財の

場合もやはり、人口密度の高さは割引率の低さに直結しない。第三に、そうした生態系サービスの性質と

は関係なく、便益を受ける地域の人口を利用者と非利用者とに分けた場合、その比率は生態系サービスの

発生源に近いほど高くなると考えられる。Bateman et al. (2006) はこの点を指摘したうえで、利用者は非

利用者よりも高い価値を見出すと考えられるとしている。そのため、人口密度が一様であるとしても、生

態系サービスの発生源である地点 0 に近いほど、割引率は低く、離れるにつれて割引率は高くなるとも

考えられる。 

 

(3) 限界 WTP 割引率 
上記において消費と生態系サービスそれぞれを価値尺度財として割引率がどうなるかを概観した。実

際に生態系サービスの評価に活用するためには、生態系サービスへの限界支払い意思額（MWTP）がどの

ように変化するかを考える必要がある。MWTPは消費と生態系サービスとの限界代替率であることから、 

 

𝑀𝑊𝑇𝑃 ≡ −
𝑑𝑐
𝑑𝑠 |&8*0 =

𝜕𝑢/𝜕𝑠
𝜕𝑢/𝜕𝑐 

 

と定義できる。上記を空間に関して微分することで、MWTP の変化率を 

 

−
𝑑
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と求めることができる。これにより、 
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− &
&4
𝑙𝑛	𝑀𝑊𝑇𝑃 =	𝑟' − 𝑟)      (2.6) 

 

であることがわかる。すなわち、もっとも単純なケースでは、MWTP の空間割引率は、生態系サービス

割引率から消費割引率を引いたものに等しい。 

 たとえば Ando and Shah (2010) は、家計の保全に対する MWTP が距離減衰することを𝑚 = 𝑒,?)とモデ

ル化している（ここで c は家計が最も近い保護区との距離）。ここで β が上記の 𝑟' − 𝑟) に相当すると考

えられる。MWTP は消費と生態系サービスとの限界代替率なので、この結果は驚くべきものではないが、

もっとも単純なケースでは純粋空間選好率も人口密度も上式から消えることは特筆に値する。 

もう一点（2.6）式において重要なこととして（そして実証文献では無視されていることとして）、MWTP

は単調減少とは限らない点が挙げられる。MWTP 割引率(𝜂'' − 𝜂)')
'%

'
+ (𝜂') − 𝜂)))

)%

)
は、消費変化、生態

系サービス変化、限界効用の弾力性、交叉弾力性の相互作用によって決まる。 

 

2.4.4 関数の特定 
時間割引率の文献に従って、前節でみた三つの割引率を具体化しよう。Ebert (2003), Hoel and Sterner (2007), 

Gollier (2010) に従って、消費と生態系サービスとの代替の弾力性が一定(CES) で、相対的リスク回避度

が一定（CRRA）の効用関数 

 

u1c(x), s(x)6 = +
+,@

d(1 − 𝛾)𝑐+,
&
' + 𝛾𝑠+,

&
'f

'
'(&(+,@),        (2.7) 

 

を仮定する。ここで、 𝜎 は代替の弾力性、𝜂>1 は限界効用の弾力性、0 < 𝛾 < 1 は生態系サービスの効

用におけるウェイトである。これにより、限界効用の弾力性と交叉弾力性はそれぞれ 
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と計算される。ここで 
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は、効用レベルで見た生態系サービスの価値シェアである。 

 これらを(2.4) - (2.6) の各式に代入すると、消費割引率、生態系サービス割引率、MWTP 割引率はそれ

ぞれ 
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j,             (2.10) 

 

と表される。三つの割引率ともに、消費の変化、生態系サービスの変化に依存している。Hoel and Sterner 

(2007)が指摘したとおり、限界効用の弾力性と代替の弾力性との積がたまたま 1だとすると(𝜂𝜎 = 1), （2.8）

式の消費割引率は通常の割引率 

 

𝑟) = 𝜓 +
𝜂𝑐>

𝑐 −
𝑔>

𝑔  

 

となる。同様にして、 (2.9)式の生態系割引率も 

 

𝑟' = 𝜓 +
𝜂𝑠>

𝑠 −
𝑔>

𝑔  

 

と単純化される。（2.10）式に示される通り、MWTP 割引率は、生態系サービスの変化と消費の変化の差

に、代替の弾力性の逆数が掛けられた形をしている。これは、生態系サービスの減少（増加）が消費の増

加（減少）によって相殺される場合、MWTPは空間的に変化しないことを示している。 

 各パラメータの具体的な値を決めるにあたっては、気候変動の経済学や生態系サービスの評価などの

文献を参考にすることができる。先述の通り、気候変動の経済学においては、限界効用の弾力性𝜂)) =
,8##)
8#

 

は実証的というよりも規範的なパラメータであるという見方が有力であり、[1, 4] の範囲に収まると考え

られる(Dasgupta 2008; Nordhaus 2008; Heal 2009; Drupp et al. 2018)。もちろん解釈としては、リスク回避的、

不平等回避的であるほどこの値が大きくなる6。ただし、気候変動の文脈では世代間の不平等回避として

解釈されているので、これを世代内の不平等回避に使うべきという必然的な理由はない7。 

 
6 先述の通り、Groom and Maddison (2019) は限界効用の弾力性について、顕示選好による実証的なアプロ

ーチをとっているが、やはり同じような値を示唆している。 
7 なお世代内の不平等が世代間の割引率に与える影響については、Gollier (2015)、Emmerling (2018)、
Yamaguchi (2019)が分析しているように、世代内の不平等が高まるほど世代間の割引率も高くなると考え

られる。 
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 消費と生態系サービスとの代替の弾力性については、やはり気候変動の経済学である Heal (2009) のま

とめが参考になる。彼は、気候というグローバル公共財に関しては、熱力学の第二法則と環境の必要不可

欠性から、消費と環境とは補完的であり、𝜎 は 1 未満、場合によってはゼロに近いと考えられるとして

いる。Drupp et al. (2018)も、表 2.7 の通り、気候変動の割引率についてアンケート調査をまとめており、

𝜎 の値を 0.86 から 7.14 としている。 

 生態系サービスの文献においては、 Jacobsen and Hanley (2009) が WTP の所得弾力性を
+
A
≈ 0.38 ±0.14 

としている。ただし、MWTP の所得弾力性が代替の弾力性として使えるという考え方は強い仮定であり、

しかもグローバルな公共財が前提とされており、さらに検討の余地があるだろう (Kovenock and Sadka 

1981, Ebert 2003, Baumgaertner et al. 2017)。たとえば近年の分析である Meya (2018)は、ローカル公共財と

しての自然資本を念頭に置いた分析を行っている。 

 

(1) 数値例 

以下では、具体的なスケジュールの例を示す。CES-CRRA 効用関数において
'%

'
= )%

)
 の場合、WTP 割引率

はゼロになるが、これはあまりにも特殊なケースであろう。実際、ほとんどの理論・実証論文において、

MWTP 割引率は非ゼロとされている(Ando and Shah 2010; Bateman et al. 2006; Loomis 2000)。しかも、消費

と生態系サービスの空間的変化には、需要と供給の双方を考慮する必要がある。以下では表 2.8 の仮定を

置くこととする。 

 

表 2.8: シミュレーションの仮定 

 

パラメータ 仮定 

c(x)（地点 xにおける一人当たり消費） √𝑥; 	1/√𝑥  

c’/c（一人当たり消費の変化率） 1/2x ; -1/2x 

𝜑!	（効用における生態系サービスの価値比率） 0.1 

η（限界効用の弾力性） 1.5 

σ（代替の弾力性） 2 

𝜓（純粋空間選好率） 0.01 

g’/g （人口密度の変化率） 0 

s’/s （生態系サービスの変化率） −𝝓− 𝜽(𝒄)𝒄'
𝒄

  

𝜙	（生態系サービスの減衰率） 0.01 

𝜃(𝑐) （消費が生態系サービスにもたらす外部性） √𝑐; 	1/√𝑐	; 	𝑐(1 − 𝑐/𝑘) 

𝑘（環境容量） 1 
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以下、表 2.8 の仮定では、生態系サービスの変化率を消費の変化率の関数として表現している。これを 

(2.8)-(2.10) 式に代入すると 

 

𝑟) = 𝜓 + Fi𝜂 − +
A
j (1 − (1 + 𝜃)𝜑') +

+
A
G )

%

)
− i𝜂 − +

A
j𝜑'𝜙 −

6%

6
,      (2.12) 

𝑟' = 𝜓 + Fi𝜂 − +
A
j (1 − (1 + 𝜃)𝜑') −

B
A
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%

)
− Fi𝜂 − +

A
j𝜑' +

+
A
G𝜙 − 6%

6
,     (2.13) 

𝑟' − 𝑟) = − +
A
i𝜙 + (1 + 𝜃) )

%

)
j,            (2.14) 

 

となる。(2.12)-(2.14) 式は、今や消費の変化率のみの関数となっている。特に(2.14) 式は、生態系サービ

スの発生源から遠ざかるにつれて消費が増えるような分布になっており、しかも消費が生態系サービス

に与える外部性(𝜃)がプラスである場合、MWTP 割引率は常に負であることを示している。これは、生態

系サービスの増加率が消費の増加率に追いついていない状況を示している。これに対して外部性がさほ

ど大きくない場合は、MWTP 割引率はプラスになる可能性もある。なお、マイナスの割引率を論じてい

る文献は少なく、Dasgupta (2008)と Fleurbaey and Zuber (2012) は、将来世代が現在世代よりも（気候変動

の影響等により）消費水準が下がる時に割引率がマイナスになることは非現実的ではない、としている。

ただし彼らが論じているのは時間消費割引率であり、我々が考えている空間 WTP 割引率ではない。 

図 2.8 および 2.9 から明らかなとおり、想定している消費水準や生態系サービス水準、消費が生態系サ

ービスにもたらす外部性θによって、MWTP 割引率は様々なスケジュールを描くことがわかる。実証研

究がほぼ自明としているプラスの割引率が自明ではないことは特筆すべきであろう。 

図 2.8 では、生態系サービスの発生源から離れるにつれて一人当たり消費が単調に増加するケースを考

え、𝑐(𝑥) = √𝑥 を仮定している。一人当たり消費の変化率は
)%

)
= +

C4
 となり、増加率は逓減する。この状

況は、豊かな自然を擁する農村部と都市部を考えるとわかりやすい。（2.14）式にある通り、消費から生

態系サービスへの外部性を表すパラメータ𝜃 が十分にマイナスでない限り、MWTP 割引率はマイナスで

ある。図 2.8 の三つのパネルは、外部性θについて異なる仮定を置いている（√𝑐; +√) ; 	𝑐 i1 −
)
E
j）。これら

はアドホックではあるものの、十分に現実的と思われる。表 2.8 に要約された仮定を(2.14)式に代入して、

図 2.8 の三つのパネルに示した MWTP 割引率を得る。パネル a,b,c における具体的な MWTP 割引率はそ

れぞれ 

 

𝑟' − 𝑟) = −
1
𝜎 s𝜙 +

1 + √𝑥
2𝑥 u 

𝑟' − 𝑟) = −
1
𝜎v𝜙 +

1 + 1
√𝑥

2𝑥 w 
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𝑟' − 𝑟) = −
1
𝜎

⎝

⎜
⎛
𝜙 + (1 +

√𝑥 s1 − √𝑥	𝑘 u

2𝑥

⎠

⎟
⎞

 

 

となる。いずれの場合も、MWTP 割引率はマイナスであり、生態系サービスの発生源から遠ざかるにつ

れて MWTP 割引率が減少することがわかる。したがって、一人当たり消費が増加するようなケースでは、

生態系サービスの発生源から遠ざかっているにもかかわらずMWTPは増加することになる。 

逆に図 2.9 では、生態系サービスの発生源から遠ざかるとともに一人当たり消費が下がっていくケー

ス、𝑐(𝑥) = 1/√𝑥 を想定している。この分布の下で消費の変化率は𝑐′/𝑐 = −1/2𝑥 となる。イメージとし

ては、富裕層が郊外の緑豊かな田園に、低所得者層が都市部に住むようなケースや、それとは逆に、最近

の都市の生態系への需要増加(Bolund and Hunhammar 1999; Gómez-Baggethun and Barton 2013)に対応して

高所得者層が緑豊かな都市に住み、低所得者層が郊外に住むケースが考えられる。（2.14）式に示した通

り、消費が生態系サービスに与える外部性が十分にマイナスでない限り、WTP 割引率はプラスとなる。

具体的な MWTP 割引率は、 

 

𝑟' − 𝑟) = −
1
𝜎 s𝜙 − (1 +

�1/√𝑥)/2𝑥u 

𝑟' − 𝑟) = −
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1
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⎜
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𝜙 + (1 +

√𝑥 s1 − √𝑥	𝑘 u

2𝑥

⎠

⎟
⎞

 

 

である。 

以上の結果より、MWTP 割引率は、一人当たり消費と生態系サービスとの関係に大きく依存し、特に

消費が生態系サービスに与える外部性が重要である。一人当たり消費とその外部性がマイナスの関係に

ある時、MWTP 割引率の減少率は緩やかになる。 
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図 2.8 消費、生態系サービス、MWTPそれぞれの割引率：一人当たり消費が単調増加のケース 

Panel a (𝜽(𝒄) = √𝒄 ): 

 
Panel b (𝜃(𝑐) = 1/√𝑐 ): 

 
Panel c (𝜽(𝒄) = 𝒄(𝟏 − 𝒄/𝒌) ): 

 

注：地点 x における一人当たり消費は𝑐(𝑥) = √𝑥 したがって𝑑𝑐/𝑑𝑥/𝑐 = 1/2𝑥 と仮定している。その他

の仮定は表 2.8 を参照。 
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図 2.9: 消費、生態系サービス、MWTPそれぞれの割引率：一人当たり消費が単調減少のケース 

Panel a (𝜽(𝒄) = √𝒄 ): 

 
Panel b (𝜽(𝒄) = 1/√𝑐 ): 

 
Panel c (𝜽(𝒄) = 𝑐(1 − 𝑐/𝑘) ): 

 

注：地点 x における一人当たり消費は𝑐(𝑥) = 1/√𝑥 したがって
)#
)*
)
= −1/2𝑥 と仮定している。その他の
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仮定は表 2.8 を参照。 

 

2.4.5 理論の適用と実証研究 
 既存の実証研究によれば、生態系サービスに対する評価は時間と空間それぞれについて割引が行われ

ている。特に、空間割引や距離減衰については、多くの実証研究がある(Bockstael, 1996; O’Neill, 2001; Perry, 

2002; Pickett and Cadenasso, 2002; Turner, 2005)。また、本稿と同じようにこれが厚生や保全政策に与える

影響を議論した研究もある(Perrings and Hannon, 2001; Barbier 2009)。 

 そこで本節では、前節までに概要を示した理論モデルにどのようなパラメータを使うのが良いのかを

さらに検討するため、実証研究の状況を概観する。まずトラベルコスト法による評価としては、アメニテ

ィや負のアメニティに関する研究がある(Bateman et al. 1996; Mendelsohn and Markstrom 1998)。 

また Bateman et al. (2006)は、母集団ではなくサンプルに伴う距離減衰の問題を指摘している。生態系サ

ービスの発生源近くのサンプルで得られた評価額を、政治経済社会の管轄全体に適用すると過大評価と

なるため、距離減衰を考慮に入れる必要がある（Loomis 2000）。また、そもそも調査への回答率が生態系

サービスの発生源近くで高い場合、Heckman (1974)のセルフ・セレクションバイアスが距離に応じて拡大

することも考えられる。さらには、対象となる生態系サービスのユーザ・非ユーザ比率も、距離に応じて

小さくなっていくと考えられる。 

最近のサーベイとしては Glenk et al. (2019); Johnston et al. (2019)、Norton and Hynes (2018)などにあるよ

うに、距離減衰の実証研究は増えている。Pate and Loomis (1997) は、非利用価値についても距離減衰を

認めているし、Hanley et al. (2003) は非利用価値よりも利用価値の方が距離減衰が急速に進むことを示し

ている。これは、たとえばアメリカ人にとってのアマゾンの森林の非利用価値が、ヨーロッパ人にとって

のそれよりも高いとは限らないことから容易に想像できる。 

最近のベルギーにおける離散選択型実験において、De Valck et al. (2017) は代替効果が空間によってど

う変わるかを調べるため、いくつかの空間割引率を試すという方法を取っている。選択型実験を使って距

離減衰を使った研究は最近も良く見られる(Dissanayake and Ando 2014; Czajkowski et al. 2017; Badura et al. 

2019)。本稿における消費（所得）と距離だけでなく、環境意識なども説明変数に入れられることが多い。

また、保全プログラムの影響を調べた研究もある(Ferraro and Hanauer, 2014; Turner et al. 2010; Luisetti et al. 

2011; Kozak et al. 2011)。サービス供給と需要者とのミスマッチも指摘されている(Ruhl et al. 2007; Costanza 

2009; Fisher et al. 2009)。さらに、Koch et al. (2009) は、生態系サービスの非線形性と距離減衰に注目して

いる。 

以上の理論分析と数値例から、もっとも単純なケースでは、空間 MWTP 割引率は空間消費割引率と空

間生態系サービス割引率との差になること、したがって生態系サービスの発生源から遠ざかるからと言

って必ず割引率がプラスになるとは限らないことなどが示された。ただし、本研究での選択型実験（コン

ジョイント分析）では、空間的に消費水準が大きく変化するとは考えにくいため、実際にはMWTP 割引

率はプラスになるであろう。いずれにしても、これまでアドホックな空間割引率（距離減衰）が想定され

ることが多かった生態系サービス評価において、WTP 変化に一定の理論的根拠を与えたという意義があ

ると考えられる。また、実証研究として Koch et al. (2009), Cambell et al. (2009), Johnston and Ramachandran 

(2014)などを参考にしながら、いつどのような場合に MWTP 割引率がどのようなスケジュールを描くか

をさらに検討することが必要となる。 
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2.5 生態系勘定導入に向けた生態系サービスのシャドウ・プライスの実証研究（3 年間

の成果） 
2.5.1 生態系サービスの空間分布 
  生態系勘定のフロー表においては、生態系サービスの供給源（発生源）で生まれた価値がどの場所で受

益されているかを記述することが目指されている。そうした受益の分布は生態系サービスによって異な

ることが予想される。例えば森林生態系サービスについて、洪水防止機能は河川流域（特に下流）で受益

されていると考えられるのに対して、土砂災害防止機能は中上流域で受益されていると考えられる。ある

いは、二酸化炭素の吸収や生物多様性保全といった生態系サービスは、その純粋公共財的性質もあり空間

的に広がりつつ分布することを留意する必要がある。受益の分布についての情報は、生態系サービスの需

要についての社会調査を行うことにより得られる。 

岩手県を対象としたフロー勘定の作成のために、岩手県の性別と年齢の人口構成にそって抽出した

1063 世帯に対し、森林の生態系サービスとしてどのような機能を享受しているかについての設問を行っ

た。ここでは日本学術会議（2001）を参考に、以下の森林生態系サービスについて調査した。 

 

1. 心身の癒しや安らぎの場を提供する働き 

2. レクリエーションや遊びの場を提供する働き 

3. 自然に親しみ、自然と人とのかかわりを学ぶなど教育の場としての働き 

4. 住宅用建材や家具、紙などの原材料となる木材を生産する働き 

5. きのこや山菜などの林産物を生産する働き 

6. 貴重な野生動植物の生息の場としての働き 

7. 山崩れ防止する働き 

8. 洪水を防止する働き 

9. 二酸化炭素を吸収することにより、地球温暖化防止に貢献する働き 

10. 水資源を蓄える働き 

11. 空気をきれいにしたり、騒音をやわらげる働き 

 

これらに対して、自身がどの程度受益しているかについて 5段階評価（1 が最高、5 が最低、およびわ

からない）で回答を求めた。また、自身の受益が受益しているかどうかにかかわらず、それぞれの機能の

重要性に関する認識についても、同様のスケールで回答を求めた。プライバシー保護の観点から回答者の

居住地は郵便番号レベルでの識別にとどまるが、おおよその受益地は測定可能である。そこから、生態系

サービスの受益者が空間的にどのように偏在しているかについて、マッピングにより検討することがで

きる。マッピングには ArcGIS 10.4.1 for Desktop のジオコーディング機能を利用し、ジオコーディングの

ための郵便番号の参照データは ArcGIS スターターパックを利用した。ここで、2013 年度以降に郵便番号

の変更があった地域は参照データが 2012 年のデータを利用したためジオコーディングを行うことができ

なかったので、本分析については郵便番号からのジオコーディングが可能であった 903 件について行っ

た。ここでは、生態系サービスのうち、心身の癒しや安らぎの場を提供する働きおよび洪水を防止する働

きについてみると、上述のように県南西部において分布に違いが見られた（図 2.10）。生態系サービスの

タイプの違いによって受益分布が異なることが予想される。生態系サービスの利他性、アクセス、混雑減

少の有無などの要因に焦点をあて、生態系サービス源の立地を考慮した評価を行う。 
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2.5.2 空間的評価―生態系サービスの空間割引率と混雑現象 
生態系サービスへのアクセス性と混雑現象が生態系サービスの評価にどの程度影響するかを検

証するために社会調査を行った。本調査は全国の住民を対象として各都道府県の性別と年齢の人口

構成に沿うようにサンプル抽出を行い、調査票に対する回答を依頼した。その結果、5330 の回答が

収集された。サンプルの内訳は表 2.9 のようにまとめられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.10 心身の癒しや安らぎの場（左）および洪水を防止（右）に対するサービス評価分布 
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表 2.9 アクセスおよび混雑現象に関する社会調査データの集計状況 

 

 

男性 女性 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上
北海道 295 128 167 39 44 76 49 66 21
青森県 43 23 20 8 9 8 6 12 0
岩手県 23 9 14 8 2 5 3 4 1
宮城県 103 49 54 18 19 26 19 17 4
秋田県 32 12 20 5 2 10 5 9 1
山形県 40 23 17 9 6 7 9 5 4
福島県 49 30 19 11 8 10 5 13 2
茨城県 58 32 26 16 13 11 14 4 0
栃木県 44 24 20 5 13 10 7 8 1
群馬県 38 25 13 6 9 6 11 5 1
埼玉県 285 155 130 49 60 66 49 42 19
千葉県 255 141 114 44 53 55 43 35 25
東京都 814 409 405 134 191 189 159 92 49
神奈川県 442 218 224 52 84 107 95 60 44
新潟県 81 36 45 18 17 21 13 11 1
富山県 31 21 10 8 6 3 7 5 2
石川県 35 17 18 5 8 10 5 4 3
福井県 24 15 9 6 2 7 1 6 2
山梨県 23 11 12 5 2 7 4 4 1
長野県 76 44 32 11 13 23 12 13 4
岐阜県 81 40 41 13 15 15 20 12 6
静岡県 137 72 65 21 26 36 23 20 11
愛知県 414 213 201 76 79 75 83 62 39
三重県 61 25 36 9 6 11 14 14 7
滋賀県 45 20 25 8 11 12 9 3 2
京都府 126 66 60 16 24 30 27 21 8
大阪府 382 183 199 75 67 88 69 62 21
兵庫県 228 115 113 31 43 63 46 28 17
奈良県 56 18 38 9 14 13 7 10 3
和歌山県 33 17 16 5 8 10 5 4 1
鳥取県 30 19 11 5 11 5 5 3 1
島根県 19 14 5 1 4 4 5 5 0
岡山県 88 38 50 7 15 29 16 12 9
広島県 119 63 56 21 21 30 19 19 9
山口県 51 24 27 7 4 14 10 16 0
徳島県 22 13 9 3 6 2 5 5 1
香川県 38 20 18 8 5 13 5 5 2
愛媛県 66 32 34 14 6 17 10 15 4
高知県 26 12 14 3 6 5 6 4 2
福岡県 250 115 135 24 43 55 56 55 17
佐賀県 29 12 17 3 4 7 8 6 1
長崎県 52 21 31 7 9 10 9 14 3
熊本県 57 29 28 5 14 13 12 11 2
大分県 33 20 13 3 6 8 7 8 1
宮崎県 23 15 8 0 4 11 6 1 1
鹿児島県 41 22 19 3 4 11 10 9 4
沖縄県 32 19 13 4 7 14 7 0 0
合計 5330 2679 2651 838 1023 1258 1015 839 357

回答者
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多属性分析における注目すべき属性として、(1)評価対象までの距離、を導入する。その他の属性

として、(2)整備エリアの広さ（面積）、(3)整備エリアの混雑率（利用率）、(4)負担費用（世帯あたり

年間）を想定した。整備エリアの混雑率については、レクリエーションなどの文化的サービスにお

いて発生することが考えられる混雑現象について、どの程度の不効用がもたらされるかを調査する

ためである。想定した属性および水準は、表 2.10 のようにまとめられる。 

 

表 2.10 選択型実験において想定した属性および水準 

 

 
 

表 2.10 の属性および水準を組み合わせてプロファイル（選択肢）を作成する際には、効率よく選

択肢集合を作成する手法として直交計画法を採用した。実際の作成には統計ソフト R のパッケージ

の一つである AlgDesign を使用した。その結果、25 の直交プロファイルが生成された。このプロフ

ァイルが含む属性はそれぞれ直交しており、多重共線性の心配がないことにも注意されたい。 

同じ手順で 25 の直交プロファイルを 3セット生成し、選択肢 3つからなる選択質問を 25問用意し

た。回答者の負担を考え、一人あたりに回答を求めるのは 5 問とした結果、5 つの質問バージョン

を準備した。サンプルの回答者には、5つのバージョンのうち一つがランダムに提示される。 

  調査票における選択型実験の質問にあたっては、図 2.11 のような導入文を用意した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属性 水準１ 水準２ 水準３ 水準４ 水準５

整備エリアまでの距離
自宅から1〜5km
圏内

自宅から5〜10km
圏内

自 宅 か ら

10~20km圏内
自宅から20~30km
圏内

自宅から30km 以上

整備面積 20ha 40ha 60ha 80ha 100ha

平均の利用率

20%程度（全く
混雑していない

状態）

50%程度（ほぼ混
雑しておらず，活

動がスムーズにで

きる状態）

80%程度（やや混
雑しているが，活

動に大きな問題は

ない状態）

100%程度（混雑
しており，森林で

の活動に支障が出

はじめる状態）

120%程度（非常に混
雑しており，森林で

の活動に支障が出て

しまっている状態）

世帯あたり負担金（世

帯あたり年間）
1,000円  2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
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図 2.11 選択型実験の導入文 

 

回答者は提示された3つの整備案を比較して、もっとも望ましいものを回答することが求められ

る。その際に、No-Choiceオプションとして「どれも選ばない」という回答も可能である。図2.12

は選択質問の一例を示している。 

 

 

           ↓           ↓            ↓        ↓ 

どれか一つを選択   □            □               □         □ 

 

図2.12 選択型実験の質問例 

社会調査の実施により、図 2.12 のような質問に対する回答を収集し、それを解析することにより生

態系サービスに対する選好を分析する。分析モデルは時間割引の研究と同様であるため、2.5.4節に

まとめるが、ここでは整備エリアまでの距離に関する推定係数は負（アクセス性が悪化するほど便

益が低下）、利用率に関する推定係数は負（混雑現象が発生するほど便益が低下）であることを予想

している。整備エリアまでの距離の係数の大きさから、空間的に離れることがどれだけ不効用をも

たらすかを計測することができ、そこから空間割引率を求めることができる。 

選択肢１ 選択肢２ 選択肢３

整備エリアま

での距離
自宅から1〜5km圏内 自宅から1〜5km圏内 自宅から5〜10km圏内

整備面積 40ha 40ha 100ha

平均の利用率

50％程度
（ほぼ混雑しておらず，活動が

スムーズにできる状態）

50％程度
（ほぼ混雑しておらず，活動

がスムーズにできる状態）

50％程度
（ほぼ混雑しておらず，活動が

スムーズにできる状態）

世帯あたり負

担金（世帯あ

たり年間）

4,000円 4,000円 5,000円

どれも選ば

ない

お住まいの都道府県で森林を整備するために、新たな事業を実施するとします。下表

の3種類の整備案を見て、質問にご回答ください。 

l 整備面積は、その事業によって維持される、良質な森林の面積を表します。 

l 平均の利用率は、その森林における混雑の度合いを表しています。 

l 負担金は、毎年集められ、集まったお金は、お住まいの都道府県内の森林整備事

業のみに使われるとします。負担金を支払うと、その分だけ、あなたの世帯が自

由に使えるお金が少なくなることにご注意ください。 
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2.5.3 時間的評価―将来の生態系サービスの時間割引率 
  自然資本は、その性質から言って一時点だけでなく、サービスと便益を提供し続ける限りにおい

て長期的な評価視点を必要とする。自然資本のシャドウ・プライスを評価するに当たり、Arrow et al. 

(2003)や Fenichel and Abbott (2014)は自然資本から生じる便益の将来流列を割り引いて現在価値を求

めるという操作を明示した。生態系勘定においても、生態系資産の原単位価値を推定することが求

められるが、Arrow(2003)や Fenichel and Abbott(2014)の議論によれば、本来はその生態系資産（例え

ば森林や湿地）が将来に渡って提供する生態系サービスの価値を割り引いたものとして考えられる。 

  その際に、いかなる割引率が生態系サービスに適用されるのかという論点が生じる。環境問題に

ついて議論する際に適用される割引率は、社会的割引率としてしばしば市場利子率より低い率が採

用される傾向にあるが、生態系サービス評価における割引率はいかほどかはよく解明されていない

問題である。例えば、森林資源では、成長途中の若い森林は、成長を終えた森林よりも高く評価さ

れることなどが指摘されており、生態系サービス評価の現在価値評価に影響を与える。 

  そこで、本研究では森林の保全プロジェクトを念頭に置いて、森林資源のシャドウ・プライスに

対する評価研究を行う。利用する評価手法は、多属性評価が可能であるコンジョイント分析とし、

属性については森林プロジェクトを記述する形で、(1)整備面積、(2)整備される森林の樹齢、(3)政策

効果期間、(4)実施費用を想定し、それぞれの評価ウェイトを推定する。特に、(3)政策効果期間は、

享受できる生態系サービスに関する時間選好率に関連し、時間的要因を含めたシャドウ・プライス

推定として注目される属性である。表 2.11は森林資源のシャドウ・プライス推定の属性と水準をま

とめたものである。 

 

表 2.11 コンジョイント分析における属性と水準 

 

 
 

空間割引率推定の実証研究と同様に、この属性水準を組み合わせて、回答者に仮想的な政策を複数

提示し、その中からもっとも望ましい政策を回答することを求める。その回答データを分析するこ

とにより、各属性のウェイトを推定する。そこから支払意思額（WTP）を推定するを通じて、各属

性が森林の価値（シャドウ・プライス）に与える影響を観察する。 

  以上を踏まえた選択質問の例は図 2.13 のように示される。 
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図 2.13 時間割引率推定のための選択型実験質問例 

 

社会調査の実施により、図 2.13 のような質問に対する回答を収集し、それを解析することにより生

態系サービスに対する選好を分析する。ここでは政策効果期間の係数が負であることを想定してい

る。それは、便益享受が遅れるほど現在価値が低下することを意味しており、そこから時間割引率

を求めることができる。時間割引率の計測は、空間割引率と合わせて推定モデルによる結果を参照

し 2.5.5 で記述する。 

 

 

2.5.4. 選択型実験の解析モデル 

選択型実験で用意されたそれぞれの選択質問は、各属性の重要性を考慮しつつ最も望ましい選択

肢（政策案）を回答することが想定されている。これは、与えられた選択肢集合の中からもっとも

効用が高くなる選択肢を選ぶという効用最大化モデルが想定できる。ただし、選択肢プロファイル

として記述できない効果（観察不可能な影響）も考慮した、ランダム効用の最大化を想定し、

McFadden (1974)によって開発されたロジットモデルなど、効用理論と整合的な推定モデルを適用す

る。 

ランダム効用モデルは、各プロファイルから得られる効用 U を、プロファイル属性から観察される

部分 V と、観察できないランダム項εに分解できると仮定する。 

 

                                      (2.15) 

 

Uin は個人 が選択肢 を選んだときの効用を表し、そのうち Vin は提示されたプロファイルの属性

から規定される部分となる。通常は、各属性について線形であることを想定し、 

 

𝑉!" = 𝑐 + ∑ 𝛽!𝑋!$
!*+                                     (2.16) 

 

とする。ただし Xiは属性、βiは推定すべき属性の係数（ウェイト）、mは属性の数を表す。 

in in inU V e= +

n i
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ここでεが独立で同一の第 1種極値分布（IIDEV1）に従うとすると、条件付きロジットモデルが得

られる。すなわち、回答者に提示された選択肢の集合を Cn とすると、個人 が Cn の中から選択肢

を選ぶ確率 Pinは、(2.17)式で表される。 

 

                     (2.17) 

 

 (2.15)式を代入して変形すれば、次のようになる。 

             (2.18) 

IIDEV1 の差はロジスティック分布に従うことから、条件付きロジットモデルは次のように定式化

される（McFadden (1974)）。 

 

                                    （2.19） 

 

この式を利用して、ランダムに与える部分プロファイルから、効用関数のパラメータ、すなわち各

属性のウェイトを求めることができる。 

  条件付きロジットモデルを発展させたモデルに、ランダムパラメータロジットモデル（RPL）が

あり、2.3節はこれを適用している。2.3節で述べたとおり RPLは推定係数に分布型を想定するもの

であるが、ベイズの反転公式を適用することで個人別に係数、ひいては割引率を推定することが可

能となる。 

 

2.5.5 推定結果 

(1) 空間割引率 

条件付きロジットモデル(2.19)式を用いて、属性プロファイルの係数を推定した結果、表 2.12 が

得られた。想定していたすべての属性係数について、統計的有意に推定された。符号条件も整合的

であり、整備エリアまでの距離についての符号が負であることは、生態系サービスの発生源までの

距離の増加は価値減価をもたらすことが示された。また、整備エリアの広さがの符号が正であるこ

と、負担金の増加が負であることは直感的に合致し、理論的仮定にも矛盾しない。また、利用率の

増加の係数が負であることは混雑現象の発生による価値減価が示唆される。 

 

表 2.12 空間的要因のパラメータ推定結果 

 

n
i

( , )in in jn nP prob U U for all j C= > Î

( , )
( , )

in in in jn jn n

jn in in jn n

P prob V V for all j C
prob V V for all j C

e e

e e

= + > + Î

= - < - Î

Pin =
exp(Vin )
exp(Vjn )j∑
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この結果から、距離についての価値の減価（空間割引）がどの程度生じるのかを推定する。その

ために、効用の確定部分 V について全微分し、無差別（等効用）の状態を想定するために 0 とおく。 

 

    𝑑𝑉 = FG
FH&

𝑑𝑋+ +
FG
FH+

𝑑𝑋C +
FG
FH,

𝑑𝑋I +
FG
FH-

𝑑𝑋J = 0                    (2.20) 

 

ここで、X1は整備エリアまでの距離、X2は整備エリアの広さ、X3は平均利用率、X4は負担金の各

属性を表す。いま、X1 と X4 の代替関係を見るために dX2 = dX3 = 0 とおくと、 

 

&H-
&H&

= − FH&
FH-

                                                (2.21) 

 

が得られる。(2.21)式は、距離が 1km近づく（離れる）ことに対する効用の増加分（減少分）を、ち

ょうど相殺する負担金額の変化分を表し、距離に対する限界 WTP（MWTP）と解釈できる。右辺は

係数比であることに注意すれば、森林生態系資源の改善に対する MWTP が、評価者から生態系資源

までの距離に応じてどの程度の割合で低下していくかについて、1kmあたり 14.6円の評価減価であ

ることが推測される。この値は、選択型実験のプロファイル・シナリオとして提示した負担額ベー

ス（3,000円）に対して 0.05%に相当する。線形関係を想定すれば、10Km離れた評価者にとっては

直近の評価者と比べて約 0.5%、20km離れると 1%、30km で 1.5%、という価値減衰（割引率）が観

察された。線形の仮定の妥当性は今後検証する必要があるが、理論分析で議論された割引率の実際

の規模が示唆された。 

この結果は、各都道府県別に構築する生態系勘定において、森林の空間的配置に応じた調整を可

能にするものである。鹿又他（2003）によれば、各都道府県の森林から人までの距離は図 2.14 のよ

うに推定されている。 

係数 標準誤差 t 値 P値

整備エリアま

での距離

（km）

-0.007161 0.0007581 -9.45 0.000 -0.0086468 -0.0056751

整備エリアの

広さ（ha）
0.002759 0.0003305 8.35 0.000 0.0021112 0.0034068

平均の利用率

（％）
-0.0033754 0.0003252 -10.38 0.000 -0.0040128 -0.002738

世帯あたり負

担金（円／世

帯／年間）

-0.0004878 9.50E-06 -51.36 0.000 -0.0005064 -0.0004691

No-choice

ASC
-0.9783861 0.0468959 -20.86 0.000 -1.0703 -0.8864719

95%信頼区間

Number of obs = 106,600

Wald chi2(5) = 3284.85

Log likelihood = -32902.686

Pseudo R2 = 0.1094
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図 2.14 森林から人までの距離 

出典 鹿又他(2003) 「人と森林の距離」森林総合研究所 平成 15 年度 研究成果選集 

 

図 2.13 と本推定結果に基づけば、東京および千葉は 1%以上、茨城、神奈川および愛知はおよそ

0.75%、青森、新潟、富山、群馬、栃木、静岡、三重、大阪、香川および佐賀はおよそ 0.375%の割

引に相当する。本研究の原単位評価には距離が想定されていないため、空間的要因を考慮していく

際には勘定表においても空間割引を反映させることになる。 

  また、分析結果表 2.12は、混雑現象がもたらす不効用の度合いも示唆している。時間割引率の推

定と同様に効用の無差別曲線を想定した代替関係から、混雑は、1％の混雑増加に対して 7円の不効

用が観察された。この推定値に基づけば、たとえば 60％程度の稼働率では 420円、つまり 14%程度

の過大評価になっており、100%の稼働率では 23％の価値減価が生じることが示唆される。しかし

ながら一般には森林エリアの混雑率は低いため、混雑現象による価値減価を考慮しなければ行けな

い対象は非常に限られると考えられる。 

 

(2) 時間割引率 
図 2.13 のような選択質問に対する回答データを収集して、同じく条件付きロジットモデルにより

各パラメータを推定する。その推定結果は表 2.13 のようにまとめられる。 
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表 2.13 コンジョイント分析における各属性係数の推定結果 

 
 
政策効果が現れる年度については、負の符号を示しており、生態系サービスの享受は早いほど望ま

しいことを示しており、割引率が正であることを示唆する。その貨幣評価として、負担金属性との

比をとれば、 
 

政策効果タイミング／ 負担金＝ -0.01156 / -0.00026  = 44.6 
 
となる。つまり、1 年間の政策効果の前倒し（先送り）のためには、政策実施のための負担金を毎

年 44.6円追加（削減）することで許容されるということを意味する。推定値から、増加プロファイ

ルで支払い金額が取りうる 8,000円を参照値とすると、およそ 0.6％という割引率が示唆される。 
  0.6% という割引率は、公共事業で利用される割引率や、民間企業のプロジェクトなどで利用さ

れる私的割引率よりはかなり低い値であるが、近年で検討されている二酸化炭素排出のダメージを

評価する際に利用された社会的割引率 0.1%には近い値である。こうした回答者の将来の生態系サ

ービスに対する評価に、回答者の世代間衡平に対する意識が現れていると考えられる。 
 

2.5.7 生態系サービス評価における留意点 
 ストック評価には CVM を適用し厚生価値に基づく原単位評価を行った。それに対してフロー評

価には空間的考慮、時間的考慮が必要であり、そうした多要因を定量的に考慮するためには選択型

実験の適用が有効である。 
 CVMや選択型実験については、栗山ほか（2013）など優れた解説書が存在するが、生態系勘定

のための生態系サービス評価に適用する際に重要な点は次のような点である。第一に、評価主体の

単位であり、世帯・家計単位で計測するか、一人あたりで計測するかの違いである。生態系サービ

スの多くは公共財的性質をもち、非排除性、非競合性として特徴づけられる。その際に、求められ

た支払意志額に世帯数を乗じる場合と、人口を乗じる場合では、かなり大きな差異が発生する。た

だし、実際には生態系サービスの受益分布は一様でないため、第 1 章で行ったような便益波及の特

定が求められる。第二に、生態学的地理単位と、行政的地理単位の不一致である。一般に、生態系

サービスを評価するさいには流域や集水域など自然的条件を考慮した境界を想定することが望ま

しいが、勘定表は行政的単位で集計される。必ずしも両者は一致しないため評価主体・評価範囲の
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定義は困難が伴う。これについても、フロー勘定を参照して受益者の分布を確認することが望まし

く、これについても原単位評価に基づくストック勘定だけでなく、供給・使用状況を示すフロー勘

定と合わせた評価が必要である。 

 

2.6 まとめ 
本章では生態系サービスのシャドウ・プライスに関する時間割引と空間割引というた新しい問題

に対し、第一に、生態系サービスをもたらすストックの公共財的性質を考慮した空間割引（距離減

衰）理論モデルの精緻化と、応用への橋渡しに向けて先行研究から実際の割引の規模について分析

を行った。まず、空間割引を実施するにあたって、経済評価を行う際の価値尺度財の違い、特に消

費財、生態系サービス、WTP を価値尺度財にした場合の割引率の相違について整理し、定式化を行

ったうえで、シミュレーションによる比較分析を行った。その結果、もっとも単純なケースでは、

空間 WTP 割引率は空間消費割引率と空間生態系サービス割引率との差になること、したがって生

態系サービスの発生源から遠ざかるからと言って必ず割引率がプラスになるとは限らないことな

どが示される一方、通常考えられるケースに置いては生態系の価値評価の際に WTP を採用した際

の割引率はプラスであることが示唆された。 

また先行研究のレビューにおいて、時間割引、空間割引ともに、環境や生態系サービスの経済評

価においてはかなり研究が蓄積しつつあることが判明した。これらに比して、本調査の結果は、か

なり低い時間割引率、そして空間割引率については既往研究と同じような水準であった一方、両者

を同時に推定する研究はほぼない。 
こうした研究背景において、実証研究では時間割引と空間割引の同時推定に成功した。RPL を適

用することで同時分布をもとめ、両者の高い相関を観察できた。さらにそうした割引率を規定する

要因として、生態系サービスが公共的な便益をもたらす時に率が低くなることから、利他性が影響

していることを見出した。こうした発見は、生態系サービスを評価する際に、その立地や特性によ

って割引率が変化しうることが示唆される。 
本研究からの環境政策への貢献として、次の点が指摘できる。第一に、時間・空間割引の研究成

果は環境経済統合勘定の議論には全く反映されていないため、本研究結果における発見は今後の生

態系サービス評価を理論的・実証的に発展させることになり、より精緻な情報に基づく政策評価が

かのうになる。第二に、サブテーマ 1 で整備されたような国内の生態系勘定を、世代間・世代内の

衡平性を配慮したものにすることができる。第三に、サブテーマ 3 で対象となった環境政策の費用

便益分析において、時間や空間のスコープを決めたうえで、世代間・世代内の衡平性を配慮した分

析と意思決定ができるようになる。こうした研究の進展は衡平性と効率性の双方に配慮した PES 設

計などに有効性を発揮する。 
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第 3 章  生態系勘定に基づく公共政策評価 

3.1 太陽光発電関連施設の設置による環境・経済・社会への影響の分析（令和 2 年

度の成果） 

3.1.1 太陽光発電所と自然生態系の包括的評価 

太陽光発電システムの設置に関する決定は、環境および経済の観点から国および地方の戦略をも

とに実施されている。太陽光発電システムの設置に際して森林や荒れ地などの自然生態系を伐採す

る必要がある場合、設置に伴うポジティブな効果とネガティブな効果について議論する必要がある。

太陽光発電システム運用のポジティブな効果には、政府の地球温暖化対策への貢献、再生可能エネ

ルギー目標の達成、政府および地方自治体の経済活性化、技術革新などがある。一方、森林地帯や

荒れ地に太陽光発電システムを設置する場合、生息地や景観が破壊され、自然の生態系に悪影響を

及ぼす。また、斜面が森林伐採されると保水能力の喪失を引き起こし、大雨の際の地滑りの可能性

を高める。このような事象の発生時には、地すべりに伴って太陽光発電所が二次被害を受ける可能

性がある。これらのネガティブな効果は、太陽光発電システムが設置されている地域に、住民によ

るその地域への愛着の減少や地域の災害リスクの増大など、さらなる悪影響を引き起こす可能性が

ある。ポジティブな効果とネガティブな効果はそれぞれ種類が異なるが、相互に関連している。 

地域の自然生態系の保全は、住民にとって大きな関心事である。太陽光発電所の設置にかかる計

画は、多くの場合、民間の事業会社によって開発および運営されているが、自然生態系の改変を伴

う計画を許可する権限を持っているのは地方自治体である。地方自治体の意思決定者が、開発を促

進するか自然生態系を保護するかという判断を決定するのは困難を要する。この際、今回提案した

方法論を用いることで、自然生態系の改変を伴う太陽光発電所の評価を可能な限り客観的かつ定量

的に評価できる。これにより、地方自治体の政策決定者の意思決定に役立つことができ、利害関係

者間の合意形成に役立てられると考える。 

森林等を伐採して太陽光発電所を設置する場合、森林が失われることによる影響は無視できない。

しかし、太陽光発電は地球温暖化対策などの観点から推進されており、森林等を伐採して太陽光発

電所を設置しないということが最良の選択肢とは限らない。そのため、森林等を伐採して太陽光発

電を設置することが、許されるかどうか検討すべきである。しかし、ポジティブな効果とネガティ

ブな効果の各評価項目はそれぞれ対象が異なるため、評価項目間の比較が考慮できない。そこで、

LCA の環境影響評価手法である LIME を用いることで、各評価項目を統合化して比較評価を行うこ

とができると考えた。環境効率とは、製品・サービスの価値を環境負荷で割ることで算出する。こ

こでは、環境効率の一種として、P/N比の考え方を太陽光発電所に当てはめる。P/N比とは、太陽光

発電の実施によるポジティブな効果として表される便益を、森林等の減少によるネガティブな効果

として表される損失で割ることで算出する。P/N 比は数値が 1 を超える場合、太陽光発電所の設置

によるポジティブな効果が、森林等の減少に伴うネガティブな効果を上回る。この場合、森林等を

伐採して太陽光発電所を設置しても差し支えないと判断できる。 

ここでは、ポジティブな効果とネガティブな効果をそれぞれ定量化するとともに、LCA の環境影

響評価手法を用いて包括的に評価した。また、ポジティブな効果とネガティブな効果のどちらが大

きいかを判別できる指標を作成した。気候変動の緩和と経済的利益をポジティブな効果の評価項目、

炭素吸収源と生物多様性の喪失、災害リスク増加をネガティブな効果の評価項目として取り扱う。
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これら評価項目は、森林生態系を改変して太陽光発電所を設置するという事例において、政府およ

び地方自治体が考慮すべき要素である。それぞれの評価項目について、以下に説明する。 

 
(1) 地球温暖化の緩和 
上述したように、多くの政府は気候変動を世界的な懸念として認識している。太陽光発電は、石

炭や天然ガスなどの化石燃料を使用した火力発電よりも使用時の GHG 排出量は極めて少ない

(Bauer et al, 2017)。したがって、太陽光発電の展開は、GHG削減目標の達成に重要な貢献をするこ

とができる。 

 
(2) 経済的利益 

みずほ情報総研(2018)は再生可能エネルギーに対する日本政府の見通しに基づいて分析を行った

結果、太陽光発電が 26兆円の経済効果をもたらし、日本の多くの産業に影響を与えると予測してい

る。太陽光発電の製造には、材料の製造からパネルの組み立てまで、さまざまなプロセスも含まれ

る。これまで主要産業がなかった地域での太陽光発電製造工場の建設や太陽光発電所の運用は、経

済発展と新しい雇用の両方を生み出すことが期待できる。日本は 2008 年から、環境的、社会的、経

済的に持続可能なモデル都市の構築を目的として「環境未来都市イニシアチブ」を実施している(内

閣府地方創生推進事務局、 2020)。このイニシアチブの下で 30 の都市と地域が候補地として選ばれ

ているが、多くの候補地において、環境目標を達成するために再生可能エネルギーに係るプログラ

ムが実施している。このような戦略は、GHG排出量の削減だけでなく、地域の活性化も達成するこ

とも意図している。 

日本における FIT の存在が、多くの民間企業にとって太陽エネルギー産業に参入する動機となっ

ている。このスキームでは、再生可能エネルギーの生産者が電力会社に固定価格で政府が保証する

長期の電力購入契約に関与するよう要求した場合、電力会社はこの要求を受け入れる義務がある。

日本では、太陽光、風力、地熱、バイオマス、小水力などの産業を対象に、2012 年度から本格的な

FIT スキームが開始された。 FIT スキームに基づく調達価格は、さまざまな電源の導入を考慮して

毎年見直される。表 3.1 は、メガソーラー発電所で発電された電力の調達価格を示している。 FIT

では、太陽光発電会社が国に使用計画の承認を申請し、計画が認証された場合、その年の調達価格

が 20 年間適用され続ける。たとえば、2012 年度に認定された太陽エネルギー会社は、20 年間で 42

円/kWh の調達価格になる(資源エネルギー庁、2020a)。 

 

 

表 3.1 メガソーラー発電所を対象とした FIT の調達価格 (資源エネルギー庁、2020a) 

  
調達価格 1 

 [円/kWh] 

 調達価格 1 

 [円/kWh] 

2012 年度 42.00 2016 年度 25.92 

2013 年度 37.80 2017 年度 22.68 

2014 年度 34.56 2018 年度 19.44 

2015 年度(4 月 1 日～ 31.32 2019 年度以降 入札により決定 
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6月 30 日) 

2015 年度(7月 1 日～) 29.16  
1 消費税が含まれている。 

 

これにより、再生可能エネルギーの中でも太陽光発電が爆発的に増加した。経済的便益が民間企

業の再生可能エネルギーへの関与の主な動機付けとなっていることは明らかである。2012 年度以降、

太陽光発電の進捗状況を見ながら調達価格は毎年引き下げられ、2019 年度以降は入札により決定さ

れることとなった。これは、太陽光発電の導入だけでなく、他の再生可能エネルギー源の導入を後

押しするのが理由の一つである。 

 
(3) 炭素吸収源の喪失 

自然生態系は、炭素吸収源のサービスを含む、さまざまなサービスを提供してくれる(Costanza et 

al, 1997)。太陽光発電所を設置するために森林が伐採されると、設置場所における炭素吸収源が失

われる。図 3.1は、メガソーラー発電所の設置前後の土地形状を、Google Earth の衛星画像で示した

ものである。この例では、発電容量 21.3 MW の PV 太陽光発電所を設置するために、401,800m²の森

林と農地が整地された。 

 

 
図 3.1 メガソーラー発電所の設置に伴う土地の改変(左：設置前、右：設置後) 

 
(4) 生物多様性の喪失 

生物多様性は、地球上における生命の多様性を意味している。ここでは、生物多様性の喪失とし

て、森林の減少に焦点を当てた。図 3.2 は、山の斜面に太陽光発電所を設置した場合の森林減少の

イメージである。太陽光発電所を設置するために森林が伐採されると、その地域の植生は失われ、

その植生に依存していた動物は別の地域に移動する必要がある。図 3.3 に、兵庫県を事例として、

メガソーラー発電所が設置される前の土地利用状況を示す。設置前の土地利用がわかっている 177

施設について、工場の屋上と建物の側面、空地・遊休地・造成地、跡地・処分場がそれぞれ総土地

利用の約 20％を占めていた。、これらのメガソーラー発電所は、一般的に使用されていなかったス

ペースに設置されていたことがわかる。その一方で、草地・原野と森林を改変して設置している発

電所も約 20％存在しており、伐採された森林と荒れ地の量は無視できないことを示している。 

 

設置前 設置後
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図 3.2 山の斜面に設置された太陽光発電所 

 

 
図 3.3 メガソーラー発電所が設置される前の土地利用状況(兵庫県での事例) 

 
(5) 災害リスク 
図 3.2 に示すように、太陽光発電所が山の斜面に設置されると、森林面積減少に伴う負の影響と

して大雨の際の地滑りリスクの増加につながる。このような場合、太陽光パネルや架台の崩壊とい

った二次被害も発生する可能性がある。図 3.4は、2018 年の西日本豪雨で発生した実際の崩落事故

である。経済産業省(2018)は、2018 年にそのような事故が 48件発生したと報告している。 

 

 
図 3.4 豪雨に伴う地すべりで崩落した太陽光発電所 

 

敷地(屋上%壁
面()), 23%

空地+遊休地+

造成地, 21%

跡地+処分場, 
21%

農地+56池, 
14%

山林, 10%

草地+原野, 
9%

=>他, 2%
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3.1.2 ポジティブな効果/ネガティブな効果の定量評価 
前述した 5つの評価項目について、評価方法を説明する。ここでは、経済的利益を除いて、後述

する統合化を容易にするために各評価項目の分母を m²に統一する。 

 

(1) 地球温暖化の緩和 
LCA の観点から考えると、太陽光発電は、太陽光発電設備の材料採掘、要素製造、輸送、建設な

どのプロセスがあり、それぞれで GHG が排出される。一方、発電時は GHG を排出せず、電力を生

産した分だけ化石燃料由来の電力生産量を抑制することができると考えられることから、GHG削減

に貢献する。ここでは、GHG として CO2、CH4、および N2O を対象とし、LCA を用いてライフサイ

クル全体での GHG排出量を算出する。対象とする太陽光発電設備は、ソーラーパネル、架台、コン

クリート製の基礎(図 3.5)とする。今村ら(2015)は、これら 3 種類の設備が、太陽光発電アレイの開

発と設置から排出されるライフサイクル GHG 排出量の 76％を占めていると報告している。一方、

パワーコンディショナーや電気ケーブルなどの他の設備、輸送や建設などの他のプロセスからの寄

与は、GHG 排出への寄与が小さいと考えて無視した。太陽光発電システムの動作寿命は 20 年と想

定されていることを考慮して、 (3-1) 式を用いて年間 GHG排出量を計算する。 

𝐺𝐻𝐺 = ∑ (#*	×	&*)	* (	∑ )**
*

− 𝑃 × 𝛼+, (3-1) 

但し、GHG：年間 GHG排出量[kg-CO₂eq/m²]、mx：材料 x の重量または面積[kg/m²または m²]、αx：

材料 x の単位体積あたりの GHG排出係数[kg-CO₂/kg]、βx：材料の単位面積あたりの GHG排出係数

[kg-CO₂/m²]、y：使用期間(= 20 年)、P：系統電力会社の推定年間発電量[kWh/m²]、αp：系統電力会社

の CO₂排出係数[kg-CO₂/kWh]。 

 

 

図 3.5 太陽光システムの構成要素 

 

GHG排出量は、ソーラーパネル、マウント、および基礎に使用される材料の重量または面積に各

材料の GHG 排出係数(表 3.2)を乗じて計算する。重量と面積に関するデータは、オンライン調査を

通じて、企業、各国協会、および各国政府によって発行されている報告書や統計などから収集した。

GHG排出係数は、日本のライフサイクルインベントリデータベース「環境分析インベントリデータ

ベース(IDEA)バージョン 2.2」(新エネルギー・産業技術総合研究機構、2015)を用いた。太陽光発電

による GHG排出量の代替効果は、系統電力会社の年間発電量と CO₂排出原単位をもとに計算した。

なお、代替効果とは、系統電力会社による化石燃料ベースの発電を、太陽光発電で置き換えること

を指す。 

太陽光$%&

架台

基礎
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表 3.2 太陽光発電の LCA に係る基礎データ 

 材料 
単位面積あたり重量、

面積 
GHG排出係数 

架台 鉄 16.2 [kg/m2] 2.16 [kg‒CO2eq/kg] 

アルミニウム 0.5 [kg/m2] 12.6 [kg‒CO2eq/kg] 

基礎 コンクリート 107.7 [kg/m2] 0.212 [kg‒CO2eq/kg] 

太陽光パネ

ル 
ガラス 1 [m2] 26.7 [kg‒CO2eq/m2] 

アルミニウム 2.16 [kg/m2] 11 [kg‒CO2eq/kg] 

プラスチック 2.44 [kg/m2] 4.55 [kg‒CO2eq/kg] 

太陽光セル (結晶シリ

コン) 
1 [m2] 767 [kg‒CO2eq/m2] 

 

系統電力会社の推定年間発電量は、 (3-2) 式を用いて計算する。ここでは、新エネルギー・産業

技術総合開発機構(2015)が公表している地域ごとのデータを用いて、年間平均日射量を計算した。

たとえば、後述する兵庫県と岩手県でのケーススタディを踏まえ、兵庫県の平均日射量は

3.38kWh/m²、岩手県の平均日射量は 3.59kWh/m²を採用した。損失係数は 73％(関西電力、2019)に設

定し、日本工業規格(資源エネルギー庁、2020b)で指定された標準日射強度(1.0kW/m²)を使用して太

陽光セルの特性値を設定した。後述する兵庫県と岩手県でのケーススタディを踏まえ、兵庫県は関

西電力の CO₂排出係数 (0.35-kgCO₂/kWh、2018 年度 )、岩手県は東北電力の CO₂排出係数 (0.53-

kgCO₂/kWh、2018 年度)をそれぞれ採用した(関西電力、 2019; 東北電力、 2020)。 

𝑃 = ,	×	-	×	.	×	/
0

, 
(3-
2) 

但し、r：年間平均日射量[kWh/m²]、d：年間稼働日数(＝365)、o：発電容量[kW]、l：損失係数、

s：標準日射強度[kW/m²]。 
 
(2) 経済的利益 

FIT から得られる利益は太陽光発電会社に帰属するが、太陽光発電所の設置や運用に伴って地元

の雇用を創出したり、地域に利益が還元されたりする。この観点から勘案すると、FIT から得られ

る利益は社会的利益に還元されるとみなされる可能性があると考えた。太陽光発電所を運営するこ

とによって得られる経済的利益は、 (3-3) 式に示すように、年間 PV 発電量を推定し、これを FIT

の調達価格を乗じることによって算出する。 

𝐵 = 𝑃 × 𝑟1, (3-
3) 

但し、B：年間の経済的利益[円]、rf：承認年月 f を考慮した FIT の調達価格[円/kWh]。 

メガソーラー発電所の承認年月は、資源エネルギー庁(2020b)からデータを取得した。メガソーラ
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ー発電所の発電容量は、エレクトリカル・ジャパン(2020)のデータベースから取得した。承認年月別

での調達価格は、表 3.1 に示すとおりである。 

 
(3) 炭素吸収源の喪失 

森林は、光合成の際に大気から CO2 を吸収し、酸素を生成しながら炭素を貯蔵することで成長す

る。気候変動に関する政府間パネル(2020)は、農業、林業、およびその他の土地利用が GHG排出の

重要な正味の発生源であり、CO2換算(CO₂eq)で、2007〜2016 年における人為起源の CO2、CH4、お

よび N2O の総排出量の約 23％を占めていると報告している。森林が CO2吸収源として機能する能

力は、種、場所、年齢によって異なり(Anwer, 2001)、気候や植生の変化は国や地域によって異なる。

地域の CO2吸収量を詳細に推計するには各地域の植生調査が必要であるため、この研究では、日本

の平均 CO2吸収量( (3-4) 式)を用いて算出した。 

𝐺𝐻𝐺2 = 34+.

5
× 𝐺𝑊𝑃346, 

(3-
4) 

但し、GHGa：森林による年間 GHG吸収量[kg-CO₂eq/m2]、CO₂a：日本の森林による年間 CO₂吸収量

[kg-CO₂]、A：日本の総森林面積[m2]、GWPCO2：CO₂の地球温暖化ポテンシャル(=1.0)。 

 
(4) 生物多様性の喪失 

生物多様性は、炭素吸収源の損失の場合と同様に、地域や地域の気候と密接に関連している。し

たがって、太陽光発電所の設置に伴う生物多様性の損失を正確に推計することは困難である。ここ

では、太陽光発電所の設置による森林面積の減少を生物多様性の喪失として代用とした。 

 
(5) 災害リスク 
l 地すべりハザードマップ 

地すべりの危険地域に太陽光発電所を設置すると、地震や台風などに伴う地すべりによる被害発

生のリスクがある。ここでは、地理情報システムを使用して太陽光発電所の位置を地すべりハザー

ドマップに重ね合わせることで、地すべりのリスクが高い地域にある太陽光発電所を特定する(図

3.6)。太陽光発電所の場所は、FIT で承認されたメガソーラー発電所の住所データ(エレクトリカル・

ジャパン、2020)を用いて特定した。また、地滑りの危険場所は、国土交通省(2020)の土砂災害警戒

区域、土砂災害危険箇所の地図データを用いた。 

 

 
太陽光
発電所

地()*
+,-.地域

地()*
+,-.
012

重4合67

太陽光発電所8位置
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図 3.6 メガソーラー発電所と地すべりハザードマップとの重ね合わせ 

 
l 太陽光発電所の損傷 
地滑りによって太陽光発電所が被害を受けた場合、発電所内のすべての太陽光発電設備が被害を

受けたと考える。ここでは、被害を受けた設備は、災害廃棄物となると想定した。ここでは、災害

リスクは災害廃棄物発生量の観点から表現する。災害廃棄物発生量は、太陽光パネル、架台、基礎

といった設備を対象とする。設置面積あたりの各設備の重量に、設置面積と損傷した太陽光パネル

の数を掛けて算出する。 

𝑊 = ∑ 𝑒KK , (3-

5) 

但し、W：太陽光発電所由来の災害廃棄物発生量[kg/m²]、ey：設置面積あたりの設備 y の重量[kg/m²]、

y：太陽光発電機器(太陽光パネル、架台、基礎)。 

ソーラーパネルの重量と面積に関するデータは、2019 年 1月の時点で販売可能な製品(合計 94製

品)を対象として、国内の主要な産業用太陽光発電パネルの製造メーカー12 社のカタログから取得

した。架台と基礎の重量は、太陽光発電協会(2017)が公開している地上設置型太陽光発電システム

のガイドラインに掲載されている重量と設置面積のデータを用いた。アレイの傾斜角(ソーラーパネ

ルの位置合わせ角度)は 20°とし、太陽光発電システムの設置場所に関係なく、同じ単位重量と面積

強度のデータを用いると想定した。 

 
3.1.3 ケーススタディ 
図 3.7(a)に、兵庫県のメガソーラー発電所の位置を示す。2019 年 9 月の時点で、361 施設が県内

で設置されている(エレクトリカル・ジャパン, 2020)。発電所全体の総発電容量は約 1,040MW で、1

施設あたりでは平均で約 2.88MW であった。92 施設(全体の 25.5％)は、設置前に、森林、荒れ地、

農地などの自然生態系の改変を行っている。これらの自然生態系の減少面積は、衛星画像を使用し

て推計した結果、3,226,100m²となった。 

図 3.7(b)に、岩手県のメガソーラー発電所の位置を示す。2019 年 9月の時点で、93 施設が県内で

設置されている(エレクトリカル・ジャパン, 2020)。発電所全体の総発電容量は約 309MW で、1 施

設あたりでは平均で約 3.32MW であった。兵庫県に設置されているメガソーラー発電所に比べて、

1 施設あたりの発電容量は 1.15倍大きい。10 施設(全体の 10.8％)は、設置前に、森林、荒れ地、農

地などの自然生態系の改変を行っている。これらの自然生態系の減少面積は、衛星画像を使用して

推計した結果、3,874,800m²となった。 
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(a)兵庫県                 (b)岩手県 

図 3.7 メガソーラー発電所の位置(赤い点は発電所を示す) 

 

ポジティブな効果とネガティブな効果は、次のように算出する。 

(1) 地球温暖化の緩和 

自然生態系の減少面積に式(3-1)の年間 GHG 排出量を乗じることで算出する。ここでは、計算の

単純化のため、自然生態系の減少面積とメガソーラー発電所の面積は同じであると仮定した。 

 

(2) 経済的利益 

自然生態系の減少面積に式(3-3)の経済的利益を乗じることで算出する。各メガソーラー発電所の

調達価格は、各発電所の承認年月から算出する。 

 

(3) 炭素吸収源の喪失 

自然生態系の減少面積に式(3-4)の森林による年間 GHG吸収量を乗じることで算出する。 

 

(4) 生物多様性の喪失 

自然生態系の減少面積を用いる。 

 

(5) 災害リスク 

まず、地すべりリスクが高い場所に設置されているメガソーラー発電所の施設数を、上述の重ね

合わせによる方法を用いて自然生態系の減少面積と重複する場所の被災面積を特定する。次に、被

災面積に単位面積あたりの太陽光発電設備(太陽光パネル、架台、基礎)の重量を乗じることで災害

廃棄物発生量を算出する。 
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上述の方法で算出された(1)、(3)~(5)の結果を、LCA の環境影響評価の手法を用いて、外部費用と

して統合した。ここでは、日本で最も利用されている環境影響評価手法である、日本版被害算定型

影響評価手法(LIME)の Ver.2モデル(LIME2)を用いた。 LIMEは、環境影響の発生に伴って、人間や

生態系がどの程度被害を受けているかを金銭的に評価する手法である(Itsubo et al, 2004)。ここで用

いた LIME2統合化係数を表 3.3 に示す(産業技術総合科学研究研究研究&産業管理協会, 2020)。ここ

では、上述で算出されたポジティブな効果およびネガティブな効果に該当する LIME2 統合化係数

を乗じることで算出する。 

 

表 3.3 LIME2統合化係数(産業技術総合科学研究研究研究&産業管理協会, 2020) 

 LIME2

統合化

係数 

単位 

ポジティブな効

果 

地球温暖化の緩

和 

2.33 

0.022 
[円/kg‒CO2eq] 

ネガティブな効

果 

炭素吸収源の喪

失 

2.33 

0.022 
[円/kg‒CO2eq] 

生物多様性の喪

失 

7,420 

70.49 
[円/m2] 

災害リスク 23.80 

0.23 
[円/kg]  

 

外部費用は金額単位で表されており、LCA手法においては、経済的利益と外部費用をフルコスト

として合算することができる。ここでは、ポジティブな効果として見積もられた金銭的価値を、ネ

ガティブな効果として見積もられた金銭的価値で割ることで得られた比率を、ポジティブな効果と

ネガティブな効果の比率(P/N比)として定義する。たとえば、ポジティブな効果がネガティブな効果

を上回った場合、P/N 比は 1 より大きくなる。逆の場合、P/N 比は 1 より小さくなる。P/N 比を用

いることで、自然生態系の改変を伴うメガソーラー発電所の設置について、ポジティブな効果とネ

ガティブな効果のどちらが大きいかどうかを判断することができる。 

 
3.2 ポジティブな効果/ネガティブな効果の定量評価（令和 2 年度の成果） 
(1) 地球温暖化の緩和 

兵庫県でメガソーラー発電所を設置した場合、太陽光発電システムの製造で放出される GHG 排

出量は 611kg-CO₂eq/m²と計算された。メガソーラー発電所の稼働年数を考慮すると、年間では

30.55kg-CO₂eq/m²となる。一方、年間代替効果は 65.25kg-CO₂eq/m²と計算された。このことから、年

間での GHG 排出量は-34.70kg-CO₂eq/m²となった。この結果は、代替効果が製造プロセスでの GHG

排出量よりも大きいことを示している。 

続いて、岩手県でメガソーラー発電所を設置した場合、太陽光発電システムの製造で放出される

GHG排出量は兵庫県の場合と同じであるが、年間代替効果は 109.24kg-CO₂eq/m²と計算された。この

ことから、年間での GHG排出量は-78.69kg-CO₂eq/m²となった。兵庫県の結果との違いは、日射量が
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異なることとに加え、東北電力は関西電力と比べて CO2排出係数が 1.5倍大きいということである。

そのため、太陽光発電による代替効果は兵庫県の場合に比べて大きくなったと推測される。 

 

(2) 炭素吸収源の喪失 

日本の森林の CO2 吸収量は、2017 年度で 60,854kt-CO₂と推定されている(温室効果ガスインベン

トリオフィス, 2020)。2017 年度の日本の総森林面積は 250,480km²と推定されている(林野庁,  2019)。

これをもとに、単位面積あたりの CO2吸収量は、0.25kg-CO2eq/m²と算出された。 

 

(3) 災害リスク 

表 3.4 に太陽光発電設備の重量を示す。多くのメーカーが複数のタイプのセルとモジュールを製

造していることを勘案し、太陽光パネルの重量の中央値、25パーセンタイル値、75パーセンタイル

値を計算結果として採用した。表 3.5 は、実際の自然災害のデータに基づいて算出された、太陽光

発電設備由来の災害廃棄物発生量の推計結果を示す。太陽光パネルに由来する災害廃棄物発生量は

全体の 8.57％に過ぎず、基礎が主要な災害廃棄物の構成要素となっている。太陽光発電設備由来の

災害廃棄物発生量の規模感について考察する。2014 年に、兵庫県丹波市(面積：493.2km²、人口：

66,000 人)で約 2,910t の災害廃棄物が発生した(国立環境研究所, 2014)。この量は、ケース 2 におけ

る災害廃棄物発生量と同様の規模である。このことから、太陽光発電所の被害に伴う影響は、極め

て大きいことが伺える。 

 

表 3.4 太陽光発電設備の重量 

太陽光パネル 架台 基礎(コンク

リート製) 

合計 

11.60 

(11.34‒13.49)1 

16.70 107.07 135.37 

(135.11‒137.26) 1 

単位: kg/m²  
1 カッコ内の数字は、25%パーセンタイル値および 75%パーセンタ

イル値である 

 

表 3.5 太陽光発電設備由来の災害廃棄物発生量の推計結果  

  ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 4 

総発電量 [kW] 750 6,500 9,990 1,990 

土地利用面積 [m2] 217,000 270,000 150,000 N.A. 

場所 山の斜面 工場の屋根 処分場閉鎖

跡地 

ため池 

太陽光パネルの枚数 3,534 28,160 36,480 9,268 

自然災害の種類 豪雨 台風 台風 台風 

被害を受けた太陽光パネルの枚

数 

1,344 13,780 13,413 733 
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災害廃棄物発生量(推計値) [t] 299 

(268‒343)1 

3,067 

(2,745‒3.512) 

1 

2,985 

(2,672‒3,419) 

1 

34 

(31‒40) 1 

出典: 災害廃棄物発生量(推計値)を除いて経済産業省(2018)。 

1 カッコ内の数字は、25%パーセンタイル値および 75%パーセンタイル値である 

 
3.2.1 ケーススタディ 
(1) 兵庫県 

図 3.8 に、地すべりリスクの高い地域に設置されたメガソーラー発電所の場所を示す。結果とし

て、182 施設、つまり全メガソーラー発電所 361 施設の約半分が地すべりリスクの高い地域に設置

されていることがわかった。また、自然生態系を改変して設置された 92 施設の 45.2％に相当する、

42 施設が地滑りリスクの高い地域に設置されていた。これら 42 施設の設置場所の被災面積は、

2,041,600m²と算出された。 

 

 
図 3.8 地すべりリスクの高い地域に設置されたメガソーラー発電所の場所 

 

メガソーラー発電所全体の経済的利益は、年間 34,755百万円と算出された。このうち、自然生態

系を改変して設置された 92 施設の経済的利益は年間 10,387百万円であった。 

表 3.6は、LIME2 を使用して算出されたポジティブな効果とネガティブな効果の統合化結果と P/N

比の結果を示す。生物多様性の喪失は、メガソーラー発電所の稼働年数を考慮して、20 で割って年

間値に換算した。災害リスクについては、メガソーラー発電所の稼働年数中のどの期間に災害が発

生するか予測することが困難であるため、計算結果をそのまま適用した。災害リスクとして、災害

廃棄物発生量の結果は中央値を採用した。 
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表 3.6 統合化結果と P/N 比 

  
定量化結

果 
[kg/m2] 

LIME2 の

統合化結

果 [円
/m2] 

自然生態

系の減少

面積/被
災面積

[m2] 

(a) 経済
的利益 

[百万円] 

(b) 統合

化結果 
[百万円] 

(a)+(b) 

ポ ジ テ

ィ ブ な

効果 

地 球 温 暖

化の緩和 
34.70 80.85 3,226,100 ‒ 261 261 

経 済 的 利

益 
‒ ‒ ‒ 10,387 ‒ 10,387 

(1) 合計 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 10,648 

ネ ガ テ

ィ ブ な

効果 

炭 素 吸 収

源の喪失 
0.25 0.58 3,226,100 ‒ 1.88 1.88 

生 物 多 様

性の喪失 
‒ 371.00 3,226,100 ‒ 1,197 1,197 

災 害 リ ス

ク 
135.37 3,221.81 2,041,600 ‒ 6,578 6,578 

(2) 合計 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 7,776 

P/N 比 1.37 

 
その結果、自然生態系の伐採により設置されたメガソーラー発電所は、年間 10,648百万円のポジ

ティブな効果、7,776 百万円のネガティブな効果を示した。 P/N 比は 1.37 となった。この結果は、

太陽光発電所の設置のポジティブな効果が、自然の生態系の損失という点でネガティブな効果を上

回っていることを示している。P/N比に最も影響を与えたパラメータは、経済的利益、災害リスク、

生物多様性の喪失であり、他のパラメータはほとんど影響を及ぼさなかった。災害リスクについて、

災害廃棄物発生量を中央値ではなく、25 パーセンタイル値または 75 パーセンタイル値で代入した

場合でも、結果に大きな違いは発生しなかった。 

 
(2) 岩手県 
図 3.9 に、地すべりリスクの高い地域に設置されたメガソーラー発電所の場所を示す。結果とし

て、10 施設、つまり全メガソーラー発電所 93 施設の約半分が地すべりリスクの高い地域に設置さ

れていることがわかった。また、自然生態系を改変して設置された 41 施設のたった 7.3％の 3 施設

のみが地滑りリスクの高い地域に設置されている結果となった。これは、兵庫県の結果と大きく異

る。これら 3 施設の設置場所の被災面積は、39,200m²と算出された。 
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図 3.9 地すべりリスクの高い地域に設置されたメガソーラー発電所の場所 

 

メガソーラー発電所全体の経済的利益は、年間 15,421百万円と算出された。このうち、自然生態

系を改変して設置された 92 施設の経済的利益は年間 8,210百万円であった。 

表 3.7は、LIME2 を使用して算出されたポジティブな効果とネガティブな効果の統合化結果と P/N

比の結果を示す。結果として、P/N比は 5.70 となり、ポジティブな効果がネガティブな効果より圧

倒的に大きくなることがわかった。これは、兵庫県の場合と比べて自然生態系の減少面積は大きい

ものの、災害リスクが極端に小さいことが影響していると考えられる。 

 

表 3.7 統合化結果と P/N比 

  
定量化結

果 
[kg/m2] 

LIME2 の

統合化結

果 [円
/m2] 

自然生態

系の減少

面積/被
災面積

[m2] 

(a) 経済
的利益 

[百万円] 

(b) 統合

化結果 
[百万円] 

(a)+(b) 

ポ ジ テ

ィ ブ な

効果 

地 球 温 暖

化の緩和 
78.7 183.34 3,874,800 

‒ 
710 710 

経 済 的 利

益 
‒ ‒ ‒ 

8,210 
‒ 

8,210 

(1) 合計 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 8,920 

ネ ガ テ

ィ ブ な

効果 

炭 素 吸 収

源の喪失 
0.25 0.58 3,874,800 

‒ 
2.26 2.26 

生 物 多 様

性の喪失 
‒ 

371.00 3,874,800 
‒ 

1,438 1,438 
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災 害 リ ス

ク 
135.37 3,221.81 39,200 

‒ 
126 126 

(2) 合計 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1,566 

P/N 比 5.70 

 
3.2.2 岩手県一関市砂鉄川流域における政策評価 
最後に、1.2.3 で作成した岩手県一関市砂鉄川流域における森林生態系サービスの供給使用表を用

いた、太陽光発電所と森林生態系に関する政策評価を行う。政策評価は、(1)太陽光発電所と森林生

態系の包括的評価と(2)受益者負担の観点から実施した。 

 

(1) 太陽光発電所と森林生態系の包括的評価 

上述の供給使用表をもとに詳細な分析を行ったところ、砂鉄川流域に設置されているメガソーラ

ー発電所は 4 施設であった。これら発電所の設置に伴う森林等の減少面積は 142,000m2 と計算され

た。また、地すべりリスクの高い地域に設置された発電所は 1 施設であり、地すべりが発生した場

合の被災面積は 15,400m²と算出された。4 施設の売電による経済的利益は、年間 263 百万円と算出

された。以上の結果をもとに、LIME2 を使用して算出されたポジティブな効果とネガティブな効果

の統合化結果と P/N 比を算出した結果を表 3.8 に示す。結果として、上述の岩手県全域の結果より

は P/N 比は減少しているものの、1 を超える結果が得られている。そのため、森林減少によるネガ

ティブな効果よりも、太陽光発電によるポジティブな効果のほうが上回るという結果が得られた。 

 
表 3.8 岩手県一関市砂鉄川流域における統合化結果と P/N比 

  
定量化結

果 
[kg/m2] 

LIME2 の

統合化結

果 [円
/m2] 

自然生態

系の減少

面積/被
災面積

[m2] 

(a) 経済
的利益 

[百万円] 

(b) 統合

化結果 
[百万円] 

(a)+(b) 

ポ ジ テ

ィ ブ な

効果 

地 球 温 暖

化の緩和 
78.7 183.34 142,000 

‒ 
26 26 

経 済 的 利

益 
‒ ‒ ‒ 

263 
‒ 

263 

(1) 合計 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 289 

ネ ガ テ

ィ ブ な

効果 

炭 素 吸 収

源の喪失 
0.25 0.58 142,000 

‒ 
0.08 0.08 

生 物 多 様

性の喪失 
‒ 

371.00 142,000 
‒ 

53 53 

災 害 リ ス

ク 
135.37 3,221.81 15,400 

‒ 
50 50 

(2) 合計 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 102 



 

119 
 

P/N 比 2.82 

 
(2) 調整サービスの受益範囲及び受益者の把握 

 ここでは、(1)で対象とした砂鉄川流域における 4つのメガソーラーＡ～Ｄに注目し、メガソーラ

ー発電所建設に伴い減少した森林による、調整サービスの受益範囲及び受益者(受益世帯)を把握す

る。 

① 分析手法 

分析フローを図 3.10 に示す。まず、1.2.2節の分析過程で作成した砂鉄川流域の「流域ポリゴン」

と流域ポリゴン作成過程で作成する「流路データ」を利用して、メガソーラー発電所の下流域を特

定する。例えば図 3.11 に示すように、メガソーラーA最寄りの流路データ上の地点から砂鉄川の最

下流地点である北上川との合流地点までの流路を QGIS のネットワーク解析により特定し、当該流

路と重なり合う小流域を選定する。選定された小流域を、メガソーラー発電所設置に伴う森林減少

により、調整サービス減少の影響を受ける範囲と仮定して、影響範囲ポリゴンを作成した。なお本

研究における小流域とは、1.2.2節の流域分析において流路を決定する際に計算される、砂鉄川の支

流等のような小さな単位の流域ポリゴンである。その後、1.2.2節で利用した世帯数データ及び森林

簿データを影響範囲ポリゴンと重ね合わせることで、森林減少の影響を受ける世帯数と影響範囲の

森林面積を求めた。 

 
図 3.10 分析フロー 

凡例

#$%

作業

内容

流域

,-./

流路#$%

123/4

567$2$

位置

1,3/:4

影響範囲

,-./

567$2$位置#$%?下

流域AB流路#$%C流域,

-./A用EF特定IB森林

減少?影響NOPQ影響範

囲,-./A作成STU

世帯数

#$%
森林簿

1国有林\民有林4

影響範囲,-./C世帯数

#$%及_森林簿#$%A科

姉合cdB影響範囲,-./

内?居住世帯数及_森林面

積A求jTU

567$2$設置l

PT森林減少lPm

影響A受oT世帯数

各567$2$下流

域?影響範囲内?

森林面積
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図 3.11 メガソーラーA の下流域特定例 

 

② 結果 

分析の結果、メガソーラー発電所 A～D 下流域の面積及び居住世帯数はそれぞれ、985～3,021ha

と 328～1,147 世帯となり、砂鉄川流域全体で４施設のメガソーラー発電所設置による調整サービス

減少の影響を受けるのは、4,109ha と 1,529 世帯であると推定された(表 3.9)。これは、流域全体の面

積 37,952ha の 10.8％、居住している 7,244 世帯の 21.1％に値する。一方、メガソーラー発電所によ

る森林の減少面積は、メガソーラー発電所下流域の森林面積（影響範囲の森林面積）と比較して A

～Dそれぞれ 1.5～8.2％とごくわずかな面積である。 

 

表 3.9 砂鉄川流域のメガソーラー発電所設置による影響を受ける世帯数と森林面積 

 
 
 

北上川との合流地点

太陽光発電所Ａ

小流域

Ａより下流

針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹

メガソーラーA 2,528 767 0 0 910 523 1,433 8.2

メガソーラーB 2,202 938 0 0 711 405 1,116 2.7

メガソーラーC 3,021 1,147 0 0 838 758 1,596 1.8

メガソーラーD 985 328 0 0 312 161 473 1.5

メガソーラー合計 4,109 1,529 0 0 1,229 1,013 2,242 14.2

437 122 14,761 9,919

メガソーラーによる

森林減少面積(ha)

砂鉄川流域全体 37,952 7,244 25,239 14.2
559 24,680

影響範囲の

流域面積

(ha)

世帯数

国有林(ha) 民有林(ha) 影響範囲の

森林面積

(ha)
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3.2.3 まとめ 
自然生態系を改変して太陽光発電所を設置する事例を想定し、太陽光発電所設置に伴う影響を包

括的に評価するための方法論を提案した。また、兵庫県、岩手県のメガソーラー発電所を事例とし

た評価を実施した。加えて、岩手県一関市砂鉄川流域における森林生態系サービスの供給使用表を

用い、太陽光発電所と森林生態系の包括的評価および調整サービスの受益範囲及び受益者の把握を

試みた。結果を通じて、メガソーラー発電所の設置による森林減少の影響は少ないことが示された。 

包括的評価において、P/N 比が 1 を超えているからといって、太陽光発電所の設置が優先される

と判断されるわけではない。P/N 比はあくまでも評価基準である。一方で、P/N 比が 1 を切る事業

は見込みがないものとして、足切りの判断に利用することも差し支えないと考えられる。また、同

様に、調整サービスの受益範囲及び受益者への影響が少ないからといって、太陽光発電所の設置が

優先されると判断されるわけではない。自然生態系を改変して太陽光発電所を設置する場合、設置

事業者は多くの場合は民間企業であるが、その際の利害関係者は地方自治体や地域住民となる。こ

のとき、地方自治体は設置の許可を出す意思決定者となる。意思決定者が設置判断を検討する際に、

これらの科学的な知見は有用であると考えられる。また、意思決定者が民間事業者や地域住民等の

利害関係者を交えて説明会を開催する際にも、これらの科学的な知見は合意形成を行うための材料

になると考える。その際に、本研究で提案した評価法や評価結果は、地方自治体の意思決定を支援

するものとなると期待できる。 
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3.3 生態系評価の利用（令和 2 年度の成果） 

3.3.1. はじめに 

本報告書では、これまでに構築した供給使用表をいくつか紹介し、その活用方法として、太陽光

パネル設置による森林生態系の喪失による損失額等を推計した事例を取り上げてきた。これらの事

例が実際に政策の中に活用されるためには、どのような点に留意すべきなのだろうか。この点を検

討しなければ、これらの生態系サービス評価の事例また構築した供給使用表も活用されないままで

終わる可能性もある。 
国際的な動向を見ると、近年は生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラット

フォーム（IPBES）や生態系サービス・パートナーシップ（ESP）などが生態系サービスの評価を

活用するための様々な取組を行っている。また、Laurans et al.(2013)は、これまでの生態系サービ

スの評価事例から、その活用方法まで言及している研究論文がほとんど見られないことを指摘し、

その要因を仮説をいくつか挙げている。また、Laurans et al.(2013)では、生態系評価の利用方法を

決定・判断的利用（decisive）、技術的利用（technical）、情報提供利用（informative）に 3 分類し

ている。本節では、Laurans et al.(2013)等の既存研究を引用しつつ、国内において公的機関が主導

となって行われ、かつその活用状況が把握できた生態系サービス評価 3事例を取り上げ、生態系サ

ービス評価の活用が行われるための要因について考察する。ここで取り上げる 3事例とは、一つは

農林水産省が主体となって行い、2001 年に日本学術会議の答申としてまとめられた農業の多面的

機能の評価である。二つ目は神奈川県における水資源保全税制定の際に行われた森林の評価である。

そして、三つ目は環境省が行った複数の生態系サービス評価事例である。前述のとおり、これらの

事例を取り上げるのは、生態系サービス評価の活用に至る過程が明らかになっていることが理由で

ある。 

 

3.3.2. 日本における生態系評価活用事例 

3.3.2.1. 農業の多面的機能評価 
日本において政府機関が行った主要な生態系評価の一つとして、2001 年に日本学術会議から公

表された農業の多面的機能評価であろう。1990 年代、政府は農業の多面的機能を将来の農業政策の

主要な柱として置くことを決定した。しかし、農業の多面的機能の概念は国民の間で十分に認識さ

れておらず、国内の農業の多面的機能に関する合意形成には定量的評価を行い、その価値を国民に

周知することが必要であることが指摘されていた（日本学術会議、2001）。これを受け、日本学術会

議は 2001 年に農林水産省からの諮問への答申として、農業の多面的機能の定量的評価に関する報

告書を公表した。（日本学術会議、2001）。報告書では、日本における農業の多面的機能の総額は 8
兆 2,000 億円/年であり、これは当時の農業 GDP の約 1.3 倍、国内総生産の約 2％という結果を示

している。  
日本学術会議の報告書の評価は、全国レベルでの農業の多面的機能を評価した 1つであり、評価

結果は、農業白書や学術雑誌の記事、さらには一般新聞や雑誌を通じて幅広くに広報された、そし

て、その評価はさまざまな側面で活用され、日本の農業政策に大きな影響を与えた。それは、単に

国民の農業の多面的機能に対する認識を高めるためだけでなく、政府内でも幅広く活用された。例
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えば、2005 年の「食料・農業・農村基本計画」の改訂のための、食料・農業・農村政策評議会の計

画小委員会で議論するための基本データとして使用されている（農林水産省、2004a、2004b、2004c ）
ほか、農業の多面的機能直接支払い制度設計に関する議論にも使われた。著者が調べたところ、日

本学術会議の報告書が公表された 2001 年 11月以降、国会での議論において、農業の多面的機能の

評価結果を引用または言及する機会は、参議院と衆議院の両方で、これまでに 20回に上っている。

ほとんどの場合、日本学術会議による評価結果が引用されており、日本学術会議の評価が農業政策

の意思決定に大きく影響したことを示している。特に、日本学術会議の評価結果は、農業の多面的

機能の促進に関する法案が議論されていた 2014 年に最も頻繁に国会での討論で引用されている。 
このような農業の多面的機能評価の政策利用は、Laurans et al. (2013)による分類に従うと、「情

報提供利用」と「技術的利用」利用に分類されるだろう。  
 
3.3.2.2. 神奈川県の税設計のための生態系評価 
次に、神奈川県における生態系評価の活用事例を紹介する。神奈川県では工業地域と住宅地の拡

大により、1965 年から 2015 年の間に森林面積が 10％減少した。森林保全については、公的機関が

主導し、神奈川県は 1997 年から 2003 年にかけて 114 億円を森林保全に費やした（吉田、2004）。
しかし、当時の厳しい財政状況により、森林の継続的な維持管理が困難になり、県は 2001 年に専

門家ワーキンググループを設置し、森林保全のための新税の検討を開始しするとともに、相模川流

域の森林 ES の価値を推定するために経済評価調査を委託した。この調査では、仮想評価法（CV）

と選択モデリング（CM）の両方を適用して、森林維持のための住民の WTP を推計した（吉田、

2004、2003）。推計された WTP の結果は、以下の 2 つの目的に使われた。一つは住民との話し合

いの基礎資料としての活用である。行政と住民とが税などの課税額を議論する場では、参加者の

WTP に基づいて議論されることが多いが、行政と住民との間で大きな乖離を伴う金額に基づいて

議論することは非効率的である。したがって、話し合いを行う前に、住民の WTP を把握すること

によって議論の基礎を築くことに使用された。もう一つは、税制度の設計への活用である。この活

用法は細かくはさらに 2 つに分けられる。一つは、県内の流域ごとで WTP に差がないことを示し

たことである。神奈川県には大きくは相模川と酒匂川流域に分けられ、水資源環境税は相模川流域

を中心に課税する予定だった。したがって、相模川流域では森林保全のための負担を高く、その他

の地域では低くするべきであるが、県は県内一律の税率を設定したかった。しかし受益者と負担者

の関係においては、県内一律の税率では不公平感が生じることとなり、議会での論争に発展する可

能性がある。今回の評価結果では、県全体の均一課税の基準となった流域ごとの WTP に差はなか

ったことが示され、県内全地域に一律負担を求める根拠として活用された。税設計の活用の 2つ目

は、政策立案者は、所得比例課税導入のための根拠の提供である。比例課税を導入するために、住

民の受け入れ税額が彼らの収入に比例するかどうかを把握したかった。評価の結果、WTPは所得と

正の相関関係があることが示され、この結果は水資源環境税に比例課税を導入するための基礎の一

部として使用された。これらは技術的利用に該当する。 
 
3.3.2.3. 環境省による生態系評価 

環境省も 2013 年移行、積極的に生態系サービス評価を実施している。生態系サービス評価は、

特定の地域を対象とするものから全国を対象とするものまでさまざまであるが、評価に適用される
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評価方法は、ほとんどが CVM となっている。これは、環境省が主に生態系サービスの非利用価値

の測定を目的としたためである。これらの評価結果は、環境省の研究会の資料として利用され、国

家生物多様性戦略や研究会を通じた国際交渉などの生態系保全政策の検討に間接的に利用されて

いる。 2012 年以来、環境省は生態系サービスを測定するために 4 つの研究グループを設立した。

グループの目的は、評価開始当初は、可視化、生態系サービスの認識が中心だったが、その後、政

策の検討、評価マニュアルの作成などの多くの実用的な目的にシフトしているのがわかる。想定さ

れる生態系サービス評価の用途のほとんどは、意識の向上（情報提供利用）、費用便益分析（決定・

判断的利用）であるが、生態系サービス評価に基づく費用便益分析はこれまで実施されておらず、

ほとんどの用途は情報提供利用のままである。2015 年の研究会では、生態系サービス評価の活用の

方向性、適用例、環境省の様々な政策との連携の仕方についても検討し、自然資本管理の分野で生

態系サービス評価を活用する可能性を探った。その結果、生態系サービス評価の課題と取り込みの

方向性が特定されている。 
2017 年に実施された生態系サービス評価は、これまでのものと少し性格が異なり、企業の生態系

保全活動の評価・計算シートの作成のために実施された。2017 年の評価では、過去の研究会の結果

に基づいて議論が行われ、新たな生態系サービス評価は実施されていないものの、2013 年以降のす

べての評価が、このシートにまとめられている。このシートには、これまで行われてきた生態系評

価の結果が取り込まれており、企業の生態系サービスの支援ツールであり、企業の生態系保全活動

を視覚化するためのものである。この意味で、それは情報提供利用と見なすことができるが、企業

がそれをどのように使用するかによって、判断・決定的または技術的利用と見なすこともできるだ

ろう。 

 

3.3.2.4. 生態系評価の政策利用に関する考察 
 本研究で得た森林レクリーションサービスの消費額は、生態系勘定へ計上する数値として利用す

る予定である。生態系勘定は欧米諸国を中心に、生態系サービスの可視化、主流化のために作成が

急がれている。国際的には、2021 年中にも国連により生態系勘定が環境勘定の国際的基準として位

置づけられる見込みである。では、このような生態系サービスの評価や生態系勘定に組み込まれた

評価額がどのように政策に利用されているのだろうか。本研究では、既存研究のレビューをもとに

生態系サービス評価の政策利用に関して考察する。 
 生態系サービスの評価は、世界的に行われているが、それらが実際の政策に活用された事例は世

界的に見ても少ないことが指摘されている（Laurans et al., 2013）。Laurans et al., (2013)は、そ

の予想される理由として以下の仮説を設定し、今後の研究でこれらの仮説を検証すべきとしている。

これを受け、現在 IPBES の Value Assessment の取組において、その作業を行っているところであ

る。 
a. 評価の利用は学術論文では観察しにくい 
b. 評価の利用が研究目的ではない 
c. 評価の利用は経済学者の課題ではない 
d. 評価の利用は科学的興味から外れている 
e. 評価があまりに不適切すぎる 
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f. 評価が根本的に不十分である 
g. 評価のコストが高い 
h. 政策利用者が経済学の知識を十分有していない 
i. 制度上、評価が求められていない 
j. 評価が不透明性や曖昧性が求められる政治戦略を妨げる 

 
 また、前述のとおり、Laurans et al.( 2013)では、生態系評価の利用方法を決定・判断的利用

（decisive）、技術的利用（technical）、情報提供利用（informative）に 3 分類している。決定・判

断的利用とは、特定の意思決定のために利用されることであり、政策のトレードオフの特定、議論

の材料としての利用、保護区域の特定など環境管理の基準設定のための利用が挙げられる。次の技

術的利用とは、具体的な制度設計のための利用であり、例えば、税率や補助金額の設定、被害補償

のための利用などが挙げられる。最後の情報提供利用とは、意識醸成、政策の正当化、指標作成な

ど、より幅広く間接的に政策を形成するために利用されることである。そして Laurans et al.(2013)
では、多くの生態系サービス評価は、その結果の利用について、情報提供利用での利用に大まかに

触れる（cursory reference）程度に留まっていることを指摘している。さらに、具体的な政策利用

があったと明記している事例として取り上げられているのは、いずれも個別の事例を対象とした生

態系サービス評価であった。このことからは、具体的な政策利用のためには、地域を特定したミク

ロ評価の方が望ましく、本研究の生態系サービスの評価は北海道全体を対象としたマクロ評価は、

政策利用には向いていないことが示唆される。 
 一方、Marre and Billé (2019)では、太平洋の島嶼地域を対象に生態系サービス評価に Demand-
driven approach を適用した事例を紹介しており、利害関係者への経済学の知識に関する能力開発

が必要で、利害関係者の意思決定に経済評価が有効であるという前提は捨てるべきと主張している。

そして、Demand-driven approach には、評価のエンドユーザーの関与が不可欠で、まずはニュー

トラルに経済評価以外の手法も含め、ある課題に対して、その解決に有効なあらゆる手段を検討し、

その解として経済評価が良いと言うことになれば、それを適用すべきと結論づけている。このよう

に、生態系サービス評価が実際の政策に活用されるためには、利害関係者のニーズに基づいた評価

が必要と指摘している。 
 これらの 2つの既存研究に当てはめて、本研究の生態系勘定表の推計結果が政策に役立てられる

ためには何が必要かを考察する。Laurans, et al. (2013) での分析結果を見ると、勘定指標

（Accounting indicator）は情報提供利用に該当するとしている。また、本研究は環境省の担当者と

十分に議論を重ねながら研究を進めてきたものの、生態系勘定の提供を目的としたのので、生態系

勘定の最終的なユーザーのニーズを十分に反映して評価手法を検討した上で実施したものとは言

えない。いわゆる Demand-driven の評価ではなく、研究者の発意に基づいた Supply-driven の評

価である。 
 では、どうすればより高度な決定・判断的利用、技術的利用での利用へと進むのだろうか。既存

研究から得られる知見としては、以下の 2つがある。第一に地域を包括的に評価したマクロ評価か

ら個別地域や現場サイトレベルのミクロ評価へブレイクダウンすることが考えられる。生態系サー

ビスのユーザーとしては、俯瞰的なマクロ評価より個別具体の評価対象を有するミクロ評価の方が

使いやすい。本研究成果も、生態系勘定の利用価値を高めようと、都道府県版から市町村版へブレ
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イクダウンし、さらに岩手県釜石市甲子川流域、一関市砂鉄川流域そして神戸市内の緑地など、個

別具体的な事例を対象としてきた。このようなミクロ的な事例を対象とすることで、生態系勘定の

利用価値が高まるのではないかと考えている。そして、その上で、森林生態系を個別事例として網

羅し、集計することでマクロ指標化することが望ましい。ただし、個別事例を積み上げて地域全体

へ集計するのは、大変な労力とコストがかかることにも留意が必要である。第二に、Supply-driven
から Demand-driven への転換である。評価に先立って、まずは評価の政策ニーズを十分把握し、

どのような目的に評価が活用され、そのために経済評価が適切な手法であるのかなどを検討した上

で、経済評価を実施することがその活用につながると考えられる。 
 
 

3.4 再生可能エネルギーと自然生態系との関係性の整理（3 年間の成果） 
2014 年より始まった地方創生とは、少子高齢化や首都圏への一極集中による地域の衰退を防ぐため、

「まち・ひと・仕事」の創生を通じて、自律的・持続的・魅力的な地域社会を創ることを意図している(内閣官

房, 2019)。近年、地方創生の一環として再生可能エネルギーの利用が全国的に進んでいる。間伐材や林地

残材などの木質バイオマス、太陽光発電に代表される再生可能エネルギーは、地域資源の一種である。地

域資源とは、地域やコミュニティに存在する環境的資源(森林、植物、景観など)、経済的資源(ツーリズム、

地域ブランドなど)、社会的資源(地域への愛着、教育、文化など)に分類される(環境省, 2018)。再生可能エ

ネルギーは、発電による電力生産、給湯や暖房などへの熱供給を行うことができる。地域に存在する再生可

能エネルギーを地域内で消費することは、地産地消の一環であり、化石燃料にない再生可能エネルギーの

大きなメリットである。2009 年 11 月より開始され、2012 年 7 月より拡充された固定価格買取制度(FIT 制度)

などの経済政策と相まって、全国各地で木質バイオマスの発電所や大規模太陽光発電所(メガソーラー発

電所)が建設され、稼働している。 

Šahovića and Silva (2016)は、コミュニティにおける再生可能エネルギー生産は、地域の雇用創出、インフ

ラ構築、教育や人口減少を食い止めるために実施される代表的な事業であると指摘している。我が国におけ

る上述した動きは、地域に賦存する再生可能エネルギーを利用して、地域活性化を狙ったものであるといえ

る。再生可能エネルギーを事業として進めることで、地域の林業、輸送業の生産活動が増加するとともに、発

電業や燃料製造業などの新規産業を創出することができる。また、この動きは、地域内外の他産業にも経済

波及することが期待される。例えば、Nishiguchi and Tabata (2016)は、我が国の未利用となっている木質バイ

オマス約 860 万 t を電力あるいは熱利用することで、経済波及効果も含めて、最大で約 9.8 億ドルの生産額

の増加、約 25000人の雇用創出、約 1,370 万 t の CO2 排出量削減が期待できると試算している。 

他方、木質バイオマス発電所やメガソーラー発電所が建設されることで、その地域の環境、自然生態系、

景観に思わぬ悪影響が出ている事例が増えつつある。一例をあげると、木質バイオマスの需要増に伴う森林

の皆伐や違法伐採、太陽光パネル設置に伴う森林の伐採やパネルの崩落事故がある。再生可能エネルギ

ーの利用は、地球温暖化対策や化石燃料の使用量削減の観点からは望ましい。しかし、これに伴い地域の

環境や自然生態系が破壊されることは、地域の魅力が減ること、すなわち地域資源の減耗に繋がるために

避けなければならない。理想的には、地域の再生可能エネルギーを積極的に利用することで地球温暖化対

策が推進されるとともに、森林や景観(環境的資源)の保全が進むこと、住民の地域やみどりへの満足度や愛

着(社会的資源)も同時に高まることが望ましい。生態系勘定には、木質バイオマスの再生可能エネルギー利
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用など、生態系サービスの提供が地域資源にどのようなポジティブな効果を与えるか、あるいはどのようなネ

ガティブな効果を与えるかを適切に測定し、ポジティブな効果を最大化する公共政策を提案できるフレーム

ワークの構築が求められる。 

ここでは、再生可能エネルギー(木質バイオマス、太陽光発電)を事例として、生態系勘定を用いた公共政

策評価の方法を論じるため、再生可能エネルギーと自然生態系との関係性を整理する。 

 
3.4.1木質バイオマスと自然生態系との関係性 
木質バイオマスをエネルギー利用する技術として、主に直接燃焼、ガス化、液体燃料製造、固体燃料製

造がある。それぞれのエネルギー技術の方法、用途を表 3.10 にまとめる。我が国では、ガス化、液体燃料製

造、ペレット以外の固体燃料製造は施設自体が少なく、また採算が合わないなどの理由で稼働していない

施設も多い(Nishiguchi and Tabata, 2016)。これをふまえると、我が国で産業としての利用が有望な技術は、

直接燃焼と固体燃料のペレット製造であるといえる。これらの技術の用途は、主として発電や熱生産である。

前述のように、木質バイオマスの直接燃焼による発電施設は全国各地に存在し、建設中なども含めると 100

ヶ所以上の施設が存在する(Tabata, 2018)。また、熱生産の場合は、温水として、主として給湯や暖房に利用

されている。 

 

表 3.10 エネルギー利用技術の方法・用途 

直接燃焼 木質バイオマスを直接燃焼させることで、熱を回収したり、発生した

蒸気によりタービンやエンジンを回して発電する方法。 

ガス化 木質バイオマスを高温で燃料などの基礎的原料となる水素や一酸

化炭素に変換し、タービンやガスエンジンを駆動させて発電する方

法。 

液体燃料製造 木質バイオマスを熱処理して成分を分解し、エタノールやメタノール

といった液体を得る方法。自動車の燃料などに活用できる。 

固体燃料製造 木質バイオマスを圧縮してペレットにしたり、砕いてチップにしたり、

炭にしたりする方法。固体のまま燃料として使える形に変換する。ペ

レットは熱利用としてペレットストーブ・ボイラの燃料となる。 

 

木質バイオマスは間伐材、木質系廃棄物、林地残材のような未利用材などが該当する。例えば、山地に

存在する森林を再生可能エネルギーとして利用するためには、森林の間伐や伐採、木材の運搬、燃料化、

流通などの工程が必要となる。燃料化の工程では、発電・熱利用のための燃料に加工するための施設の建

設が必要になる。原料調達から流通までのサプライチェーンを構築することで、各工程に関する産業の経済

活動が活発化し、森林資源の木質バイオマスとしての利用効率が向上することになる。これが、木質バイオ

マス地産地消のポジティブな効果である。このポジティブな効果には、間伐の実施に伴い森林が適切に維持

管理されること、木質バイオマスが電力・熱として地域に還元され、結果として地域住民の地域への満足度

や愛着の向上に繋がることといった、正の波及効果が含まれている。 

一方、バイオマス燃料を海外から輸入してエネルギー生産する場合、地域に賦存する森林資源は有効に

利用されなくなり、森林の適切な維持管理が十分に行われなくなる可能性がある。また、森林を皆伐するなど、

木の成長速度を超える過剰な供給を行った場合、地域の森林資源は壊滅的な被害をうける。このような事態
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は、森林資源の利用効率を低減させるネガティブな効果になる。これらは結果として、地域の景観悪化に繋

がるとともに、住民にとっても地域への愛着を低下させる結果となる。また、森林の維持管理が進まないことで、

自然災害発生時の地すべりなどの二次災害リスクの増加にも繋がる。これがさらなる地域の衰退に繋がると

いう負のフィードバックとなるおそれがある。 

 

 
図 3.12 再生可能エネルギーと自然生態系との関係性(木質バイオマス) 

 
3.4.2 木質バイオマス利用による経済効果、生態系への影響等に関する事例 
政府は、国連が 2015 年に提唱した持続可能な開発目標(SDGs)を、経済・社会・環境の三側面における

持続可能な開発を統合的取組として推進するものとして位置づけ、SDGsの達成に向けた取り組みの先行事

例となる持続可能な経済社会づくりを推進するため、SDGs 未来都市の構想を進めている(内閣府地方創生

推進事務局, 2018)。その一環として、全国の自治体への公募のもと、SDGs 未来都市としてふさわしい自治

体の選定を行っている。公募は 2018 年 2～3 月に行われた。同年 6 月に公表された選定結果では、全国

29 都市が SDGs 未来都市として選定された。いずれの自治体も、その地域に存在している地域資源を最大

限に活かし、地方創生の観点を踏まえて SDGs の達成を目指すことを計画として掲げている。このうち、地域

に存在する木質バイオマスをエネルギー利用することを計画に入れている都市は、北海道下川町、奈良県

十津川村、岡山県真庭市、福岡県北九州市の 4都市である。 

このうち、岡山県真庭市の事例を紹介する。真庭市は山間部に位置しており、人口は約 48,000 人(2016

年 5月時点)と小さい都市である。しかし、国土面積に占める森林の割合は 79.2%(65,641ha)、森林に占める

人工林の割合は 57.7%と、いずれも日本平均よりも高い(真庭市, 2014)。このような特徴から、同市では昔か

ら林業が盛んであった。同市も他の地方都市と同様に過疎化および少子高齢化の問題が存在している。都

市の衰退を食い止めるため、産官民が連携して、木質バイオマスを利用した産業の育成やエネルギー利用

を積極的に実施し、バイオマスタウン真庭として知られるようになっている。同市の木質バイオマスのエネルギ

ー利用に関する主な取り組みとして、製材所において発生する製材廃材からペレットを製造し、市役所や温

水プールなどの施設での熱源にしている。また、FIT 制度を利用して、2015 年より間伐材を直接燃焼し発電

を行っている。発電能力は 10,000kWであり、22,000世帯分の家庭に電力供給が可能である。SDGs 未来都
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市の計画書には、森林資源をはじめとした再生可能エネルギーを使った地域内の資源循環をつくるというこ

とが謳われており、地域のエネルギー自給率を現在の 32%から 100%を目指すことを目標として掲げている。

これを実現するために「木を使い切る真庭」事業を提案している。これは、山林所有者、原木市場、製材所、

発電所、集積基地といった森林に関わる産業が連携することで、木材利用に伴う雇用創出、地域産業の発

展、地域力の向上、環境の保全を目指すとともに、得られた利益を山林に還元することで、持続可能な森林

資源の利用を行うものである(内閣府地方創生推進事務局, 2018)。 

一方で、林野庁の 2017年調査において、発電燃料向けの国産間伐材・林地残材などの利用量が 263 万

t となったことが明らかになっている8。2013 年は 50 万 t 程度であり、約 5 倍の増加になっている。国産の木

質バイオマスの使用量は今後も増加すると予測されているが、その一方で、国産材の需要増加に従い、森

林の違法伐採の事例が報告されるようになっている。林野庁によると、2017年 4月～2018年 1月までに、森

林所有者に無断で樹木を伐採する事案が全国で 62件あったことが明らかとなっている9。 

加えて、国産材の需要増加と同様に PKS など海外からの燃料の輸入も増加していくものと予想される。輸

入材は国産の未利用材に比べて一定の生産量が確保できる可能性があり、燃料価格も国産に比べて安い。

燃料の安定供給という観点では、輸入材は望ましいといえる。しかし、PKS はもとを辿れば東南アジアのプラ

ンテーションで発生した残渣であり、プランテーションは熱帯雨林を伐採して作られている。PKS を利用する

ことは、回り回って東南アジアの熱帯雨林に関わる自然生態系の破壊に貢献しているといっても過言ではな

い。環境の観点からみても、輸入材は海外で調達して船で我が国まで輸送する必要があり、輸送の段階で

余計なエネルギー消費が係るため、正味のエネルギー獲得量は少なくなることが指摘されている(井内 , 

2011: Magelli, 2009)。 

 
3.4.3 太陽光発電と自然生態系との関係性 
太陽光発電は、2009年 11月の FIT制度開始後から急速に伸びている。IRENA (International Renewable 

Energy Agency, 2019)によると、我が国の 2010 年における太陽光発電の設備容量は 3,618MW であったの

が、2017 年には 49,040MW と約 14 倍まで増加している。世界的にみても、一位の中国に次いで二位となる

ほどの設備容量の多さを誇っている。ここまで設備容量が急拡大した主要因は、2011 年 3 月に発生した東

日本大震災と福島第一原発の事故以降、再生可能エネルギーへの意識が国全体で高まったことに加え、

2012 年 7 月の FIT 制度が拡充されたこと背景となっている。エレクトリカル・ジャパン(2020)によると、全国各

地で合計 5,536 施設のメガソーラー発電所が建設され、稼働している(2018 年 9 月 6 日時点)。このうち、本

研究課題で対象としている都道府県である北海道では 263施設、岩手県では 78施設、兵庫県では 307施

設が稼働している。兵庫県で稼働しているメガソーラー発電所の設置数は全国第 3 位、北海道で全国第 5

位となっており、これら道県で多くのメガソーラー発電所が稼働していることがわかる。なお、岩手県は全国第

26 位である。 

メガソーラー発電所は、総発電出力が 1 メガワット以上となるように太陽光パネルを敷き詰めた発電所のこ

とをいう。例えば、大阪府堺市にある堺太陽光発電所は、発電出力が 10 メガワットの国内最大級のメガソー

 
8 日本農業新聞: 国産間伐材 発電利用 200万トン突破 17 年調査 バイオマス拡大 林野庁

(2018 年 9月 23 日号), https://www.agrinews.co.jp/p45289.html 
9 SankeiBiz: 林野庁 無断伐採、初調査で 62件判明 全国の 17 年 4月～18 年 1月(2018 年 3月 13
日号), https://www.sankeibiz.jp/macro/news/180313/mca1803130500003-n1.htm 
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ラー発電所である 10。この発電所は埋立地の跡地に建設されており、敷地面積は約 21 ヘクタール

(210,000m2)である。単純な計算ではあるが、1 メガワット分の太陽光パネルを敷き詰めるために、約 2.1 ヘク

タールの土地が必要となる。これはサッカーのフィールドで換算すると約 3 面分に相当する。メガソーラー発

電所を建設することは、相応の土地面積が必要になるということが容易に想像できる。 

メガソーラー発電所を稼働させることは、地球温暖化の緩和に繋がり、地球温暖化による自然生態系への

被害の軽減に寄与することができる。これは、ポジティブな効果である。一方、設置場所が森林の場合、森林

が切り崩されることで森林資源が減少する。これにより現場の生態系バランスが崩れ、森林資源の利用効率

が低下するおそれがある。これは、ネガティブな効果である。このようなネガティブな効果は、森林減少により

その場所にいた生物が住めなくなったり、景観を破壊するなど、自然生態系に悪影響を与える。また、太陽

光パネルが斜面に設置されることで土地の保水力が弱くなり、大雨の際に地すべりによる崩落事故が発生す

る可能性がある。これらは森林資源減少による負の波及効果であるといえる。これらが結果として、住民の地

域への愛着低下、地域の災害リスクの向上やこれに伴う地価の低下などに繋がり、さらなる地域の衰退に繋

がるという負のフィードバックとなるおそれがある。 

 

 

図 3.13 再生可能エネルギーと自然生態系との関係性(太陽光発電) 

 

 

3.4.4 太陽光発電利用による経済効果、生態系への影響等に関する事例 
資源エネルギー庁(2018)によると、太陽光発電の国内導入量は 2016年度において 4,229 万 kW であり、

FIT 制度開始を契機として急拡大した。みずほ情報総研(2018)が、「長期エネルギー需給見通し(経済産業

省、2015 年)」による 2030 年度の再生可能エネルギーの導入見通しを踏まえて太陽光発電の経済波及効

果を分析したところ、波及効果は約 26 兆円にのぼるとの結果を公表していることからも、関連産業を含む多

くの産業において大きな経済効果が期待されている。但し、国内生産された太陽電池パネルの国内出荷量

は年々減少している。2008 年はほぼ 100%を国内生産で賄っていたものが、2016 年度には 32%まで減少し

 
10 堺市 HP より, http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/machinakasolar/megasolar/index.html 
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ており、残り 68%は海外生産されたパネルが出荷されている(資源エネルギー庁, 2018)。これは、太陽電池パ

ネル出荷に伴う利益が、国外に流出することを意味している。太陽光発電の買い取り価格は導入量の急激

な伸びに応じて下落しており、今後の導入量も FIT制度開始時に比べて鈍化していくものと考えられることか

ら、経済効果が将来にわたり維持されるか疑問である。 

一方、メガソーラー発電所の設置が地域活性化に繋がっているかどうかについても疑問がある。例えば、

櫻井(2018)の調査では、メガソーラー事業者が設備と同一県内に本社を置く数は 4 分の 1 以下であり、メガ

ソーラー発電所の収益の多くが東京都などの都市部に流れることから、メガソーラー発電所の設置が地域活

性化に繋がっていないと指摘している。むしろ、山林などを切り崩してメガソーラー発電所が設置されることに

より、その地域の自然生態系を破壊するとともに、景観も悪くなることで、地域の魅力を削ぐことに繋がりかね

ない。 

また、自然災害の発生により太陽光発電設備が被災する事例も発生しており、これに伴う廃棄物の発生、

崩落事故などの二次被害の発生も問題視されている。太陽光発電設備の被災に伴う廃棄物の発生には、

量と質の 2 面性で問題がある。量は、前述の通り、太陽光パネル、架台、基礎を合わせると廃棄物量が多量

となることである。特に災害時においては住宅やインフラ由来の災害廃棄物が多量に発生する。太陽光発電

設備が被災するということは、ただでさえ多い災害廃棄物が、もっと多くなることを意味している。質は、太陽

光パネルに含まれる重金属などの有害物質の漏出に伴う人体や生態系への被害の発生が懸念されることで

ある。これら量と質の問題に対応するため、メーカーや施工者による太陽光発電設備の防災への備えはもち

ろんのこと、廃棄物の速やかな回収・リサイクル、適正処理を実施できるルートづくりが急務である。 
 
3.4.5 まとめ 

以上の事例を踏まえて、生態系勘定を用いて森林資源のバイオマス燃料としての利用する際の影響を定

量評価するため、発電と熱利用で分類し、それぞれの正負の影響を表 3-11 にまとめる。 

 

表 3.11 発電、熱利用での森林資源のエネルギー利用の影響まとめ 

 正の影響 

発電(直接燃焼発電) (正の影響) 

Ø 全国各地で木質バイオマス専焼の発電所が稼働、建設されており、原料調達か

ら発電までのサプライチェーンにおいて、地域産業の活性化や雇用創出が期待

できる 

Ø 化石燃料の使用量削減に伴う CO2 排出量の削減が期待できる 

(負の影響) 

Ø 生産した電力は地域内で使用されるわけではないため、地域住民が再生可能

エネルギーの恩恵を感じる機会が少ない 

Ø 全国各地で発電所が稼働している影響により、地域の木質バイオマスの供給量

では発電所の需要を満たせない可能性がある 

Ø PKS など海外からの輸入材を用いて発電を行っている事例があり、地産地消を

理念とする再生可能エネルギー利用の観点からいえば本末転倒の状態となっ

ている 
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Ø 木質バイオマスの需要量の増加に伴い、森林の違法伐採や皆伐が問題視され

ている 

熱利用(ペレットなど) (正の影響) 

Ø 発電所ほどの規模ではないが、原料調達から燃料流通までのサプライチェーン

において、地域産業の活性化や雇用創出が期待できる 

Ø 生産した熱は地域内で利用されるため、地域住民が再生可能エネルギーの恩

恵を感じる機会が多い 

(負の影響) 

Ø 木質バイオマスの需要量の増加に伴い、森林の違法伐採や皆伐が問題視され

ている 

 
直接燃焼発電所については、整理した発電所については大部分が国産の未利用材を燃料として使用し

ていたが、一部は PKS など海外からの輸入材を用いて発電を行っている施設があった。輸入材を用いてい

る発電所は、地元の未利用材では需要が足らず、発電所メーカーの推薦のもと、発電所建設の時点で輸入

材の利用を決定していると考えられる。輸入材は燃料の安定供給という観点では望ましいが、東南アジアの

熱帯雨林に関わる自然生態系の破壊に貢献してしまうことは極力避けるべきである。可能な限り、国産の未

利用材の供給で賄えるような需要を考えた発電所の建設が求められる。 

熱利用については、その用途はプールや温浴施設が大半である。これは重要なことであるが、利用される

範囲が小さいのは否めない。欧州では、バイオマスから生産した熱を住宅に供給するという地域熱供給を積

極的に実施している。これに対し、日本では地域熱供給の事例は寒冷地域を除いて殆ど見受けられない。

欧州は高緯度の寒冷地域であるために地域熱供給が発展しているともいえるが、我が国においても温暖地

域における地域熱供給の可能性を探る必要があると考える。 

続いて、メガソーラー発電所に着目して、インターネットから設置場所や接地面積などに関するデータを収

集し整理した。生態系勘定を用いてメガソーラー発電所の自然生態系への影響を定量評価するため、正負

の影響を表 3.12 にまとめる。 

 

表 3.12 メガソーラー発電所の影響まとめ 

設置場所 敷地(屋上、壁面など)、空地・遊休地・造成地、跡地・処分場、農地・

ため池、山林、草地・原野、その他 

正の影響 Ø 関連産業を含む大きな経済効果がある 

Ø 化石燃料の使用量削減に伴う CO2 削減に効果がある 

Ø 政府の再生可能エネルギー導入目標の達成に貢献できる 

負の影響 Ø 農地、草地・原野、山林は自然改変による自然生態系の破壊、

景観の悪化などの影響が大きい 

Ø 地域外の都市部の事業者が事業主になっていることが多く、利

益が地域内に回りにくい 

Ø 自然災害で太陽光発電設備が被災すると、大量の廃棄物が発

生するおそれがある 
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メガソーラー発電所の設置場所として、敷地内や空地などの未利用地はすでに自然が改変されているた

め、生態系への新たな影響は少ないものと考えられる。一方で、山林、草地・原野は森林を切り崩すなどの

建設行為を伴うことになるため、生態系への影響は大きいものと考えられる。特に地方では、メガソーラー発

電所に関するトラブル事例が多くメディアで報告されるようになったこともあり、地元住民による反対運動が活

発に行われている。事業者としては、地元住民との十分なリスクコミュニケーションのもとで合意形成を行うこと

が求められている。メガソーラー発電所は地球温暖化対策として積極的に導入が進められているが、一方で

自然生態系の破壊に繋がる。地球温暖化対策と自然生態系の保全のどちらを優先すべきかを、地域住民

の意識や費用対効果の観点を踏まえながら検討すべきである。加えて、自然災害発生時に太陽光発電設

備由来の廃棄物が膨大に発生するおそれがあるため、防災対策を含めた廃棄物対策を検討すべきである。 

 
 

3.5 森林資源のエネルギー利用による環境・経済・社会への影響の分析（3 年間の

研究） 
3.5.1 研究の方法 
木質バイオマスの直接燃焼発電、熱利用に伴う環境的・経済的・社会的評価を実施するための方法や原

単位を整理する。なお、直接燃焼発電の場合は電力が供給されるが、熱利用の場合は温浴施設や介護福

祉施設での利用、工場や温室への供給など、供給用途が多岐にわたる。ここでは温浴施設を対象とし、

LCA手法や LCC手法を用いて CO2 排出量、コストを算出するための方法や原単位を整理する。 

加えて、兵庫県を対象として、民有林を木質バイオマスとしてエネルギー利用することを想定した場合の利

用可能ポテンシャルを推計する。現在兵庫県内でエネルギーとして利用されている木質バイオマス量とポテ

ンシャルとの比較を行い、県内産の木質バイオマスがどの程度地産地消されているのかを把握するとともに、

課題を考察する。 

 

3.5.2森林資源のエネルギー利用に係る環境的・経済的・社会的評価方法の整理 
木質バイオマスの直接燃焼発電、熱利用について、筆者らの研究成果を中心に環境・経済・社会の各側

面での評価に係る原単位を整理したものを表 3.13 に示す。このうち、社会面に係る指標は施設の雇用者数

とした。それぞれは原単位を作成した地域や対象とする燃料種などが異なるものの、森林資源のエネルギー

利用に係る各側面を評価するための基礎データとなる。また、昨年度の研究を通じて、直接燃焼発電の発

電規模を説明変数、燃料利用量と総事業費を被説明変数とする単回帰式を次式のように作成している。こ

れらも、想定する発電規模をもとに、各種変数の算出が可能である。 

燃料利用量[万 t/年] = 0.001発電規模[kW]      (3-6) 

総事業費[億円] = 0.0037発電規模[kW]     (3-7)  
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表 3.13 木質バイオマスのエネルギー利用に係る環境・経済・社会に関する原単位 

 

 
但し、昨年度の研究では、温浴施設の熱利用を中心にデータ収集を行ったものの、上式のような回帰式

を導出することができなかった。そこで、温浴施設における環境面と経済面についての評価を実施するため

のモデル式を作成した。これを実施するため、2019 年 8 月 2 日にこうべ市民福祉振興協会への聞き取り調

査を行った。ここでは同協会が管理運営しているしあわせの村に併設されている温浴施設について、施設の

稼働に必要なデータ(燃料使用量、年間維持費、設備使用日数など)を収集した。また、林野庁(2017)などを

もとに、木質バイオマスの熱利用に必要な基礎データを検討した。図 3.14に、今回対象とする温浴施設のシ

ステムを示す。ここでは比較評価のため、木質バイオマスをチップ化して温浴施設のボイラーの熱源とするシ

ステム(木質バイオマスを利用する場合)と化石燃料を熱源とするボイラーのみを使用するシステム(木質バイ

オマスを利用しない場合)についてデータ収集およびモデル作成を行う。これらのシステムは固定費に関する

費目と変動費に関する費目がある。なお、木質バイオマスを利用する場合でも化石燃料ボイラーが考慮され

ているが、これは、チップボイラーは固定費が高額であり速やかな出力制御が困難であることから、バックアッ

プのために化石燃料ボイラーを用意しておくことで、この欠点が相殺されるためである(森のエネルギー研究

所, 2016)。 

 

分類 種類 燃料種 数値 単位 備考 出典

./0 -1,426 kg-CO2eq/t 和歌山県5事例地域:;<間伐?燃料製造
?石炭混焼5想定

田畑J(2010)

KL/M -1,412 同上 田畑J(2010)
./0 97 g-NOx/t 同上 田畑J(2010)
KL/M 97 同上 田畑J(2010)
./0 160 g-SOx/t 同上 田畑J(2010)
KL/M 164 同上 田畑J(2010)

- 6,870千円/施設T年 VWXWYZ[M\直接燃焼発電施設ab聞
d取f調査b結果5k:l作成

Nishibuchi and Tabata (2016)

- 7.5 人/施設 直接燃焼発電施設ab聞d取f調査b結
果5k:l作成

Nishibuchi and Tabata (2016)

- 17,637 t/施設T年 同上 Nishibuchi and Tabata (2016)
温室効果s[(GHG) KL/M -1,393 kg-CO2eq/t 岐阜県5事例地域:;<間伐?KL/M製造

?家庭xb熱利用5想定
Tabata and Okuda (2012)

NOx KL/M -0.63 g-NOx/t 同上 Tabata and Okuda (2012)
SOx KL/M -0.45 g-SOx/t 同上 Tabata and Okuda (2012)
残渣 KL/M 80 g-residue/t 同上 Tabata and Okuda (2012)

- 7,297円/t 岐阜県5事例地域:;<間伐?KL/M製造
?家庭xb熱利用5想定

Tabata and Okuda (2012)

- 12,050千円/施設T年 VWXWYZ[M\直接燃焼発電施設ab聞
d取f調査b結果5k:l作成

Nishibuchi and Tabata (2016)

- 3.3 人/施設 KL/M製造施設ab聞d取f調査b結果
5k:l作成

Nishibuchi and Tabata (2016)

- 1,904 t/施設T年 同上 Nishibuchi and Tabata (2016)

熱利用 環境負荷

直接燃焼発電

SOx

NOx

温室効果s[(GHG)

Z[M

雇用者数

木質����[使用量

Z[M

環境負荷

Z[M

雇用者数

木質����[使用量
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図 3.14 対象とする温浴施設のシステム 

 

経済性に関する基本データを表 3.14 に示す。木質バイオマスを利用しないシステムでは化石燃料のみを

使用するので、化石ボイラーの熱供給量は施設の年間熱需要量と同じである。一方、木質バイオマスを利用

するシステムは、聞き取り調査の結果より導出したチップボイラーの熱供給量とボイラー定格出力の関係式を

用いる。化石ボイラーの熱供給量は、施設の年間熱需要量からチップボイラーの熱供給量を引いて求める。

ボイラーの本体価格について、化石燃料ボイラーはインターネットで収集したボイラー製造会社の情報をもと

に作成した、ボイラーの定格出力と本体価格の関係式から導出した。チップボイラーは、林野庁(2017)に掲

載されているボイラーの定格出力と本体価格の関係式を利用した。なお、ボイラー効率は 90%、耐用年数は

15 年、残存価格 1 円と設定した。化石ボイラーの導入費用において、ボイラー本体以外の費用は非常に安

い。そのため、化石ボイラーは本体コストのみ対象とした。固定資産税は、「木質バイオマスボイラー導入診

断」により、初期費用の残存価格の 1.4％とし、15 年の平均値を算出する。燃料費は森のエネルギー研究所

(2016)を参考にして、年間熱需要量に化石燃料価格を乗じて算出する。チップボイラーの導入に伴う運営・

維持管理費は、森のエネルギー研究所(2013)を参考にして初期費用の 2.5％とした。燃料費は、各ボイラー

の熱供給量に燃料価格を乗じて算出する。木質バイオマスボイラーの導入に伴う補助金は、導入費の 50%

と設定した。化石燃料(都市ガス、重油、灯油)がそれぞれチップに置き換えられることを想定したコスト差額を

推計するための基本データを表 3.15 に示す。化石燃料価格の変動が経済性に与える影響を把握するため、

2018 年時点の燃料価格と 2014 年以降の最低価格となった 2016 年の燃料価格を採用した。なお、都市ガ

スは、聞き取り調査で収集したデータを現在の燃料価格とした。 

 
 
 

化石燃料%&'( 化石燃料%&'(

化石%&')導入 化石%&'(導入

,-.%&'(

,-.%&'導入

運営1維持管理費
運営1維持管理費

固定資産税

固定資産税

燃料費

燃料費

<(=->?@AB CDEFG.HI@

固
定
費

変
動
費

木質L&CM@N
利用QR場合

木質L&CM@N
利用UVW場合
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表 3.14 経済性に関する基本データ 

 
 

表 3.15 燃料に関する基本データ 

 

 

単位 設定条件

'( 仮想温浴施設./012総規模 67
8( 仮想温浴施設.年間熱需要量 ?@A年

BC DEF価格 円A?@
BJ 化石燃料価格 円A?@

'JO 化石燃料/012定格出力 67 'JORS'(
TJUO 化石燃料/012本体価格 円 TJURXYZY[\'JO]^_`Y[Xa
8JO 化石燃料/012.熱供給量 ?@ 8JORS8(
固定費
T(JO 化石燃料/012導入費用 円 T(JORXYZY[\'JO
TiO 固定費合計 円 TiORT(JO
TlO 固定費.減価償却費 円A年 TlO`pTiOqOrAOs
変動費
TvO 運営y維持管理費 円A年
T~O 固定資産税p平均r 円A年
TJO 燃料費 円A年 TJOR8JOyBJ
T�O 変動費合計 円A年 T�O`TvO�T~O�TJO
T�O 年間��� 円A年 T�ORTlO�T�O

'C DEF/012定格出力 67
TCU DEF/012本体価格 円 TCUR\�Y�a'C�OYa
8C DEF/012.熱供給量 ?@
'J_ 化石燃料/012定格出力 67 'J_RS'(q'C
TJU_ 化石燃料/012本体価格 円 TJURXYZY[\'J_
8J_ 化石燃料/012.熱供給量 ?@ 8J_RS8(q8C
固定費
T(C DEF/012導入費用 円 T(CR_[sTCU
T(J_ 化石燃料/012導入費用 円 T(J`XYZY[\'J_
Ti_ 固定費合計 円 Ti_RT(C�TJU
Tl_ 固定費.減価償却費 円A年 Tl_RpTi_qOrAOs
変動費
Tv_ 運営y維持管理費 円A年 TvOqTv_`_[s�Ti_
T~_ 固定資産税p平均r 円A年
TJ_ 燃料費 円A年 TJ_`8CyB��8J_yBJ
T�_ 変動費合計 円A年 T�_RTv_�T~_�TJ_
T�_ 年間��� 円A年 T�_`Y[sTl_�T�_

木質�0����利用��場合

木質�0����利用���場合

燃料価格

温浴施設

項目

項目 単位 設定条件
)* +,-.湿量基準含水率 6 )*789
:;<= +,-低位発熱量 )ABCD :;<=EF9GH
;;<I FJK都市NO.高位発熱量 )AB㎥ ;;<IE8RG9
;;<S K重油.高位発熱量 )AB: ;;<SEJVGW
;;<C 灯油.高位発熱量 )AB: ;;<CEJHGR
:;<I 都市NO.低位発熱量 )AB㎥ :;<IE9GW9;;<I
:;<S K重油.低位発熱量 )AB: :;<SE9GWR;;<S
:;<C 灯油.低位発熱量 )AB: :;<CE9GWR;;<C
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コスト差額をモデル化すると、次式となる。 

𝐶 = −14.033 ∙ (𝑃𝑤 − 𝑃𝑓) ∙ 𝑂𝑤C + [24724 ∙ (𝑃𝑤 − 𝑃𝑓) + 9838.87] ∙ 𝑂𝑤C + 1456893.5292	 (3-8)	
ただし、C: コスト差額、Pw: チップの単価、Pf: 化石燃料の単価、Ow: チップボイラーの定格出力。 

ここで Pw-Pf=P とすると、コスト差額は次式となる。 

𝐶 = −14.033 ∙ 𝑃 ∙ 𝑂𝑤C + (24724 ∙ 𝑃 + 9838.87) ∙ 𝑂𝑤C + 1456893.5292	 	 	 (3-9) 
ただし、P: 燃料の価格差。 

ここで P を常数とすると、Ow は C の二次関数となる。P<0 の際に、チップの単価は化石燃料より低くなる C

の最小値が存在する。 

𝐶$!" =
J∙(,+J.0II∙N)∙+JOPQRI.OCRC,(CJSCJ∙NTRQIQ.QS)C

J∙(,+J.0II∙N)
		 	 	 	 (3-10) 

Cが最小値になる際に対応する Owは、次式となる。 

𝑂𝑤 = ,(CJSCJ∙NTRQIQ.QS)
C∙(,+J.0II∙N)

	 	 	 	 	 	 	 	 (3-11) 

燃料の価格差とコスト差額の最小値、対応するチップボイラーの定格出力の関係を図 3.15 に示す。燃料の

価格差が小さくなるほど、コスト差額が小さくなり、対応するボイラーの出力が大きくなることがわかる。また、

C_min=0 をすると、𝑂𝑤 ∈ [0, 833]の際に、P≈-0.705 となる。つまり、燃料の価格差が-0.705 より大きい時、木

質バイオマス利用の経済性は失われることを意味している。 

一方、Ow を常数とすると、Cは次式となる。 

𝐶 = (24724𝑂𝑤 − 14.033𝑂𝑤C)𝑃 + 9838.87𝑂𝑤 + 1456893.5292	 	 	 (3-12) 
𝑂𝑤 ∈ [0, 833]で(24724𝑂𝑤 − 14.033𝑂𝑤C) > 0となり、P が大きくなるほど、C が大きくなることがわかる。つまり、

チップボイラーの出力が確認された際に、燃料の価格差が大きくなると、事業の経済性が悪くなる。都市ガス

が置き換えられる場合、最適なチップボイラーの導入規模は 348kW、化石燃料代替率は 67.2%、コスト差額

は-123.7～52.9 万円であった。A重油と灯油の場合、最適なチップボイラーの導入規模はそれぞれ 598kW、

746kW、化石燃料代替率はそれぞれ 88.3%、95.9%、コスト差額はそれぞれ-560.2～-303.1 万円、-1257.4～

-971.1 万円であった。 

 

 
図 3.15 燃料の価格差とコスト差額の最小値、対応するチップボイラーの定格出力の関係 
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環境面では、経済面での評価モデルを参考にして評価の範囲と指標を確定した。対象とする指標は、温

室効果ガス(GHG)排出量である。評価範囲を図 3.16 に示す。木質バイオマスを利用しない場合は、化石燃

料の調達、熱利用、ボイラー導入の各プロセスを評価対象とした。木質バイオマスを利用する場合は、チップ

と化石燃料の調達、熱利用、燃焼灰の処分、ボイラー導入の各プロセスを評価対象とした。熱利用システム

に使用される設備や機器の輸送・補修・廃棄等の各プロセスは、評価対象に含めなかった。GHG は CO2，

CH4，N2O を対象とし、それぞれ地球温暖化係数(CO2：1、CH4：25、N2O：298）を用いて、単一指標に変換さ

れた。GHG 排出量の算出において、燃料調達、熱利用、燃焼灰の処分は IDEA Ver.2.2(産業技術総合研

究所安全科学研究部門&産業環境管理協会)、ボイラー導入は 3EID(国立環境研究所, 2020)に掲載され

ている原単位を利用した。 

 

 

図 3.16 評価範囲 
 
化石燃料別で、木質バイオマスを利用する場合と利用しない場合での GHG 排出量の算出結果を図 3.17

に示す。木質バイオマスを利用しない場合、GHG は主に燃料調達段階と使用段階で発生し、ボイラー導入

段階では非常に少ない。化石燃料別は、A 重油の GHG が最も多かった。木質バイオマスを利用する場合、

GHG は主に調達段階、使用段階とボイラー導入段階で発生し、処分段階では少なかった。チップと灯油併

用の際の化石燃料の代替率は最も高かった。次いでチップと灯油ガス併用、チップと A 重油併用の順番と

なった。GHG の削減量は、灯油からの代替が最も大きく(749.7t-CO2/年)、次いで A 重油(748.2t-CO2/年)、

都市ガス(448.7t-CO2/年) の順番となった。 
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図 3.17 化石燃料別での GHG 排出量の結果 

 

3.5.3直接燃焼発電の自然生態系への影響と実態の把握 
先ず、兵庫県における民有林で且つ人工林の分布を把握するため、兵庫県農政環境部農林水産局林

務課への依頼のもと、森林簿を入手した。国有林を除外した理由は、兵庫県では、県内の森林面積の約

95%が民有林であり、国有林は 5%程度に過ぎないためである(兵庫県農政環境部, 2018)。ここでは、森林

簿を出発点とし、兵庫県農林水産部林務課(1986a, 1986b, 1986c)のデータ、小林・客野(2015)の計算方法

をもとに、人工林の林齢別の材積量を算出した(図 3.18)。なお、木質バイオマスのエネルギー利用が困難で

あると思われる制限林は、材積量の算出から除外した。結果より、55～61 歳の林齢を頂点とした、正規分布

が描けることがわかる。材積量は 49 歳辺りから急激に増加しており、増減を繰り返しながら 91 歳あたりで収

束している。兵庫森林組合連合会バイオマスエネルギーbe 材供給センターでの聞き取り調査によると、林齢

45 歳以下は間伐作業を行い、46 歳以上は主伐するのが望ましいとのことであった。しかし図では主伐の適

齢期を超えて森林が多く存在していること、49歳以下の森林が極めて少ないことがわかる。 
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図 3.18 スギの林齢別材積量 

 

続いて、森林簿の林齢別・樹種別の材積量、田畑ら(2009)のデータをもとに、兵庫県各市町別でのエネ

ルギー利用可能な木質バイオマス賦存量を推計した。結果として、兵庫県全体でエネルギー利用可能なバ

イオマス賦存量は、約 74.2 万 t と推計された。ここでは、人工林を 20 年かけて間伐すると仮定して、県内の

木質バイオマス賦存量を 20で割った。加えて、兵庫森林組合連合会バイオマスエネルギーbe材供給センタ

ーでの聞き取り調査をもとに、伐採された木材の 30%が燃料として利用されると想定した。図中で、緑色が濃

い市町ほど、バイオマス賦存量が多いことを示している。 

兵庫県は森林組合、民間企業等と共同して、兵庫県内で未利用となっている木質バイオマスを発電用に

利用する取り組みを行っている。このため、木質バイオマス発電用木材(be 材)の集荷やチップ製造等を行い、

県内 3 ヶ所の民間企業が経営母体である木質バイオマス発電所に搬入している。表 3.16に、兵庫県内で稼

働している木質バイオマス発電所の状況を示す。このうち、発電所 B と Cは、企業秘密のため燃料種別の使

用量を知ることができなかった。発電所 C(第 1)は燃料使用量が不明であったため、 (3-6) 式を用いて推計

した。このうち発電所 A の発電出力は 5,600kW であり、一般家庭の約 12,000 世帯に供給できる電力生産

できる能力を有している。この発電所は。近隣の山地から収穫された未利用の間伐材のみを燃料として調達

している。その理由を聞き取り調査したところ、元々発電所を建設する際に間伐材のみを燃料として利用する

ことを契約しており、変更することができないためであるとのことであった。燃料は丸太やチップの形で集材し

ており、丸太は林業家が発電所に併設された集材基地に搬入している。丸太の価格は 1t あたり 6,700 円で

ある。また、チップはチップ工場などから 1tあたり 9,000~10,000円で買い取っている。一方発電所 B と Cは、

未利用の間伐材以外にも一般材(端材等)、リサイクル材(廃材等)を利用している。また、PKS を輸入する計

画もある。未利用の間伐材以外の木質バイオマスを燃料として利用する理由は、コスト削減や安定供給、燃

料燃焼時の水分調整もある。 
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表 3.16 兵庫県内で稼働している木質バイオマス発電所の状況 

 
 

一方で、上述したエネルギーとして利用可能な賦存量に対し、エネルギー利用されている木質バイオマス

の量が明らかに少ないという現実が垣間みえる。理由はあるとはいえ、発電所 B や C は全量を未利用の間

伐材のみで賄っていない。また、PKS を利用するということは、そもそも国内材を利用することを放棄している

とも考えることができる。これらを可能な限り未利用の間伐材で賄うことにより、兵庫県内での森林資源の利

用率が向上し、森林資源のより良い消費が可能になると考えられる。 

 

 
3.6 まとめ 
本章では、木質バイオマスの直接燃焼発電や熱利用が、本質的に地域活性化に繋がっているかを検討

するため、発電と熱利用の環境・経済・社会の各側面を評価するための原単位を整理した。また、温浴施設

での熱利用という具体的な事例を想定して、事業に伴う環境面、経済面の評価を行うためのモデルを作成し

た。続いて兵庫県において、森林資源のエネルギーとしての利用可能賦存量を推計するとともに、実際の利

用量との乖離について考察した。これにより、兵庫県ではエネルギー利用可能な森林資源は、現状では十

分に利活用されておらず、これが兵庫県の森林資源の利用効率の向上を妨げている要因の一つであること

を示した。 

また，太陽光発電所と自然生態系の政策を事例に包括的評価に関する検討を行った。太陽光発電

システムの設置に関する決定は、環境および経済の観点から国および地方の戦略をもとに実施され

ている。地域の自然生態系の保全は、住民にとって大きな関心事である。太陽光発電所の設置にか

かる計画は、多くの場合、民間の事業会社によって開発および運営されているが、自然生態系の改

変を伴う計画を許可する権限を持っているのは地方自治体である。地方自治体の意思決定者が、自

然生態系の改変を伴う太陽光発電所の評価を可能な限り客観的かつ定量的に評価できる評価方法

を提案した。ここでは、LCA 等を用いてポジティブな効果とネガティブな効果の各評価項目を定量

化するとともに、これらの評価項目を包括的に評価できるようにした。また、ポジティブな効果と

ネガティブな効果のどちらが大きいかを判別できる指標を作成した。 

気候変動の緩和と経済的利益をポジティブな効果の評価項目、炭素吸収源と生物多様性の喪失、

災害リスク増加をネガティブな効果の評価項目として取り扱う。これら評価項目は、森林生態系を

改変して太陽光発電所を設置するという事例において、政府および地方自治体が考慮すべき要素で

ある。これらの評価項目について、LCA手法の環境影響評価手法を用いて、外部費用として貨幣単
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位で統合化する。また、LCA手法において経済的利益と外部費用をフルコストとして合算すること

ができることを踏まえ、ポジティブな効果として見積もられた金銭的価値を、ネガティブな効果と

して見積もられた金銭的価値で割ることで得られた比率(P/N 比)を定義する。P/N 比を用いること

で、自然生態系の改変を伴うメガソーラー発電所の設置する場合に、ポジティブな効果とネガティ

ブな効果のどちらが大きいかどうかを判断することができる。 

本手法を、岩手県のメガソーラー発電所の設置事例に適用する。岩手県の 93 施設のうち、自然生

態系を改変して設置された施設数は 10 施設であった。自然生態系の減少面積は、衛星画像の情報か

ら 3,874,800m2 となった。これらの情報を用いて評価を行った結果、岩手県では、気候変動の緩和と

経済的利益によるポジティブな効果は年間 8,920 百万円、炭素吸収源と生物多様性の喪失、災害リ

スク増加によるネガティブな効果は 1,566 百万円と算出された。P/N 比は 5.70 となり、太陽光発電

所の設置のポジティブな効果が自然生態系の損失というネガティブな効果を上回る結果となった。 

以上の結果を踏まえ、サブテーマ 1 で作成した岩手県一関市砂鉄川流域における森林生態系サー

ビスの供給使用表を用いた、太陽光発電所と森林生態系に関する政策評価を行う。政策評価は、(1)

太陽光発電所と森林生態系の包括的評価と(2)受益者負担の観点から実施した。先ず(1)について、供

給使用表をもとに詳細な分析を行ったところ、砂鉄川流域に設置されているメガソーラー発電所は

4 施設、発電所設置に伴う森林等の減少面積は 142,000m2 と計算された。これをもとに、ポジティブ

な効果とネガティブな効果を算出した結果、ポジティブな効果は 289百万円、ネガティブな効果は

102万円となり、P/N比は 2.82 となった。このことから、森林減少によるネガティブな効果よりも、

太陽光発電によるポジティブな効果のほうが上回るという結果が得られた。続いて(2)について、地

理情報システム(GIS)を用いて、森林減少の影響を受ける世帯数と影響は 2 の森林面積を算出した。

その結果、砂鉄川流域全体で 4 施設のメガソーラー発電所設置による調整サービス減少の影響を受

けるのは、流域全体の面積 37,952ha の 10.8％、居住している 7,244 世帯の 21.1％に値することがわ

かった。 

また、構築した生態系勘定の政策利用に際し、これまで行われてきた生態系サービス評価がどの

ように政策に活用されているのかを、国内外の文献レビューにより明らかにした。既存研究では、

生態系サービスの経済評価事例について、海外でもこれまで多数行われてきたものの、その結果・

成果を政策に活用したことが明記されている学術論文は多くないことが示されている。本分析では

生態系勘定を含めた生態系サービスの経済評価事例を対象とし、政策への活用の経緯や政策への影

響など明らかになった。 
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第４章 まとめと環境政策への貢献 

4.1 まとめ 

ミレニアム生態系評価、TEEB 報告書、WAVES プロジェクト、およびダスグプタ・レビューなど

に代表されるように、生態系の価値を生態系サービスの観点から評価する研究が世界的に進み、

2010 年に COP10 で合意された愛知目標で生態系の価値を経済勘定として可視化し、意思決定に利

用することが目指されていることを踏まえて、本研究では、日本においても生態系勘定の開発と利

用について研究を行った。具体的には、ストック勘定だけでなく、生態系サービスの供給から使用

にいたる流れを記述するフロー勘定も揃えて、環境経済統合勘定－実験的生態系勘定（SEEA-EEA）

のような世界的に標準とされている生態系勘定枠組みを踏まえつつ、日本における政策適用に利用

しやすい勘定表を構築に取り組んだ。特に、プラネタリー・バウンダリーに関わる大規模で不可逆

的な生態系劣化を評価対象とし代替不可能性を想定すべきときに利用できる物量データと、比較的

小規模な変化を評価対象とし代替可能性が認められる際に利用できる貨幣評価データの双方を揃

えることを目指いる。貨幣評価データには、国民経済計算に接続しやすい交換価値（市場価値）に

もとづく評価と、社会的費用便益分析に利用できる厚生価値（社会的価値）による評価の二種を用

意することで、政策目的に合わせた利用を可能とする。そのために、第一に、生態系の量的な把握

だけでなく、多様な生態系サービスごとの評価、生態系の状況の評価、生態系サービスの供給源と

需要者の分布などの分配面の評価を合わせて行った。第二に、生態系勘定に基づいて国や地方公共

団体における事例ベースの生態系保全政策について分析した。具体的には、豊富な生態系サービス

の供給源を有する県・地域に焦点を当て、再生可能資源の利用や再生可能エネルギーの転換といっ

た自然共生型の環境政策による生態系保全政策の可能性や有効性を定量的・実証的に分析した。こ

れらにより、生態系勘定の構築を通じて生態系サービスの可視化と主流化に対応できる。 

本研究では、3 年間の研究計画として、環境や生態系を国民経済計算体系に取り入れる試みとし

て、(1)国際的な標準となりつつある SEEA-EEA を踏まえつつ、日本の環境、生態系、および社会経

済状況に鑑みて適切な生態系勘定に必要な枠組みの開発を行うサブテーマ 1、 (2)生態系の経済評

価について、環境経済理論に基づきながら、適切なシャドウ・プライス推定に必要な理論的ならび

に実証的な研究を行うサブテーマ２、(3)生態系勘定を国・地方公共団体における政策利用・政策評

価を行うサブテーマ 3 という構成で研究を行った。 

本報告書において、サブテーマ１では、日本版の生態系勘定のフレームワークをもとに、さらな

る精緻化とサブ勘定表の構築を行いつつ、海外における SEEA-EEA の適用を目的とした研究を中心

に、生態系及び生態系サービスの評価に関する最新の既存研究をまとめた。この中では、環境勘定

の専門家グループにおける議論及び生態系及び生態系サービスの専門家の間での議論を紹介し、各

国における生態系勘定を用いた生態系及び生態系サービスの評価事例を整理した。 

そのうえでアクセス性や距離、居住地などの情報及びデータを活用し、生態系と受益者の位置関

係を考慮しつつ生態系サービスの供給者・受益者を特定した。以上の国際的な議論動向やこれまで

の研究成果を踏まえ、４つの供給使用表（フロー勘定表）を作成した。 

サブテーマ２では、本研究で進めてきた生態系資源のシャドウ・プライス推定に関する研究の精

緻化とその意義について、世界的に進む研究蓄積のなかで位置付けを行い、方法論的な比較研究を
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行った。本研究によって、時間軸と空間軸を意識した割引率について、理論的に同等の定式化を行

った。実証研究においては、空間割引率と時間割引率の同時推定を試みた。選択型実験を応用し、

属性に時間選好パラメータと空間選好パラメータを導入することで、２つの割引率の相関や規定要

因を定量的に分析することに成功した。ここから、生態系サービスのうち便益の享受者が回答者自

身であり、短期かつ直接に関わるものについては高い割引率が、公共性が高く利他的な便益である

と考えられるサービスに対しては低い割引率が観察された。地球温暖化の文脈で、スターンレビュ

ー（Stern, 2010)では世代間衡平に鑑みて低い割引率が適用されたが、生態系サービス評価の文脈で

も公共性が高いサービス評価に対しては相対的に低い割引率が適用されうることが、こうした主観

的割引率の研究結果から示唆される。また、空間割引と時間割引の推定により、スピルオーバを伴

う異時点のフロー表を解釈する際の利用可能性について示唆された。 

  サブテーマ３では、太陽光発電所と自然生態系の政策を事例に包括的評価に関する検討を行った。

ここでは、LCA 等を用いてポジティブな効果とネガティブな効果の各評価項目を定量化するとと

もに、これらの評価項目を包括的に評価できるようにした。また、ポジティブな効果とネガティブ

な効果のどちらが大きいかを判別できる指標を作成し、LCA手法の環境影響評価手法を用いて、外

部費用として貨幣単位で統合化した。 

本手法を、岩手県のメガソーラー発電所の設置事例に適用した。岩手県では、気候変動の緩和と

経済的利益によるポジティブな効果は年間 8,920 百万円、炭素吸収源と生物多様性の喪失、災害リ

スク増加によるネガティブな効果は 1,566 百万円と算出され、P/N 比は 5.70 となり、太陽光発電所

の設置のポジティブな効果が自然生態系の損失というネガティブな効果を上回る結果となった。 

この結果を踏まえ、岩手県一関市砂鉄川流域における森林生態系サービスの供給使用表を用いた、

太陽光発電所と森林生態系に関する政策評価を行い、森林減少によるネガティブな効果よりも、太

陽光発電によるポジティブな効果のほうが上回ること、砂鉄川流域全体で 4 施設のメガソーラー発

電所設置による調整サービス減少の影響を受けるのは、流域全体の面積 37,952ha の 10.8％、居住し

ている 7,244 世帯の 21.1％に値することがわかった。 

  以上のサブテーマの研究から、日本における生態系勘定、特にストック勘定表とフロー勘定表を

構築し、実際のケーススタディを通じて、政策評価へ適用を行った。また、構築した生態系勘定の

政策利用に際し、これまで行われてきた生態系サービス評価がどのように政策に活用されているの

かを、国内外の文献レビューにより明らかにすることで、政策への活用の経緯やさらなる政策利用

の可能性が議論された。 

 

 

4.2 環境政策への貢献 
  生態系勘定の構築は、愛知目標に掲げられている生態系サービスの可視化・主流化の一環とし

ての国家勘定へ組み込みに関連し、生態系保全ならびに生態系サービスの管理に関する環境政策の

基礎資料を提供するものである。本研究課題は生態系サービスのフロー勘定の開発を行い、第Ⅲ期

環境経済の政策研究で開発したストック勘定と合わせることにより国際的な標準として議論され

ている勘定表を揃えたことになる。ストック勘定は生態系の資産としての経済的価値を測定するも

のであるが、フロー勘定はそうして供給されるサービスの需要状況を測定するものである。こうし

た生態系サービスの供給元と需要先の情報は、近年検討が進んでいる生態系サービスに対する支払
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い（Payment for Ecosystem Services）の制度設計に有用である。PESは生態系保全の現実的な政策対

応として注目を集めており、日本においても 2024 年からの森林環境税の一斉導入に向けて政策議

論が求められるなかで、税率の妥当性などについての検証に役立てることができる。また、今後予

想される大きな人口変化に向けて、生態系保全政策の包括的なデザインも必要とされており、人口

減少地域および人口増加地域における生態系サービスの可視化として、本研究で準備している生態

系勘定は生態系保全政策の受容可能性や政策評価などにも当てはめることができる。 

また、2010 年の COP10 から 10 年が経過し、世界的にも次のステップの政策が検討される。愛知

目標においても生態系サービスの可視化は重要課題であったが、現時点においてもそのための理論

的および実証的研究は不十分な段階に留まっている。本研究では、生態系サービスの可視化におけ

る諸課題を精査し、いくつかの改善を提案した。また実証的に当てはめる際の留意事項を整理し、

継続的な実証研究の導入となる。本研究では、岩手県を事例にした森林生態系サービスの受益分布、

北海道を事例にした生態系サービスの移出の把握、兵庫県を事例にした都市型生態系サービス評価

といったタイプの異なる対象についてフロー勘定を作成した。また、事例研究においては、生態系

勘定を利用して地球温暖化問題に関わる自然エネルギー利用（ソーラーパネルの設置）と、生態系

保全（森林伐採）のトレードオフといった政策評価上の問題を取り上げ、公共的意思決定を検討す

る際の論点を明確にした。 

本研究で作成した生態系勘定表は物量データと貨幣データをともに記載することで、用途によっ

た使い分けが可能である。また、こうした評価を自然資本の測定として利用することにより、持続

可能性指標などに導入することもできる。プラネタリー・バウンダリーやエコロジカル・フットプ

リントなど，物理的な観点からの自然資本の状況を注視する強い持続可能性指標には物量データ、

包括的富指標など経済的な観点から自然資本を計測する弱い持続可能性指標には貨幣データが、そ

れぞれ用いられる。そうした指標を使った政策や社会動向の将来シミュレーションを行う際に必要

となる。 

以上のように、本研究は生態系サービスの可視化と主流化といった政策課題に対応するものであ

ると同時に、地域の保全政策の評価や、よりマクロな持続可能な発展の政策課題に貢献が見いださ

れるものである。
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添付資料 2 

森林を評価するにあたり、調査票において回答者に対し、森林生態系サービスについて以下のよ

うな説明を行った。 

(1)水源涵養機能 

森林に雨が降ると、土の中に雨水が染みこみ、染みこんだ雨水はゆっくりと森林から流

出していきます。このため、大雨が降った時にも洪水が緩和され、また雨が降っていな

いときでも森林から川に水が流出していきます。さらに、土の中を水が通る際にろ過さ

れ、適度にミネラルを含むことから、おいしい水ができていきます。森林のこのような

働きは水源かん養機能と呼ばれています。 

(2) 土砂災害防止／土壌保全機能 

  森林の土壌は、樹木や下草、落ち葉に覆われており、これらが雨のしずくの衝撃を吸収し、

土砂の流出を防いでいます。また、樹木の根は地中深く伸び、岩の亀裂にまで入り込み、土

壌と基岩層との境界を根がしっかりと固定するので土砂崩れが起こりにくくなります。森林

のこのような働きは土砂災害防止機能と呼ばれています。 

(3) 地球環境保全機能 

森林は光合成により二酸化炭素を吸収し、炭素を固定して、地球温暖化防止に重要な役割を

果たしています。森林のこのような働きは地球温暖化防止機能と呼ばれています。 

(4) 生物多様性保全機能 

森林は、多様な植物、動物、昆虫、菌類、微生物などが生息・ 生育しており、一つの森林生

態系ができています。生物が多数いることも重要ですが、いろいろな種類の生物がいること

も重要であり、いろいろな種類の生物がいることで森林生態系が安定し、人間の生活や経済

活動にも良い影響がもたらされます。 森林のこのような働きは生態系保全機能と呼ばれて

います。 

(5) 物質生産機能 

森林からは住宅資材や家具などの原材料となる木材が生産されています。木材を生産する

ために森林を伐採しても、再度植林を行い、適切に管理を行えば、再び木材を生産するこ

とができます。森林のこのような働きは木材生産機能と呼ばれています。 

(6) 保健・レクリエーション機能 

精神的あるいは肉体的ストレスをもっている人にとって，森林の樹木が発散する揮発性物質

が、安らぎや癒しなど健康増進に効果を持つことが科学的に示されています。また，森林は

行楽やスポーツの場を提供しています。森林のこのような働きは保健・レクリエーション機

能と呼ばれています。 
(7) 文化機能 

森林の景観は、行楽や芸術の対象として人々に感動を与えるほか、伝統文化伝承の基盤と

なったり，史跡や名勝等の景観の一部となることで日本人の自然観の形成に大きく関わっ

ています。 また、森林環境教育や体験学習の場としての役割を果たしています。森林のこ

のような働きは文化機能と呼ばれています。 
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(8) 快適環境形成機能 

森林は蒸発散作用により夏の気温を下げ、冬の気温を上昇させるなど気候を緩和・調節する

とともに，また防風や防音，ヒートアイランド現象の緩和などにより快適な生活環境を形成

します。森林のこのような働きは快適環境形成機能と呼ばれています。 

 

(9) エコ DRR 
とくに都市域では，地球温暖化やヒートアイランド現象にともなって発生する極端気象（ゲ

リラ豪雨や非常な高温）が原因で，洪水などの水災害や熱中症の発生が多発するようになっ

ています。これに対して都市の森林はそうした影響を緩和する機能があります。これをエコ

DRR（災害リスク削減）といいます。 

(10)エコヘルス 

都市の森林・緑地があることによって人々の健康やメンタルヘルスの改善に役立つことを，

エコヘルスといいます。たとえばコロナウィルス感染症拡大時において，都市の人々に対し

て外出制限が課せられました。そうしたときに，散歩や気分転換などの場として都市内の森

林・緑地が使われると，身体的・精神的健康の維持に役立ちます。 

 

 

 

 

 


